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（午前 10時00分 開議）

○ 議長 仲地宗市

おはようございます。これより本日の会議

を開きます。

本日の議事日程は、予めお手元に配付した

とおりであります。

日程に入る前に報告します。

15番仲原健議員から欠席の届けがありまし

た。

これより、議事日程に入ります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 仲地宗市

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、９番平田勉議員、10番上

江洲盛元議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 仲地宗市

日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日10月19日の１日間

とします。

ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、会期は本日

10月19日の１日間に決定しました。

日程第３ 平成19年度久米島町一般会計補

正予算（第４号）について

○ 議長 仲地宗市

日程第３、議案第63号、平成19年度久米島

町一般会計補正予算（第４号）についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

おはようございます。それでは、議案第63

号、久米島町一般会計補正予算（第４号）の

概要についてご説明申し上げます。

予算資料の１ページをお開き下さい。久米

島町一般会計補正予算（第４号）の概要は、

歳入歳出予算ともに5千318万4千円を追加し、

歳入歳出総額67億3千497万円と定めます。

去った９月14日に襲来した台風11号は本町

に甚大な被害をもたらし、今なお復旧が充分

でない地域や、住宅が全壊し間借りを余儀な

くされている町民がいる状況にあります。ま

た、各公共施設におきましても、窓ガラスや

アルミ建具、屋根等が破損、損壊する被害が

出ており、特に学校施設が多いこともあり、

大半が学校施設災害復旧費として予算の計上

を行っております。

各種災害関連施設の計上内容につきまして

申し上げます。

予算書の９ページをお開き下さい。まず、

総務関連費として、庁舎窓ガラス、玄関ドア、

カーテンなど防災無線においては鳥島謝名堂

局の破損、通信システムの災害復旧費として

光ファイバーの補修等で総額1千74万3千円の

復旧費を計上しております。

続きまして、10ページに入ります。衛生費

において、クリーンセンターの破損復旧及び

災害時に倒壊した木などの撤去作業に使用し

た重機のリース費など174万2千円。そして、

商工観光費では、紬施設およびバーデハウス
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施設災害復旧費負担金、ウミガメ館修繕費と

して485万3千円を計上しております。

続きまして、11ページ、農林水産業施設復

旧費としまして、儀間漁港海岸保全防具ネッ

トの破損により62万円。

14ページに入りますが、土木施設災害費と

して、比屋定15号線災害復旧費設計費65万1

千円を計上し、国、県による検査後に事業費

予算を計上します。また、兼城地区の水道配

水管を敷設する連絡道路の一部が損壊し、パ

イプ部分が剥き出しになっているため、補修

費として126万円を計上しております。

再度11ページをお願いします。飛行場管理

費においては、電源局舎のクーラー、ハイウ

ェイ等などの破損により170万円の修繕料。

12ページ、消防施設に車庫排煙ガラス、訓

練棟アルミドア、防災無線の修繕により92万

7千円及び災害時に必要なチェーンソウ等の

備品購入39万4千円を計上しております。

冒頭で申し上げましたが、特に学校施設の

復旧費が大きく、設計を含めると約３千万円

が学校施設の災害費用となっております。

再度14ページ、学校別の計上内訳では、比

屋定幼稚園72万円、美崎幼稚園247万2千円、

仲里幼稚園23万円、比屋定小学校397万9千円、

美崎小学校492万7千円、仲里小学校345万4千

円、久米島小学校75万円、清水小学校439万4

千円、大岳小学校165万3千円、仲里中学校16

6万8千円、久米島中学校171万2千円、久米島

西中学校68万5千円、美崎小学校教員宿舎107

万円、給食センター21万7千円の計上となっ

ております。各学校とも教室の窓ガラスや水

銀灯、防水シート、フェンスなどが破損して

いる状況にあり、子どもたちの授業に支障を

来したり、危険がないように早急に改修して

まいります。

社会教育施設災害復旧費では、仲里野球場

及び総合グランドのフェンスの倒壊、バック

ネットダバーの破損により105万2千円の予算

計上を行っております。今補正予算に計上し

ている予算額におきましては、3千398万円を

災害復旧費事業債として地方債の発行、普通

交付税の留保財源1千750万4千円を充当して

おりますが、今後、国庫補助金及び特殊建物

災害申請に基づき、保険の認定がなされた場

合に特定財源として組み替えを補正行う予定

であります。

以上が平成19年度久米島町一般会計補正予

算（第４号）の概要となっております。

ご審議よろしくお願い致します。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 仲地宗市

これで、提案理由の説明を終わります。

これから、質疑を行います。

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

この補正予算の台風災害について聞きたい

んですが、儀間の海岸の砂の飛散で、海岸近

くの車が３台被害を受けているわけです。そ

の補償というのが入っていないんですが、そ

れはどういう対応するのか。また、台風あと、

車の持ち主の皆さん方とどういう話し合いを

したのか聞きたい。

○ 議長 仲地宗市

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

その件につきましては、町の保障ができる

のか、業者になるか。責任の範囲の問題が浮

上しておりまして、そのへんについて今調査

をしている段階であります。今週もしくは来
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週中に結論を出したいと思っております。

○ 議長 仲地宗市

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

個人的な財産を傷つけてありますので、早

急に対策をしてもらいたいと思います。

それと、お陰様で暴風ネット、要望どおり

設置されているのは確認しております。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はありませんか。

６番上里総功議員。

○ ６番 上里総功議員

14ページの学校関係の被害なんですが、殆

どの学校が被害を受けている。それで今、公

共施設でも民間でもアルミサッシが主なんで

す。学校関係に外戸の設置をすればこういう

災害は防げるんじゃないかと。最近の台風は

ものすごい大型化なってきておりまして、あ

っちこっちでそういう被害が出ております。

学校関係であれば、特にコンピュータ室とか

大事なところは外戸の設置とか考える必要が

あるんじゃないかなと、災害を見ていて思っ

ているんですが、当局はどのように考えてい

るのか。

○ 議長 仲地宗市

比嘉・教育長。

○ 教育長 比嘉

今回の台風につきましてもそういったガラ

ス戸が割れての大きな損害となっておりま

す。今ご指摘のありました雨戸、これがアル

ミがいいのか、そして板の雨戸がいいのか、

また財政的な問題もありますので、このへん

は今後検討してまいりたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

今ご質問のあったとおり、雨戸を設ければ

かなり防げるということは確かでございま

す。この庁舎においても特に電算室とか重要

な部分についてはアルミ戸の雨戸の設置を検

討していきたいと考えております。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はありませんか。

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

この補正の基本的な考え方を教えていただ

きたい。これは被災された住民に対する部分

というのは全くないですね。物を造るなんと

かという部分だけですね。ということはハー

ドの部分だけの補正なのかどうか。今、住民

が求めているのは、行政のやさしさじゃない

んですか。これ含めてどうなんですか。これ

をまず基本的な考えとして１点聞かせて下さ

い。

○ 議長 仲地宗市

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

今回の補正につきましては、公共施設の災

害復旧に要するものが主になっています。住

民に対する支援につきましては、現在、その

被害の程度、これは全壊、半壊、一部損壊と

いう判断基準がございまして、それが確定し

ないとその支援ができないという部分がござ

います。そういったことで、少し遅れるかた

ちにはなりますが、住民に対する支援につい

ても早めにできるように取り組んでまいりた

いと考えております。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員
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それを早めにやって下さい。

あと１点、教えてほしいのは、財源の内訳

をみると全部地方債と一般財源になっていま

すね。今後の交付税とか国、県とかからの住

宅関連で入ってくる分の財源は、これ以外に

入ってくる可能性があるのかないのか。財源

内訳は地方債と一般財源です。ということは

国、県あたりから入ってくる分はこれ以外に

あるという理解をしていいのかどうかお願い

します。

○ 議長 仲地宗市

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

お答えします。先程副町長の提案理由の中

にもありましたように、今、国庫に該当する

ものとか、あるいは建物災害共済に該当する

ものとか手続き等の絡みで、今、精算されて

いませんので、それが確定すると建物共済か

ら入ってくるものとかが出てきます。逆にま

た起債から外れるものも出てくるかもしれま

せん。そういう意味で財源については動いて

きます。

それから、特別交付税においても今後災害

復旧で出費した金額について報告して、査定

されると思うんですけれども、これについて

もどの程度査定されるのか、県、国に申請し

て認定されるものですので、年度末において

特交においては査定されるんじゃないかな

と。ですから、特定財源については今後また

動いてきますので、そのへんのところをご了

解してもらいたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

最後に、こういう災害時の時にこそきめの

細かい住民サービスによって住民との信頼関

係をどうするのかというのが出てくると思い

ます。この財源を見た時に、さっき言ったよ

うな感じですから、とにかくこれは一時的に、

今やるべきこととして、町としてできるもの

を地方債、あるいは一般財源で、まずとりあ

えずやろうと。今後いろんな調査とかを含め

て国、県に要請すべきは要請する、あるいは

交付税で対応すべきはすべきだとものを言

う。これが町の基本的な考えなんだという部

分を住民にも見えるようなかたちにしない

と、自分達にもいろんな支援があるというふ

うに、その分が一人歩きしてる部分があるん

ですね。昔の台風13号みたいな感じでの災害

救助法適用と今回の分とは違うよという部

分、そこらへんをはっきり説明をしながら、

そうなんだという部分をやらないと、逆にこ

の部分が行政に対する不信を増幅する可能性

があるんですね。そこらへん含めてもうちょ

っときめの細かい、対応を心がける必要があ

るんじゃないかなという気がするんですね。

最後にそこらへん今後どうしていくのかを

含めてお願いします。

○ 議長 仲地宗市

大田治雄副町長。

○ 副町長 大田治雄

ただいま平田議員からご質問があったよう

に、迅速な動きをしなければ当然この問題は

ですね、我々も心得ております。この被害の

確定が、一昨日確定しました。全壊が７戸、

半壊が31戸、部分損壊が270戸の数値が上が

っています。これが今回県の方に報告がいっ

ております。それと今回は被災者生活再建支

援法の該当が、全壊が10世帯以上であります

ので、その法律に該当してきます。前にも申
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し上げたとおり、これにおいては所得が500

万円以下の被災者、そして増減が300万円の

支援金が支給されます。これも担当課として

県の方と調整し、確定し次第その配分、そし

て今回あらゆる団体から義援金が入ってきて

おります。その義援金をいつの時期にどうい

うかたちでどういう皆さんにちゃんとした配

分をすべきかというのも、協議会を通して早

めに、対処したいと思います。義援金につい

てはこれからも入ってくる予定もありますの

で、いつの時期に最終のまとめをするか、そ

のへんも判断しながら対処していきたいと思

います。

そして、今回早速対応できたのが、全壊を

された２世帯については、役場が保有してい

る県の施設でありました普及員が使っていた

舎宅を改修してありましたので、そこを今２

世帯が利用しております。そして、全壊をや

った老人世帯とか、身よりの少ない方等につ

いては配食サービスを２食を２カ月間の限定

で配布しております。これは町の予算で工面

しております。当面、確定するのが非常に時

間がかかって、今後においては更に検討を含

めながら対処していきたいと思います。

○ 議長 仲地宗市

他に質疑はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

○ 議長 仲地宗市

次に、原案に賛成者の発言を許します。

５番宮田勇委員。

○ ５番 宮田勇議員

議案第63号、本案に賛成する立場で討論を

したいと思います。本案については先程提案

理由の説明のとおり、台風11号による災害復

旧ということで、行政を麻痺させないように

早急にやるのが妥当だと思います。それと同

時に、９番議員から指摘があったとおり、福

祉課から一般の災害の報告があります。今、

巷でいろいろと災害の支援援助金というんで

しょうか、そういったのはどのようなかたち

で配られてくるのかといういろいろな声が聞

こえますので、早急に、答弁のとおりしっか

りとしてやってもらうことを強く要望して本

案に賛成します。

○ 議長 仲地宗市

他に討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

これで討論を終わります。

これから、議案第63号、平成19年度久米島

町一般会計補正予算（第４号）についてを採

決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手全員）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、本案は、原案のと

おり可決されました。

休憩します。（午前 10時24分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 10時59分）

○ 議長 仲地宗市

日程第４、認定第１号、平成18年度久米島

町水道事業会計決算認定について。

日程第５、認定第２号、平成18年度久米島

町一般会計歳入・歳出決算認定について。

日程第６、認定第３号、平成18年度久米島

町国民健康保険特別会計歳入・歳出決算認定
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について。

日程第７、認定第４号、平成18年度久米島

町老人保健特別会計歳入・歳出決算認定につ

いて。

日程第８、認定第５号、平成18年度久米島

町下水道事業特別会計歳入・歳出決算認定に

ついて。

日程第９、認定第６号、平成18年度久米島

町農業集落排水事業特別会計歳入・歳出決算

認定について。を一括議題とします。

以上の案件に対し、決算審査特別委員会に

付託してありましたので、決算審査特別委員

長の報告を求めます。

○ 議長 仲地宗市

山城宗太郎決算審査特別委員長。

○ 決算審査特別委員長 山城宗太郎議員

18年度決算審査特別委員会委員長報告を致

します。決算審査特別委員長の山城宗太郎で

ございます。

ただいまから、決算審査特別委員会に付託

されました認定第１号、平成18年度久米島町

水道事業会計決算認定について。認定第２号、

平成18年度久米島町一般会計歳入・歳出決算

認定について。認定第３号、平成18年度久米

島町国民健康保険特別会計歳入・歳出決算認

定について。認定第４号、平成18年度久米島

町老人保健特別会計歳入・歳出決算認定につ

いて。認定第５号、平成18年度久米島町下水

道事業特別会計歳入・歳出決算認定につい

て。認定第６号、平成18年度久米島町農業集

落排水事業特別会計歳入・歳出決算認定につ

いて。審査の経過と結果を報告申し上げます。

決算特別委員会が９月14日の本会議で設置

され、付託された決算認定６議案について、

10月２日、３日の２日間にわたり、執行部か

ら各担当課長、係長及び担当の出席の下に厳

正に審査を行いました。決算審査委員会にお

ける質疑の主なものと、それに対する答弁に

ついてご報告します。

まず、一般会計について、質疑、答弁の主

な概要を申し上げます。

１、人命救助の場合、専門的な技術が必要

だが、という質疑に対し、潜水士の資格を持

っております。

２、全国的に119番に電話しても必要なと

ころに迅速に救急車が行けないという社会問

題になっているが、久米島でも事例があるか、

という質疑に対し、救急車要請について消防

本部では判断できないので、全部出動してい

ます。

保育料の収入未済額は調定額の半分も収入

が入っていないが、今後の見通しは、という

質疑に対し、過去の分から徐々に徴収してい

ます。

18年度に介護保険法が改正されたが、改正

前とどう違いが出てきたのか、という質疑に

対し、介護になる危険性が高い特定高齢者と

呼ばれる方々には一定の成果が上がっていま

す。

少子高齢化で若者が島を離れていき、高齢

化率が増えていくと絶対的にマンパワー不足

の不安があるが、という質疑に対し、社協と

も連携しながら、今後ヘルパーなり栄養士、

ケアマネージャーを要請していく必要があ

る。また、各字婦人会の協力を得て、全字に

公民館サロンの立ち上げを目指しています。

住宅公社から買い取りした土地の分譲状況

と収入未済額の内容は、という質疑に対し、

全体で55戸の分譲戸画のうち、売却済み18戸、

未売却が37戸となっている。収入未済額の内
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訳は、最長３年分割で支払いの契約であるが、

支払いが滞っているのが原因。今後、契約解

除を求めて対処していく。

啓蒙活動はどうしているか、という質疑に

対し、町のホームページと直接パンフレット

を配っている。今後インターネット等を利用

した広報活動等を考えていきます。

18年度の不能欠損処理固定資産税について

は、毎年減ってきて、県民税、法人税につい

ては増えているが、その徴収状況は、という

質疑に対し、今回、税源移譲とか税率改正が

あって徴収率が低くなるだろうという懸念を

もっています。

不能欠損額について、決算審査の度ごとに

差し押さえをしなさいという指摘をしている

が、という質疑に対し、全納税義務者の滞納

処分は手が回らないので、各納税者について

差し押さえとか、一部納付とか、時効が成立

しないかたちで取り組んでいる。来月１日に

県の職員を併任発令しますので、差し押さえ

のノウハウを学んでいくことにしています。

毎月定期的に広報無線で納付の呼びかけを

しているがその効果は、という質疑に対し、

今年から始まったばかりで効果はこれからだ

と思います。

地域新エネルギー策定事業は次年度から事

業の導入があるか。また、バーデハウスの件

はどうなっているか、という質疑に対し、カ

ンジン地下ダムと堆肥化施設の太陽光発電に

ついて県と調整中です。バーデハウスは海洋

深層水の冷熱を利用した省エネ効果で電気料

の削減ができます。

離島地域資源活用育成事業、紫金鉱につい

て今後の見通しはどうなっているか、という

質疑に対し、沖縄県内にある鉱物と久米島紫

金鉱と併せて青磁をつくる材料の分析と、引

き続き検討委員会で今後の紫金鉱利活用の方

向性を決めていきます。

堆肥工場の操業開始はいつからか、という

質疑に対し、原料置き場と製品置き場の工事

が完了してから供用開始となるが、今年度い

っぱい工事がかかる見込みであります。

さとうきびの有料苗の確保はどうなってい

るか、という質疑に対し、増産プロジェクト

の有料種苗の農林17号と21号は久米島に一番

適しているので、苗の生産に力を入れて取り

組んでいるという答弁でした。

真泊ターミナル使用料の収入未済額の徴収

見込みについては、という質疑に対し、納付

計画を立てて支払いをしておりましたが、去

年の12月から滞っています。支払いしなけれ

ば明渡しの文書通知を出すことにしていま

す。

プロ野球応援事業で３千万円余りも投資し

ているが、球場の使用料はどのくらいか、と

いう質疑に対し、トータルで488万円です。

学校給食費の収入未済額は何名分かという

質疑に対し、37名分です。

学校関係のアスベスト改修型工事は全部処

理されたか、という質疑に対し、久米島中学

の音楽教室に一部ありましたが、平成18年度

で全て撤去しました。

学校校舎建築のひび割れについて把握して

いるかどうか、という質疑に対し、クラック

があるところが結構出ているので、１年効果

検査の通知を出して行う予定です。

学校給食の異物混入について、マスコミを

騒がせておりますが、本町の調査結果はどう

あったのか、という質疑に対し、特に昆虫、

髪の毛ですが、清浄施行の段階で入るのが多
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々あるので、学校給食会に調査、検査を依頼

しています。

高校を卒業すると島を離れていくのが増え

ているが、教育委員会で、将来を担う若者が

島に戻ってくる議論が必要だが、という質疑

に対し、久米島高校の役員、教育長、町の有

志の方々で話し合いをもったことがありま

す。

次に、国民健康保険特別会計決算について。

国保税の収納率の強化目標は。交付金のペナ

ルティーは、という質疑に対し、19年度の目

標は納税者に対して滞納の状況をしっかり理

解させ、分割納付なり契約書をとって、短期

証の交付を切らさないように対応している。

督促状といっしょに口座振替の依頼書を入

れて、出来るだけ口座振替をするよう指導し

ています。18年度の調整交付金から2千202万

5千円のペナルティー額となっている。

保険手帳を持っていない人94名という報告

だが、その年齢層は、という質疑に対し、高

齢者の方々全員に対して認識はあるが、年齢

層が若い人ほど多くなっているという答弁で

す。

次に、老人保健特別会計決算について。1

千997万円余りの歳入不足と不用額について、

という質疑に対し、歳入不足については支払

基金、国庫、県からの補助金の精算が翌年度

にしか歳入として入ってきませんので、その

分が歳入不足となっている。不用額は医療費

の見込みの分ですという答弁でした。

次に、下水道事業特別会計決算について。

接続率について、住民の関心がないのか、下

水道料金が高くて接続しないのか、という質

疑に対し、平成19年９月現在53％です。接続

率が上がらないのは宇根地区の戸数分を加え

たためです。イーフ地区が76％で特例後接続

率が急激に上がってきていますという答弁で

した。

次に、水道事業会計について。当年度累積

欠損金の4千165万円を今後どのように回収し

ていくか、という質疑に対し、この３カ年で

４千万円ぐらい消している。毎年一般会計か

ら繰入金が１千万円ずつ減らされている。平

成17年度の料金改定で一般会計からの繰り入

れを年次的に削減して、５カ年でゼロにしま

すという答弁でした。

次に、集落排水事業特別会計決算について。

接続率は何パーセントか、という質疑に対し

て、地域が大岳地域になっているが、接続率

は30％ですという答弁でした。

以上が認定第１号、認定第２号、認定第３

号、認定第４号、認定第５号、認定第６号の

決算特別委員会における質疑及び答弁の内容

であります。全会計とも質疑終了後、討論に

入りましたが、反対、賛成の発言なく、討論

を終決しました。

続いて採決に入り、認定第１号、平成18年

度久米島町水道事業会計決算認定について。

認定第２号、平成18年度久米島町一般会計歳

入・歳出決算認定について。認定第３号、平

成18年度久米島町国民健康保険特別会計歳入

・歳出決算認定について。認定第４号、平成

18年度久米島町老人保健特別会計歳入・歳出

決算認定について。認定第５号、平成18年度

久米島町下水道事業特別会計歳入・歳出決算

認定について。認定第６号、平成18年度久米

島町農業集落排水事業特別会計歳入・歳出決

算認定について、原案のとおり賛成の方の挙

手を求めたところ、挙手全員でした。よって、

決算認定については、全会計とも原案のとお
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り認定すべきものと決定されました。

委員長報告で、質疑、答弁等多くの面で割

愛させていただきましたことをご容赦下さ

い。

以上をもちまして、決算審査特別委員会審

査の委員長報告を終わります。

○ 議長 仲地宗市

以上で委員長の報告を終わります。

委員長報告に対する質疑を省略したいと思

いますが、ご異議ありませんか。

(｢異議なし｣の声あり)

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認めます。従って、委員長に対

する質疑は省略します。

日程第４、認定第１号、平成18年度久米島

町水道事業会計決算認定について、これから

討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

休憩します。（午前 11時21分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 11時22分）

これから、認定第１号、平成18年度久米島

町水道事業会計決算認定についてを採決しま

す。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手願います。

（挙手多員）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定されました。

○ 議長 仲地宗市

日程第５、認定第２号、平成18年度久米島

町一般会計歳入・歳出決算認定について、こ

れから討論を行います。

休憩します。（午前 11時23分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 11時27分）

まず、原案に反対者の発言を許します。

○ 議長 仲地宗市

次に、原案に賛成者の発言を許します。

５番宮田勇議員。

○ ５番 宮田勇議員

認定第２号、平成18年度久米島町一般会計

歳入歳出決算認定について、本案に賛成する

んですけれど、要望を強く入れて賛成します。

年々交付税が削減してくる中、また財政も頻

拍、財政危機にもなっています。そういった

中で、まず自主財源が主であります。あるべ

き自主財源の徴収で収入未済額滞納繰越分が

年々増えています。委員会の中でたくさんの

指摘がありました。それを踏まえて、町長は

しっかりとして部下の監督をして、次年度に

向けて努力してほしいと、それを強く要望し

て終わります。

○ 議長 仲地宗市

他に討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

これで討論を終わります。

これから、認定第２号、平成18年度久米島

町一般会計歳入・歳出決算認定についてを採

決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手願います。

（挙手多員）
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○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定されました。

○ 議長 仲地宗市

日程第６、認定第３号、平成18年度久米島

町国民健康保険特別会計歳入・歳出決算認定

について、これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これから、認定第３号、平成18年度久米島

町国民健康保険特別会計歳入・歳出決算認定

についてを採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手願います。

（挙手多員）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定されました。

○ 議長 仲地宗市

日程第７、認定第４号、平成18年度久米島

町老人保健特別会計歳入・歳出決算認定につ

いて、これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これから、認定第４号、平成18年度久米島

町老人保健特別会計歳入・歳出決算認定につ

いてを採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手願います。

（挙手多員）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定されました。

○ 議長 仲地宗市

日程第８、認定第５号、平成18年度久米島

町下水道事業特別会計歳入・歳出決算認定に

ついて、これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

○ 議長 仲地宗市

次に、原案に賛成者の発言を許します。

８番幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

本案に賛成する立場で討論致します。下水

道の普及率はその地域の文化生活のバロメー

ターともいわれています。財政の厳しい中で

も環境衛生の施設整備を推進していくことは

大事であります。18年度決算において、本年

度の実質収支は247万3千円の黒字決算となっ

ている。前年の実質収支113万9千円を差し引

いた実質収支は133万4千円の黒字決算となっ

ている。しかし、歳入においては一般会計か

らの繰り入れが主であって、使用料及び手数

料はわずか1千292万6千円で、全体の4.6％に

過ぎず健全な事業運営とはいえない。これは

接続率の上がらない原因の使用料料金の伸び

ないためである。せっかく高額な費用を投じ

て設備しても、それを活用しないのは甚だ遺

憾である。今後は接続率の向上を図り、歳入

における使用料及び手数料の構成比率を高め

るよう努力を重ねることを特に要望し、賛成

の討論と致します。

○ 議長 仲地宗市

他に討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市
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これで討論を終わります。

これから、認定第５号、平成18年度久米島

町下水道事業特別会計歳入・歳出決算認定に

ついてを採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定で

す。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手願います。

（挙手多員）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定されました。

○ 議長 仲地宗市

日程第９、認定第６号、平成18年度久米島

町農業集落排水事業特別会計歳入・歳出決算

認定について、これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

討論なしと認めます。

これから、認定第６号、平成18年度久米島

町農業集落排水事業特別会計歳入・歳出決算

認定についてを採決します。

本案に対する委員長報告は原案の認定であ

ります。

本案は委員長報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手願います。

（挙手多員）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、本案は委員長報告

のとおり認定されました。

日程第10 ハンセン病問題基本法を制定し

開かれた国立ハンセン病療養所

の未来を求める意見書について

○ 議長 仲地宗市

日程第10、発議第12号、ハンセン病問題基

本法を制定し開かれた国立ハンセン病療養所

の未来を求める意見書についてを議題としま

す。

提案理由の説明を求めます。

10番上江洲盛元議員。

休憩します。（午前 11時37分）

○ 議長 仲地宗市

再開します。（午前 11時38分）

○ 10番 上江洲盛元議員

発議第12号

ハンセン病問題基本法を制定し

開かれた国立ハンセン病療養所

の未来を求める意見書

平成19年10月19日

久米島町議会議長 仲地宗市殿

提出者 久米島町議会議員 上江洲盛元

賛成者 久米島町議会議員 仲村 昌慧

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14

条の規定により提出します。

提案理由

2001年５月のハンセン病国賠訴訟熊本判決

は、国の政策を断罪し、その後の制度改革に

よりハンセン病政策は大きく前進しました。

しかし、療養所では、長年の隔離によって高

齢化が進み、社会の根強い偏見、差別感情も

あり、依然社会復帰は容易ではない。それに

もかかわらず、国はハンセン病療養所の将来

について具体策も示していない。

よって本会は、「らい予防法」廃止時の国

会決議に基づき、ハンセン病療養所の医療・

福祉を拡充し、地域に開かれた施設として、

ハンセン病療養所の真の社会化が実現するよ

う強くもとめる為、本案を提出する。

ハンセン病問題基本法を制定し
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開かれた国立ハンセン病療養所

の未来を求める意見書

2001年５月のハンセン病国賠訴訟熊本判決

は、国の患者強制隔離絶命政策を断罪しまし

た。その後の制度改革により、ハンセン病政

策は大きく前進しました。しかし、ハンセン

病療養所では、長年の隔離で高齢化が進み、

社会の根強い偏見、差別感情もあり、依然社

会復帰は容易ではありません。

それにもかかわらず、国は、入所者の動向

を傍観しているのみで、ハンセン病療養所の

将来についての具体策を何ら示していませ

ん。

長年強制隔離政策に苦しめられてきた入所

者の皆さんが、その晩年を、社会から切り離

されることなく、社会の中で生活するのと遜

色のない生活及び医療が、国の責任において

保障されるべきです。

ハンセン病問題の真の解決を図るため「ハ

ンセン病問題基本法」を制定、「らい予防法」

廃止時の国会決議に基づき、ハンセン病療養

所の医療・福祉を拡充し、地域に開かれた施

設として、ハンセン病療養所の真の社会化が

実現するよう強く求めます。

以上の趣旨から、政府に対して、下記事項

の実現を強く要望します。

記

１．ハンセン病問題の真の解決を図るため、

「ハンセン病問題基本法」（仮称）を制

定すること。

２．療養所の将来のあり方については、入所

者・職員・地域住民など関係者の意見を

尊重し、地域・国民のための医療・介護

施設等として広く解放・発展させるこ

と。

３．ハンセン病療養所の医療・看護・介護体

制の強化を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見

書を提出します。

平成19年10月19日

沖縄県島尻郡久米島町議会

提出先

内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣

以上でございます。

○ 議長 仲地宗市

これで、提案理由の説明を終わります。

本案につきましては、質疑を省略したいと

思いますが、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 仲地宗市

異議なしと認め、質疑を省略します。

これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

○ 議長 仲地宗市

次に、原案に賛成者の発言を許します。

９番平田勉議員。

○ ９番 平田勉議員

発議第12号に賛成します。今、全国に13カ

所の療養所が存在しています。沖縄県には北

部の愛楽園、宮古の南静園、２つの療養所が

あります。既に入所者の皆さんが高齢化して、

平均年齢が80歳を超える療養所もございま

す。奄美の和光園という療養所がありますけ

れども、そこは平均年齢が82歳を超えて、自

治会組織が存続できないという状況になって

います。らい予防法という法律の下で強制的

に社会から隔離され、その親、兄弟も地域社

会で差別、偏見を受けてきた。こういう国の

政策を断罪したのが2001年の国賠訴訟の熊本

判決です。
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今、私達はそのことをただ国に求めるだけ

ではなくて、私達が社会を構成する一員とし

てみんながその差別、偏見をどう払拭してい

くのか。入所者の皆さんがふるさとに大手を

振って帰ってこれる、そういう受入態勢をつ

くるのが私達の社会的な責務だと思います。

そのことを踏まえて、この意見書を採択する

と同時に、私達も日常の活動の中で行政を含

めた一つの連携した社会的な活動としてみん

なで取り組んでいくということを切に希望し

たいと思います。

以上を申し上げまして本案に賛成致しま

す。

○ 議長 仲地宗市

他に討論はありませんか。

○ 議長 仲地宗市

これで討論を終わります。

これから、発議第12号、ハンセン病問題基

本法を制定し、開かれた国立ハンセン病療養

所の未来を求める意見書についてを採決しま

す。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手全員）

○ 議長 仲地宗市

全員挙手です。従って、本案は、原案のと

おり可決されました。

○ 議長 仲地宗市

以上で本日の議事日程は全部終了しまし

た。

これで平成19年第６回久米島町臨時会を閉

会します。

お疲れさんでした。

（閉会 午前11時48分）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

久 米 島 町 議 会 議 長 仲 地 宗 市

署名議員（議席番号９番） 平 田 勉

署名議員（議席番号10番） 上江洲 盛 元



平成1９年（２００７年）

第７回久米島町議会臨時会

１日目

12月７日
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企 画 財 政 課 長 山 城 保 雄 農 林 水 産 課 長 平 良 朝 幸

雇 用 推 進 室 長 前 里 良 正 農業委員会事務局長 日 高 清 有

税 務 課 長 上 下 水 道 課 長 又 吉 敏 雄

福 祉 課 長 宮 里 剛 消 防 長 山 城 英 明

会 計 管 理 者 仲 地 泰 空港管理事務所長 平 良 進
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平成19年第７回久米島町議会定例会

議事日程 〔第１号〕

平成19年12月７日（金）

午前10時00分 開 会

日程 議 案 番 号 件 名 頁

第１ 仮議席の指定 19p

第２ 議長の選挙について 19p
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（午前 10時00分）

○ 事務局長 幸地猛

一般選挙後初めての議会です。議長が選挙

されるまでの間、地方自治法第107条の規定

によって出席議員の中で年長議員が議長の職

務を行うことになっています。年長の議員を

紹介します。今回の臨時議長は宮里洋一議員

です。宮里議員、どうぞ議長席にお付きにな

って下さい。

○ 臨時議長 宮里洋一

ただいま紹介されました宮里洋一でござい

ます。地方自治法第107条の規定によって臨

時に議長の職務を行います。どうぞよろしく

お願いいたします。

ただいまから平成19年第７回久米島町議会

臨時会を開会致します。

日程第１ 仮議席の指定

○ 臨時議長 宮里洋一

日程第１、仮議席の指定を行います。

仮議席は、ただいま着席の議席とします。

日程第２ 議長の選挙

○ 臨時議長 宮里洋一

日程第２、議長の選挙を行います。

議長の選挙は投票で行います。

議場の出入口を閉めます。

（議場を閉める）

○ 臨時議長 宮里洋一

ただいまの出席議員数は14名です。

次に、立会人を指名します。

会議規則第32条第２項の規定によって立会

人に喜久里猛議員、幸地良雄議員を指名しま

す。

これから投票用紙を配ります。

（投票用紙の配布）

○ 臨時議長 宮里洋一

念のため申し上げます。

投票は単記無記名です。

投票用紙の配布漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

○ 臨時議長 宮里洋一

配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

異常なしと認めます。

ただいまから投票を行います。
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事務局長が議席番号と指名を呼び上げます

ので、順番に投票用紙を受け取り記載所にて

記載し投票願います。

○ 事務局長 幸地剛

それでは、読み上げますので、その順にお

願いします。

１番上里総功議員、２番山里昌輝議員、３

番喜久里猛議員、４番幸地良雄議員、５番宇

江原総清議員、６番仲村昌慧議員、７番平良

義徳議員、８番崎村正明議員、９番安村達明

議員、10番山城宗太郎議員、11番宮田勇議員、

12番饒平名智弘議員、13番翁長学議員、最後

に臨時議長宮里洋一議員。

○ 臨時議長 宮里洋一

投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

○ 臨時議長 宮里洋一

投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

喜久里猛議員、幸地良雄議員、開票の立会

をお願いします。

（開票）

○ 臨時議長 宮里洋一

選挙の結果を報告します。

投票総数14票、有効投票14票、無効投票０

票です。

有効投票のうち、山里昌輝議員が８票、宮

田勇議員が６票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数3.5票です。

従って山里昌輝議員が議長に当選されまし

た。

ただいま議長に当選された山里昌輝議員が

議場におられます。会議規則第33条第２項の

規定によって当選の告知をします。

議場の出入り口を開きます。

（議場を開く）

○ 臨時議長 宮里洋一

ここで、山里昌輝議員に議長の当選承諾と

挨拶をお願いします。

○ 議長 山里昌輝

ただいま選挙の結果を受けまして向こう４

年間議会の運営の任意にあたることになりま

して皆様方のご協力を頂いて精一杯頑張って

行きますのでひとつよろしくお願いいたしま

す。

○ 臨時議長 宮里洋一

これをもって臨時議長の職務は終わりまし

た。ご協力ありがとうございました。

休憩いたします。（午前 10時18分）
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平成19年第７回久米島町議会臨時会

会議録 第１号の追加１
招 集 年 月 日 平成19年12月７日 （金曜日）

招 集 の 場 所 久 米 島 町 議 会 議 事 堂

開 散 会 日 時 開 会 12月７日 午前10時00分 議 長 山 里 昌 輝

及 び 宣 言 散 会 12月７日 午後２時40分 議 長 山 里 昌 輝

応 招 議 員 議席番号 氏 名 議席番号 氏 名

出 席 議 員 １番 崎 村 正 明 ８番 幸 地 良 雄

２番 宮 田 勇 ９番 上 里 総 功

３番 饒平名 智 弘 10番 安 村 達 明

出 席 １４名 ４番 宇栄原 総 清 11番 宮 里 洋 一

欠 席 ０名 ５番 山 城 宗太郎 12番 翁 長 学

６番 仲 村 昌 慧 13番 平 良 義 徳

７番 喜久里 猛 14番 山 里 昌 輝

（不 応 招） 番

欠 席 議 員

会議途中退席議員 番 番

開議後出席議員 番 番

公 務 欠 席 議 員 番 番

番

会議録署名議員 １番 崎 村 正 明 ２番 宮 田 勇

職務のため会議に 職 名 氏 名 職 名 氏 名

出席した者 事務局長 幸 地 猛 書 記

係 長 安 田 栄

地方自治法第１２１条により説明のため議場に出席した者の職氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名

町 長 平 良 朝 幸 教 育 課 長 佐久田 等

副 町 長 大 田 治 雄 施 設 管 理 課 長 吉 元 幸 信

教 育 長 比 嘉 隆 商 工 観 光 課 長 平 田 光 一

総 務 課 長 仲村渠 一 男 環 境 保 全 課 長 田 端 智

町 民 課 長 建 設 課 長 盛 本 實

企 画 財 政 課 長 山 城 保 雄 農 林 水 産 課 長 平 良 朝 幸

雇 用 推 進 室 長 前 里 良 正 農業委員会事務局長 日 高 清 有

税 務 課 長 上 下 水 道 課 長 又 吉 敏 雄

福 祉 課 長 宮 里 剛 消 防 長 山 城 英 明

会 計 管 理 者 仲 地 泰 空港管理事務所長 平 良 進
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平成19年第７回久米島町議会臨時会

議事日程〔第１号の追加１〕

平成19年12月７日（金）

午前10時00分 開 会

追加日程 議 案 番 号 件 名 頁

第１ 会議録署名議員の指名 23p

第２ 会期の決定 23p

第３ 副議長選挙について 23p

第４ 議席の指定 24p

第５ 常任委員選任について 24p

第６ 議長の常任委員の辞任につい 25p

第７ 議会運営委員の選任について 25p

第８ 決議第１号 議会広報調査特別委員会の設置について 26p

第９ 沖縄県離島医療組合議会議員の選挙について 27p

第10 沖縄県介護保険広域連合議会議員の選挙について 27p

第11 南部広域市町村圏事務組合議会議員の選挙について 28p

第12 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について 28p

第13 議案第64号 久米島町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条 29p

例について

第14 議案第62号 久米島町立保育所条例の一部を改正する条例について 32p

閉会 36p
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○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 10時30分）

○ 議長 山里昌輝

皆様方のご協力をいただきながらスピディ

ーに進めてまいりたいと思います。ひとつよ

ろしくお願いいたします。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配布のとおり

でございます。

追加日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 山里昌輝

追加日程第１、会議録署名議員の指名を行

います。

会議録署名議員は、会議規則第120条の規

定により議長において、崎村正明議員及び宮

田勇議員を指名します。

追加日程第２ 会期の決定

○ 議長 山里昌輝

追加日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会は、本日12月７日の１日間にした

いと思います。

ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、会期は本日

12月７日の１日間と決定しました。

追加日程第３ 副議長の選挙

○ 議長 山里昌輝

追加日程第３、副議長の選挙を行います。

選挙は投票で行います。

議場の出入口を閉めます。

（議場を閉める）

○ 議長 山里昌輝

ただいまの出席議員数は14人です。

次に、立会人を指名します。

会議規則第32条第２項の規定によって、立

会人は饒平名智弘議員及び宇江原総清議員を

指名します。

投票用紙を配ります。

念のために申し上げます。

投票は単記無記名投票です。

休憩します。（午前 10時35分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。(午前 10時36分)

２名の方が立候補いたしております。

以上でよろしいでしょうか。

他にございませんでしょうか。

それでは２名で決戦投票に入りたいと思い

ます。

投票用紙を配ります。

念のために申し上げます。

投票は単記無記名投票です。

（投票用紙の配布）

○ 議長 山里昌輝

投票用紙の配布漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（投票箱の点検）

○ 議長 山里昌輝

異常なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げます

ので、順番に投票をお願いします。

○ 事務局長 幸地猛
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それでは氏名を読み上げますので、順次投

票をお願いします。

１番崎村正明議員、２番宮田勇議員、３番

饒平名智弘議員、４番宇江原総清議員、５番

山城宗太郎議員、６番仲村昌慧議員、７番喜

久里猛議員、８番幸地良雄議員、９番上里総

功議員、10番安村達明議員、11番宮里洋一議

員、12番翁長学議員、13番平良義徳議員、最

後に議長山里昌輝。

○ 議長 山里昌輝

投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

投票漏れなしと認めます。

これで投票を終わります。

○ 議長 山里昌輝

これから開票を行います。

饒平名智弘議員及び宇江原総清議員、開票

の立会をお願いします。

（開票）

○ 議長 山里昌輝

選挙の結果を報告します。

投票総数14票、有効投票13票、無効投票１

票。

有効投票のうち上里総功議員８票、山城宗

太郎議員５票、以上のとおりです。

この選挙の法定得票数は3.25票です。従っ

て、上里総功議員が副議長に当選されました。

○ 議長 山里昌輝

議場の出入口を開きます

（議場を開く）

○ 議長 山里昌輝

ただいま副議長に当選された上里総功議員

が議場におられます。

会議規則案第33条第２項の規定によって当

選の告知をします。

上里総功議員に副議長当選の承諾と挨拶を

お願いします。

○ 副議長 上里総功

ただいま選挙の結果、選ばれました上里で

あります。議長を補佐しながら、また今後皆

さんと議会活動をやって行きたいと思います

ので、よろしくご協力お願いしたいと思いま

す。

○ 議長 山里昌輝

しばらく休憩します。（午前 10時48分）

○ 議長 山里昌輝

再会します。（午後 １時27分）

休憩前に引き続き会議を開きます。

追加日程第４ 議席の指定

○ 議長 山里昌輝

追加日程第４、議席の指定を行います。

議席は、会議規則案第４条第１項の規定に

よって、ただいま着席のとおり指定します。

追加日程第５ 常任委員の選任

○ 議長 山里昌輝

追加日程第５、常任委員の選任については、

委員会条例案第８条第１項の規定によってお

手元にお配りしましたとおり指名したいと思

います。

ご異議ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、常任委員は

手元にお配りました名簿のとおり選任するこ

とに決定しました。

これより各常任委員会、委員長及び副委員

長を選出して頂きます。
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しばらく休憩します。（午後１時28分）

○ 議長 山里昌輝

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後１時29分）

これから諸般の報告をします。

休憩中に各常任委員会において委員長及び

副委員長選出が行われその結果が議長の手元

に参りましたので報告いたします。

総務文教民生委員会委員長に宮田勇議員、

副委員長に幸地良雄議員、建設経済委員会委

員長に山城宗太郎議員、副委員長に喜久里猛

議員、以上のとおり互選された旨の報告があ

りました。これで諸般の報告を終わります。

しばらく休憩します。（午後１時30分）

○ 副議長 上里総功

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後１時32分）

追加日程第６ 議長の常任委員の辞任

○ 副議長 上里総功

追加日程第６、議長の常任委員の辞任につ

いてを議題とします。

地方自治法第117条の規定によって山里昌

輝議長の退場を求めます。

（山里昌輝議長退場）

○ 副議長 上里総功

議長からその職責上の理由によって常任委

員を辞任したいとの申し出があります。

お諮りします。

本件は、申し出のとおり、辞任を許可する

ことにご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 副議長 上里総功

異議なしと認めます。従って、議長の常任

委員の辞任を許可することに決定しました。

しばらく休憩します。（午後１時34分）

○ 議長 山里昌輝

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後１時35分）

追加日程第７ 議会運営委員の選任

○ 議長 山里昌輝

追加日程第７、議会運営委員の選任を行い

ます。

お諮りします。

議会運営委員の選任については、委員会条

例案第５条第１項の規定によって上里総功副

議長、宮田勇議員、山城宗太郎議員、幸地良

雄議員、喜久里猛議員を選任したいと思いま

す。

ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、議会運営委

員は、上里総功議員、宮田勇議員、山城宗太

郎議員、幸地良雄議員、喜久里猛議員を選任

することに決定しました。

しばらく休憩します。（午後時36分）

○ 議長 山里昌輝

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後１時37分）

これからは諸般の報告をします。

休憩中に議会運営委員会において委員長及

び副委員長の互選が行われ、その結果の報告

が議長の手元にまいりましたので報告いたし

ます。

委員長に宮田勇議員、副委員長に山城宗太

郎議員、以上のとおり互選された旨の報告が

ありました。

これで諸般の報告を終わります。
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追加日程第８ 議会広報調査特別委員会の

設置について

○ 議長 山里昌輝

追加日程第８、議会広報調査特別委員会設

置について、決議第１号、議会広報調査特別

委員会設置に関する決議について提案理由の

説明を求めます。

○ 議長 山里昌輝

９番上里総功議員。

（上里総功議員登壇）

○ ９番 上里総功議員

決議第１号

議会広報調査特別委員会設置に関する決議

上記の議案を地方自治法第112条及び会議

規則第14条の規定により提出する。

平成19年12月７日提出

提出者 久米島町議会議員 上里総功

賛成者 久米島町議会議員 安村達明

議会広報調査特別委員会設置に関する決議

次のとおり議会広報調査特別委員会を設置

するものとする。

記

１．名 称 議会広報調査特別委員会

２．設置の根拠 地方自治法第110条及び委

員会条例第６条

３．目 的 議会広報編集及び発行に関

４．委員の定数 ５人

５．調査期限 調査終了まで閉会中もなお調

査を行うことができる。

提案理由

議会広報は、議会と住民を結ぶ架け橋であ

り、議会の審議、活動状況を広く住民に知ら

せる重要な役割を担っている。この議会広報

の充実強化を図り、編集委員として十分な活

動ができるようにするため、地方自治法上の

根拠を有する議会広報調査特別委員会を設置

する。以上。

（上里総功議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで提案理由の説明を終わります。

本案に付きましては質疑を省略したいと思

いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認め質疑を省略します。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから決議第１号、議会広報特別調査委

員会設置案に関する決議についてを採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することにご異

議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、決議第１号

については、原案のとおり可決されました。

ただいま設置されました議会広報調査特別

委員会の委員の選任については、委員会条例

８条第１項の規定によって上里総功議員、安

村達明議員、崎村正明議員、饒平名智弘議員、

翁長学議員を指名したいと思います。ご異議

ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、議会広報調
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査特別委員会の委員は、上里総功議員、安村

達明議員、崎村正明議員、饒平名智弘議員、

翁長学議員を選任することに決定しました。

これから議会広報調査特別委員会の委員長

及び副委員長を互選していただきます。

しばらく休憩します。（午後１時40分）

○ 議長 山里昌輝

休憩前に引き続き議会を開きます。

（午後１時41分）

これから諸般の報告を行います。

休憩中に議会広報調査特別委員会において

委員長及び副委員長の互選が行われ、その結

果議長の手元にまいりましたので報告いたし

ます。

委員長に上里総功議員、副委員長に安村達

明議員、以上のとおり互選された旨の報告が

ありました。

これで諸般の報告を終わります。

追加日程第９ 沖縄県離島医療組合議会議

員の選挙

○ 議長 山里昌輝

追加日程第９、沖縄県離島医療組合議会議

員の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法は、地方自治法第118条第２項

の規約によって指名推挙にしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、議長が指名

することに決定しました。

○ 議長 山里昌輝

沖縄県離島医療組合議会議員に平良義徳議

員、幸地良雄議員、宮田勇議員を指名します。

お諮りします。

ただいま議長が指名しました平良義徳議

員、幸地良雄議員、宮田勇議員を、沖縄県離

島医療組合議会議員の当選人と決定すること

にご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

ご異議なしと認めます。従って、幸地良雄

議員、宮田勇議員、平良義徳議員が沖縄県離

島医療組合議会議員に当選されました。

ただいま沖縄県離島医療組合議会議員に当

選されました３名が議場におられますので会

議規則第33条第２項の規定によって告知を致

します。

追加日程第10 沖縄県介護保険広域連合議

会議員の選挙

○ 議長 山里昌輝

追加日程第10、沖縄県介護保険広域連合議

会議員の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法は、地方自治法第118条第２項

の規定によって指名推挙にしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、選挙の方法

は、指名推挙によることに決定しました。

沖縄県介護保険広域連合議会議員に上里総

功議員を指名します。

お諮りします。

ただいま議長が指名しました、上里総功議

員を、沖縄県介護保険広域連合議会議員の当

選人と決定することいご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）
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○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、上里総功議

員が沖縄県介護保険広域連合議会議員に当選

されました。

ただいま沖縄県介護保険広域連合議会議員

に当選されました上里総功議員が議場におら

れますので会議規則第33条第２項の規定によ

って告知致します。

追加日程第11 南部広域市町村圏事務組合

議会議員の選挙

○ 議長 山里昌輝

追加日程第11、南部広域市町村圏事務組合

議会議員の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法は、地方自治法第118条第２項

の規定によって指名推挙にしたいと思いま

す。ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、議長が指名

することに決定しました。

南部広域市町村圏事務組合議会議員に翁長

学議員を指名します。

お諮りします。

ただいま議長が指名しました南部広域市町

村圏事務組合議会議員を決定することにご異

議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、翁長学議員

が南部広域市町村圏事務組合議会議員に当選

されました。

ただいま南部広域市町村圏事務組合議会議

員に当選されました翁長学議員が議場におら

れますので会議規則第33条第２項の規定によ

って告知を致します。

追加日程第12 沖縄県後期高齢者医療広域

連合議会議員の選挙につい

て

○ 議長 山里昌輝

追加日程第12、沖縄県後期高齢者医療広域

連合議会議員の選挙を行います。

お諮りします。

選挙の方法は、地方自治法第118条第２項

の規定によって指名推挙にしたいと思いま

す。

ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、議長が指名

することに決定しました。沖縄県後期高齢者

医療広域連合議会議員、宮里洋一議員を指名

いたします。

お諮り致します。

ただいま議長が指名しました沖縄県後期高

齢者医療広域連合議会議員の当選人にご異議

ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、宮里洋一議

員を沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員

に当選されました。

ただいま沖縄県後期高齢者医療広域連合議

会議員に当選されました宮里洋一議員が議場

におられますので会議規則第33条第２項の規

定によって告知を致します。

休憩します。（午後１時46分）

○ 議長 山里昌輝
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再開します。（午後１時55分）

追加日程第13 久米島町職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例について

○ 議長 山里昌輝

追加日程第13、議案第64号、久米島町職員

の給与に関する条例等の一部を改正する条例

についてを議題とします。本件について提案

理由の説明を求めます。

○ 議長 山里昌輝

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

それでは議案第64号についてご説明申し上

げます。資料が先ほどご説明がありましたと

おり、新旧対照表等が提出されておりますの

でそれに添ってご説明申し上げたいと思いま

す。

久米島町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例、上記議案を提出する。

平成19年12月７日提出

久米島町長 平良朝幸

久米島町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例（久米島町職員の給与に関す

る条例の一部改正）

第１条、久米島町職員の給与に関する条例

の一部を次のように改正する。

主に扶養手当、勤勉手当、給料等となって

おります。

それでは新旧対照表をご覧になって下さ

い。右下にページ等を補していますのでよろ

しくお願いします。

久米島町職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例の概要説明を申し上げます。

改正案の概要について

（1）久米島町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例関係について説明申し上げ

ます。新旧対照表の１ページをお開き下さい。

右側が現行の条例、左側が改正案となってお

ります。

ア 第13条第３項をご覧になって下さい。

配偶者以外の扶養親族にかかる手当の月額

を各一人に付き「6,000円」から「6,500円」

に引き上げることとする。アンダーラインが

引かれている方が改正案になります。

次に新旧対照表１ページ下側から２ページ

にかけてお開き下さい。

イ 第27条第２項をご覧になって下さい。

再任用職員以外の職員に12月に支給される

勤勉手当の支給割合を0.725月分から0.625月

分に引き下げることとし、再任用職員に12月

に支給される勤勉手当の支給割合を0.4月分

から0.35月分に引き下げることとする。

次に議案第64号の１枚目、下側から５枚目

までをご覧になって下さい。

ウ 給料表を改定することとする。

別表第１及び別表第２関係であります。

行政職、１級から３級までの改正、月額平

均1,300円の増額。

医療職、１級から３級までの改正、月額平

均1,300円の増額。

（2）久米島町職員の給与に関する条例等の

一部を改正する条例

第２条関係について説明いたします。

新旧対照表の３ページをお開き下さい。

第27条の第２項をご覧になって下さい。

６月及び12月に支給される勤勉手当の支給

割合をそれぞれ0.675月分とすることとする。

第１条の改正により12月の支給が0.1月分引

き下げられましたので、これを平成20年の４
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月からは、６月と12月が同じ支給率になるよ

うに調整するものであります。

（3）久米島町一般職の任期付き職員の採用

等に関する条例の一部改正（第３条）関係に

ついて説明申し上げます。

新旧対照表の４ページをお開き下さい。

ア 第10条第２項をご覧になって下ださ

い。

特定任期付き職員に対し12月に支給される

期末手当の支給割合を1.75月分から1.7月分

に引き下げることとする。

次に４ページの下側から５ページをご覧に

なって下さい。

イ 特定業務等従事任期付き職員の給料表

の一部を改正することとする。

別表第１及び別表第２、特定業務等従事任

期付き職員の給料表を職員に準じて改正する

ものでありますが、この給料表の適応を受け

る職員はおりません。

次に付則の説明をいたします。

議案第64号の６枚目をご覧になって下さ

い。

（4）付則、第１項を説明申し上げます。

この条例は付則の日から施行することとす

る。ただし第２条の改正規定勤勉手当の６月

と12月の支給率の調整は平成20年４月１日か

ら施行することとする。

（5）付則第２項を説明申し上げます。

（1）イ及び（3）イによる改正をそれぞれ

の条例の規定、勤勉手当の減額は平成19年12

月１日から（1）ア、ウ及び（3）アによる改

正後のそれぞれの条例の規定、給料及び扶養

手当は平成19年４月１日から適応することと

する。

（6）付則第３項及び第４項を説明申し上げ

ます。

給料表の改正に伴う経過措置について定め

ることとする。

（7）付則第５項について説明申し上げます。

給料表及び扶養手当の改正の初級適応に伴

い既に支給を受けた職員については、内払い

とみなすこととする。

（8）付則第６項について説明申し上げます。

平成19年12月に支給される期末勤勉手当の

支給について久米島町職員の給与の特例に関

する条例の特例措置を設け、期末勤勉手当が

給与改定以前の額と給与改訂後の額が同程度

になるようにしたいということであります。

（9）付則第７項についてご説明申し上げま

す。

規則への委任について定めることとする。

以上が、提案理由として、平成19年10月12

日の沖縄県人事委員会の給与勧告並びに国及

び他の市町村の職員の給与改定等を考慮し、

久米島町職員の給与を改定するため久米島町

職員の給与に関する条例及び久米島町一般職

の任期付き職員の採用等に関する条例の一部

を改正する必要があるためであります。

以上が主な提案理由となっております。

ご審議よろしくお願いいたします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

○ 議長 山里昌輝

質疑ございませんか。

９番上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

11月27日の沖縄タイムスの新聞に、24市町

村が据え置きになっているのですが、あえて
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久米島町が県の人事勧告に従うということは

どういうことか。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

今回の人事院勧告は初めて国の人事院勧告

と沖縄県の人事委員会勧告が異なる方針にな

りました。それを受けて総務事務次官から市

町村については、県の人事委員会勧告に従う

ようにと通達が出ております。それに従って

本町においても期末勤勉手当の改正、給与の

改定については、沖縄県の人事委員会勧告に

従って改定することといたしました。

○ 議長 山里昌輝

９番上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

従っているところもあるし、従っていない

ところもある。もし、従わなければ、ペナル

ティーとかそういうのがあるのか。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

ペナルティーがあるか無いかは現在のとこ

ろはっきりしたことは言えません。ただあっ

てもおかしくないということはあるかと思い

ます。

それから給与改定の基本につきましては、

人事院勧告に従って実施していくという最も

基本的なルールでございますので、そのとお

り実施しているということでございます。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑ございませんか。

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

人事院勧告に従って、改正するということ

ですが、議案書の中身によれば、改正して町

の支出は人件費として支出するのがプラスな

のかマイナスなのか、ちょっとその手元では

わかりにくい、であれば、その金額を提示し

て頂きたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

今回の改正の中でですね、今回の条例が改

正されますと給料表の改定、これはおもに１

級２級３級の部分の若年層を対象とした給料

表の改正ですが、これがトータルで66万6千

円の増額になります。あと扶養手当、これは

一人当たり6千円が6千500円に上がりまして、

対象者が355名おりますのでトータルで213万

円の増額となります。あと期末勤勉手当につ

きましては、これが年間4.45から4.35と0.1

ヶ月分減額になりますが、これが条例どおり

の減額の部分が610万9千639円なんですが、

附則の方で、これにみあう、ほぼ同程度の額

を逆に本町が今現在特別条例で給与をカット

している部分から緩和するという措置をとっ

ていますので、この期末勤勉手当の額につい

ては、ほぼ同額ということになります。以上

です。

○ 議長 山里昌輝

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

総額で町が持ち出すのがプラスなのかマイ

ナスなのかという質問なんですが、ごめんな

さい、今計算機がないから計算できないんで

すが。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男
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総額では増額となります。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑ございませんか。

○ 議長 山里昌輝

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから、議案第64号、久米島町職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例につ

いてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 山里昌輝

挙手多数です。従って議案第64号、久米島

町職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例については原案のとおり可決されまし

た。

追加日程第14 久米島町立保育所条例の一

部を改正する条例について

○ 議長 山里昌輝

追加日程第14、議案第65号、久米島町立保

育所条例の一部を改正する条例について、本

案の提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

それでは、議案第65号についてご説明申し

上げます。

２枚目は新旧対照表がありますので、説明

を申し上げたいと思います。

久米島町立保育所条例の一部を改正する条

例。

上記議案を提出する。

平成19年12月７日提出

久米島町長 平良朝幸

久米島町立保育所条例の一部を改正する条

例

久米島町立保育所条例（平成14年久米島町

条例第77号）の一部を次のように改正する。

別表中、久米島町立儀間保育所の項を削る。

付則、この条例は平成20年４月１日から施行

する。

提案理由、町立儀間保育所を民営化するた

め、この条例案を提出する。

２枚目が新旧対照表となっています。右側

が現行、左側が改正案となっております。

ご審議よろしくお願いいたします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

８番幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

民営化についての資料説明についてありま

したけど、その資料の中で、移管する保育所

の選定について、その財政的メリットの分析

というのが出ています。資料の７ページです

か、公立で運営した場合の国からの交付金を

試算し歳入・歳出を試算した結果、約915万3

千円の効果が見込まれるというふうになって

いますけど、これは補助金がどのくらい増え

て、交付税がどのぐらい減ったか数字を示し

て下さい。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午後２時15分）
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○ 議長 山里昌輝

再開します。（午後２時17分）

○ 福祉課長 宮里剛

資料の方が手元にありませんので後で資料

さし上げたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑ございませんか。

８番幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

つづきます。いま儀間保育所の分だけでこ

れだけ出ているわけですよね。全体の保育所

まず仮に民営化した場合にどのぐらいのメリ

ットがでるのか。確かにメリットはあると説

明されているわけですから。将来的にどうい

うふうに考えているのか、保育所全体を民営

化していくのか、町長の答弁を求めます。

○ 町長 平良朝幸

保育所については、来年の４月からまず儀

間保育所、そして儀間保育所の運営が順調に

行けば、逐次残った２つの保育所も民営化し

たいというふうに考えております。

それについては職員数を減らすという目的

とあと今の行政で運営して行く場合に住民の

ニーズに答える場合に非常に金がかかりすぎ

るという点がありまして、民営化の方がメリ

ットがあるというふうに判断してこれからも

残りの２つも民営化していこうと考えており

ます。以上です。

○ ８番 幸地良雄議員

よろしいです。

○ 議長 山里昌輝

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

皆さん執行部の方々ちょっと、議案第65号

もう一回読んで黙読していただきたい。特に

福祉課長、読みましたか。私は６年ほど前に

議員として、この席で皆様と久米島のために

ということでやってきたんですが、その時も

私申し上げました。議会においては、もうち

ょっと真剣に慎重にやってほしいということ

ですね。これは条例のこのまま条例として載

せています。間違っている文章ですよね、ま

だ気づいていないのかな、議長見て、こっち

見て、間違っていますよね。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午後２時21分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午後２時23分）

大田治雄副町長。

○ 副町長 大田治雄

提案理由の説明の中でですね、私が本来気

づくべきでしたが、大変申し訳なく思ってお

ります。条文の中のですね、真ん中側（久米

島町立保育所条例）の一部を、を、がダブっ

ております。ひとつを削除して頂きたいと思

います。よろしくご審議下さい。申し訳ない

です。

○ 議長 山里昌輝

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

本来こういう細かいことは、私苦手なんで

す本来は、たまたま気づいたんで、ただ18日

から本会議が始まります。お互い必死です。

町のために。皆さんもそのこういう一字を見

て気づかずに、そのまま上がって来るという

こと自体が私はちょっと許せない。いわゆる

真剣さが足りないということなんです。です

からそういうことがないように、よろしくお

願いします。以上です。

○ 議長 山里昌輝
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他に質疑ありませんか。

６番仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

先ほど、町長の答弁であと二つの保育所も

将来は民営化していくという答弁がございま

した。その資料の11ページの中には公立保育

園についての９の４の２ですね、いずれ公立

保育園は無くなるのかという質問の中で、現

時点では数年後にはあと１園を民間に移行し

１園は公立として継続していくという考えが

あると、この説明と町長の答弁が違っていま

すけれども、それはどうなのかですね、はっ

きりさせていただきたい。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

○ 町長 平良朝幸

はい。就任してから１年半、行革をずっと

やってまいりました。それでその当時は一部

を民営化して公立保育園を残そうという考え

でもありましたけれども、再来年の公債費、

ピークになります。その後２年後に合併特例

期間が終わって毎年１億円の交付税が削減さ

れていく、その状況の中で我々は保育園だけ

じゃなくて、給食センターあるいは最終処分

場、すべての施設を民営化しなければ役場と

して生きて行けないという試算の下で私は今

回こういうふうに答弁したわけであります。

以上であります。

○ 議長 山里昌輝

６番仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

この資料の説明が19年12月６日となってい

ますが、これは民間の方々にもこういうふう

に説明されているとなれば、この資料もちゃ

んとですね、今の町長の今の答弁で訂正され

て資料に載せるべきではなかったかというこ

とでありますが、今後これも踏まえて資料を

ですね、民間に説明する場合にちゃんと訂正

して説明してほしいと思います。以上です。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

○ 町長 平良朝幸

民営化するにも一気にやるということでは

ございませんので、その一部民営化した保育

所が民営化して住民サービスが向上した、あ

るいはその行政改革においてメリットがある

と判断した時に次々にやるということですの

で、そこらへんは必ずやるという断言はでき

ないわけでして、ただやらざるをえないとい

う状況であるということもご理解いただきた

いと思います。その時点での財政状況の判断

については、これは将来的にみて、この５カ

年を乗り切るためには今言った施設等を民営

化せざるをえないということであります。

○ 議長 山里昌輝

13番平良義徳議員。

○ 13番 平良義徳議員

先ほど町長からありましたメリットがあり

ますが、例えば、いずれ民営化した場合は保

育士の有資格者、職員ですね、この方々は何

処かの部署に配置されるわけですよね、結局

はどこかの部署が増ということになるわけで

すね。

それともう一点、今の話からいきますと、

資格を持っていない臨時職ですかね、例えば

削減された場合その雇用をする場所があるか

どうかですね、これを早めに、やる場合は十

分に知らすべきじゃないかとそのへんお答え

いただきたいと思います。

○ 議長 山里昌輝
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仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

いま民営化した場合の、現在いる保育所の

身分につきましては、身分は当然保証される

ということになります。それから先ほどの質

問との関連もございますが、今すぐ民営化で

きるのは、とりあえず２園です。２園ですね、

いずれというのは時期はいつなのかと、町も

まだ見えない部分があるんですが、できるだ

けそこらあたりも早めに詰めて、そのスケジ

ュールも、町長にも明らかにしていく必要が

あるだろうと思っております。少なくても今

現在職員がいるわけですから、その職員であ

る程度何処まで維持できるのかと、今の現在

１園をいつまで維持できるのかと、そういう

見極めをしながら、民営化をやっていくとい

うことであります。

民営化するにあたって、当然その時点で保

育士は何名か残っていますので、それは任用

替えをいたします。行政職かあるいは本人の

希望をふまえまして行政職になるのか現業職

になるのかですね、本人の不利益にならない

ようなかたちで人事配置を行っていく考えで

あります。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑ございませんか。

９番上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

この前の説明会において、社会福祉協議会

に委託するという話があったんですが、沖縄

県では初めてらしいですね、福祉協議会がそ

れを運営するというのは、今まで社会福祉協

議会は、行政から援助を受けて、いろんな老

人福祉や障害者の支援をやってきたわけなん

ですが、あまり議会に対してどういう活動を

したのかが見えてこない、果たしてそういう

所に移管して、うまく行くのかどうか、懸念

されるところがある。

○ 議長 山里昌輝

宮里剛福祉課長。

○ 福祉課長 宮里剛

確かに社協の運営については庁議でもお話

がありました。役場から事務局長として職員

の派遣はしているわけですが、保育所の運営

に関しましては町から支所長含め、数名派遣

をする予定であります。

運営に関しましては、いろいろと問題はあ

るかと思いますが、町とも連携をとりながら、

運営できるような態勢を整えて行きたいと考

えております。

○ 議長 山里昌輝

９番上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

町からの職員も派遣して今までどおり大丈

夫ということなんですが、今、確かにいろん

な面で民間委託というのが流行っています。

だけどそれに任せて移管した場合は、その責

任というのは重大で、今後、行政は任せっき

りじゃなくて、後々のチェック機関としての

役目が重要だと思うが、どのように考えてい

るのか聞きたい。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

○ 町長 平良朝幸

民営化しても、児童福祉の部分については、

保育園の例えば保育料、あるいは補助金の申

請等すべて役場でやりますので、別にそれに

伴ういろんな条項等の資料、これはずっと継

続してやっていきます。

○ 議長 山里昌輝
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他に質疑ありませんか。

○ 議長 山里昌輝

質疑なしと認めます。

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

○ 議長 山里昌輝

討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これから、追加議案第65号、久米島町立保

育所条例の一部を改正する条例についてを採

決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手を願います。

（挙手全員）

○ 議長 山里昌輝

全員挙手です。従って、追加日程第65号、

久米島町立保育所条例の一部を改正する条例

については、原案のとおり可決されました。

初めての議長職で緊張しておりましたが、

執行部のご協力を頂き全部終了することがで

きました。ありがとうございます。

以上で、平成19年第７回久米島町議会臨時

会を閉会します。

お疲れ様でした。

（閉会 午後２時40分）
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（午前 10時00分 開議）

○ 議長 山里昌輝

おはようございます。ただいまから平成19

年第８回久米島町議会定例会を開会します。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は予めお手元に配布してお

ります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 山里昌輝

日程第１、会議録署名議員の指名を行いま

す。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、３番饒平名智弘議員、４

番宇江原総清議員を指名します。

日程第２ 会期の決定

○ 議長 山里昌輝

日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日12月18日から12月

19日までの２日間としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。従って、会期は本日

12月18日から12月19日までの２日間に決定し

ました。

日程第３ 議長諸般の報告

○ 議長 山里昌輝

日程第３、議長諸般の報告を行います。

平成19年９月29日から前議長、そして私が

出席しました会議等の概要をお手元に配布し

てありますので、ご覧になっていただきたい

と思います。

次に、地方自治法第235条の第２第３項の

規定により、例月出納検査の結果報告をお手

元に配布してあります。朗読は省略します。

次に、町長から平成19年９月以降の町政一

般報告書が別紙のとおり、お手元に配布して

ありますのでご覧になって下さい。朗読は省

略いたします。

これで諸般の報告を終わります。

日程第４ 一般質問

○ 議長 山里昌輝

日程第４、ただいまから一般質問を行いま

す。

一般質問の質問時間は、会議規則第56条第

１項の規定によって30分以内とします。質問

は総括質問のあと、質問席から一問一答方式

で行います。

それでは、順次発言を許します。

９番上里総功議員。

（上里総功議員登壇）

○ ９番 上里総功議員

９番の上里であります。私の方から２点ほ

ど質問したいと思います。

１点目、儀間漁港内整備について。儀間漁

港は、漁船の大型化に伴い漁港内の船揚場が

狭く、また、遊漁船も多くなり、置き場所に

困っている状況である。現在は、漁船と共同

で使用しているが、場所が狭くなり、漁船の

妨げになっている。そこで、遊漁船専用の船

揚場を造る計画はないか、伺いたい。

２点目、台風11号による災害の支援につい

て。10月の台風11号による台風被害者への支

援状況はどのようになっているか伺いたい。
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（上里総功議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

９番上里総功議員の質問にお答えします。

儀間漁港内の整備について。儀間漁港の規模

算定は昭和50年代の後期頃、過去10年間の漁

船の推移をベースに算定したものでありま

す。近年においては、その当時の推測以上に

漁船が大型化し、漁港内が狭隘になっている

のは確かであります。このような状況下で、

漁港をプレジャーボートが利用すること等に

より本来の目的である漁船利用が阻害されて

いるような状況はあまり好ましい利用形態で

はないと考えます。漁港はあくまでも漁船専

用でありプレジャーボートについては泊フィ

ッシャリーナを利用して頂ければ既存の船揚

場も漁船の有効活用が図られると思います。

現在のところ、遊漁船専用の船揚場を造る計

画はございません。

台風11号による災害の支援策について。台

風11号による被害者への支援状況につきまし

ては町政一般報告書に報告してありますが、

沖縄県からの災害見舞金については92件申請

中であります。また、被災者生活再建支援法

につきましては54世帯の申請手続きを進めて

おりましたが、今国会で支援法の見直しがあ

り、新たな申請書での手続きが必要であり、

県からの資料を待っている状況であります。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

答弁では漁港はあくまでも漁船専用であ

り、プレジャーボートについては泊フィッシ

ャリーナを利用していただければ既存の船揚

場も漁船の有効活用が図れると思います。現

在のところ遊漁船専用の船揚場を造る計画は

ありませんとなっている。私が聞きたいのは、

農家やサラリーマンの人たちが土曜日曜日や

余暇を利用して釣りに行く２、３名乗りの遊

漁船専用の船揚場を造ってもらいたいという

ことであります。

現実問題として、儀間から泊まで行って利

用する人はいないと思うんですが、それでも

泊フィッシャリーナを利用してもらいたいと

いうことですか。

また、漁船以外は利用できないということ

でありますが、町は現在、管理について徹底

しているか伺いたい。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

お答えします。本来この漁港に関しては漁

船専用という本来の目的があります。だんだ

んと住民の方が余暇を楽しむ方が増えてきて

おりますが、そうした中、海のレジャーをす

る皆さんもだんだん増えてくる状況下で、漁

港が遊漁船とか遊覧船で使ってしまうと、本

来の目的である漁民、漁船の利用目的は失う

ということです。そのために泊フィッシャリ

ーナを造って、遊漁船はそこを利用していた

だきたいということでありますから、本来の

姿の漁港に戻す方が好ましいんではないかと

考えています。

管理に関してですが、休憩お願いします。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午前 10時05分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 10時05分）
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○ 建設課長 盛本實

この件に関しましては県の方で、こういう

リーフレットを作って、泊フィッシャリーナ

のことについて啓蒙している途中でございま

すが、使いやすさ、便利さを求めて漁港を使

っているのが現状であります。しかしながら、

漁民からすればおかしい話になりますから、

これから県を含めて使い方を指導していきた

いと思います。

○ 議長 山里昌輝

上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

今の答弁もフィッシャリーナを利用しても

らいたいということであるんですが、今現在、

公には黙認している。それを徹底するんだっ

たらそれでいいと思うんですが、果たして現

実問題として儀間地域とか他の地域からフィ

ッシャリーナに持っていって利用する人がど

れぐらいいるかということなんです。だから

今、遊漁船の問題もあるんですが、ダイビン

グ船も結構利用している。そういう面も全然

線引きされていない。

それと、もう少し整備すれば十分余裕取れ

るんです。その他に補助事業としてはいろん

な事業があり、漁港改修事業やその他にプレ

ジャーボートが多くなった場合にも、整備で

きる、漁港利用整備事業という、補助事業が

ある。なんでそういうのを利用して住民の要

望を聞けないのかということなんです。

確かにいま財政が厳しくて大変な状況では

あるんですが、すぐ造ってくれということで

はない、今後そういう問題も必ず起こってき

ますので、計画してもらいたいということで、

この整備を要請してるわけなんです。

それと、この漁港整備については、18年度

の６月定例議会でも質問しまして、答弁では、

再整備が可能か県と調整をしていきたいと述

べられている。もう１カ年もなるんですが、

県とどのような調整をしたのか聞きたいと思

います。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

儀間漁港に関しては、今の整備計画の中で

は今年で終わりです。今後、儀間漁港につい

ては新たな漁港整備計画を立てていくという

ことで、平成21年度の新事業を目標に、来年

から調査を入れて、整備計画を立てていきた

いと思います。

先だって漁港整備の質問は前回あったんで

すが、それ含めて今後、取り残しの部分はな

いかどうか検証しながら、今後の儀間漁港の

整備計画を来年度中に調査を入れてやってい

きたいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

県と調整したかどうかは聞けないんです

が、ぜひこれは今後、船も大型になっていき

ます。それと、遊漁船やダイビング船、そう

いうのも多くなっていく可能性がある。そう

いうことを将来見越して、ぜひ今後の財政状

況をみながら計画を進めてもらいたいと思い

ます。

次の台風災害について聞きたいと思いま

す。被災者生活再建支援法の見直しがあり、

県からの資料を待っている状況であるという

ことになっていますが、被災者生活再建支援

法というのは非常に厳しい条件がつきまして

利用率が悪いということで、国会の方で見直
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しがされてだいぶ簡素化された。県からの資

料を待っているということなんですが、いつ

頃になるのか。

それと、被害調査をした皆さんには、今後

その調査結果をちゃんと説明してもらいた

い。確かに今回の場合には多くの方々が被害

を受けて、総額で行政からもらった資料にあ

るように、３億円余りの被害が出ているとい

う状況であります。そこで、中には、私たち

はもらったのに他の人はもらっていないと

か、そういうことが必ず出てくる、ちゃんと

した納得いく説明を行政からしてもらいたい

と思うんですが、どのように考えているのか

聞きたい。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

11月の国会において被災者生活再建支援法

の改正がなされました。これまでの被災者生

活再建支援法、改正前の制度においては非常

に使い勝手が悪かったということです。例え

ば生活再建するために必要な項目、例えば自

動炊飯器であるとか、電子レンジであるとか、

アイロンであるとか、洗濯機であるとか、そ

ういう品目は指定されていて、なおかつそれ

を購入して領収書を添付して申請するという

ような制度であったということと。あと年収

要件、年齢要件等があって、非常に使い勝手

が悪いということで、11月の国会で見直しが

されて、今回は見舞金と同じようなかたちで

一括で支給というかたちで非常に使い勝手が

いい制度に改正されております。

この被災者生活再建支援法の支給の適用に

ついては、12月17日付けで各被災者の皆様へ

申請するようにという文書を発送いたしてお

ります。そして、今週いっぱいで受け付けて、

年内には県に申請できればと考えておりま

す。従って、その支給については年明けにな

るかと思っております。１点目は以上です。

２点目の調査結果の説明につきましては、

建物の被災の判定、一部損壊なのか半壊なの

か、あと全壊なのかということにつきまして

は、それに半壊の大規模半壊と半壊に分かれ

ます。これについては建物の被害を受けた構

成割合が20％以上の場合は部分壊です。

上から説明します。50％を超えた場合は全

壊、40％から50％未満が大規模半壊、20％以

上の部分が一部損壊というようなかたちにな

りますが、それも建物の構造によって、例え

ば木造ですと屋根が10％、床が10％、外壁が

15％、内壁が15％というかたちで細かく分か

れていて、それを逐一チェックしていって積

み上げて、そのパーセントを弾き出すという

ような結果になっております。

従って、向こうの家は全壊だったのに、な

ぜうちは半壊なのかというような疑問もたく

さん出てくるかと思っておりますので、その

結果についてはちゃんと住民に出来るだけ説

明して、納得が得られるようにやっていきた

いと考えております。

○ 議長 山里昌輝

上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

今説明のように細かい説明をすると。これ

はもれなくやってもらいたいと思います。今

回の場合はたいへんな被害で、住民は大変な

思いをしているわけなんです。ぜひこれは納

得いく説明をしてもらいたいと思います。

それともう１点、儀間の人工ビーチから砂

の飛散によって被害を受けた２台の乗用車の
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件があったんですが、その件は被害者と話し

合いが行われたのかどうか、それを聞きたい

と思います。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

ただいまの件につきましては、公民館にお

いて総務課、建設課、そして建築の請負業者

と施工管理業者、そしてその被災者を交えて

話し合いをもっております。それで、新車の

乗用車のみついて全面塗装をすると。これは

請負業者負担で全面塗装をやるということで

解決いたしております。

○ 議長 山里昌輝

上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

ちゃんと解決しておればいいんですが、今

後も工事に関しては、今回ほど行政の責任を

問われた被害はないと思うんです。だからそ

ういう工事に関しての対策は今後徹底しても

らいたいことを要望しまして、私の質問を終

わりたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

これで９番上里総功議員の一般質問を終わ

ります。

次に、４番宇江原総清議員の質問をお願い

します。

（宇江原総清議員登壇）

○ ４番 宇江原総清議員

４番、無所属の宇江原総清であります。質

問の第１点目は、鳥島射爆撃場の提供拒否報

道についてであります。これは本年12月４日

火曜日、琉球新報に平良町長が「鳥島射爆場

の提供拒否」したとの報道がありました。劣

化ウラン弾が多数残存していると言われ、し

かも良き漁場である鳥島の射爆場として提供

拒否の事実はどうなっているのですか、とい

うことを伺います。

２点目は、コンクリート護岸の撤去、そし

てこれに伴う潮害防備保安林等の植栽につい

てであります。

第３点目は、河川の自然への回帰について

であります。

第４点目は、野球場、楽天のキャンプ場と

なっております野球場の街路樹の植栽につい

てであります。

以上、４点であります。町長からの答弁を

お願い致します。

（宇江原総清議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

４番宇江原総清議員の質問にお答えしま

す。１点目の鳥島射爆撃場の提供拒否報道に

ついて。12月４日付の「実弾射撃激化を受け

鳥島射爆撃場の町有地提供を拒否」などとす

る琉球新報の報道は事実ではありません。「賃

貸契約条件が納得できなければ契約できな

い」ということであります。

２点目、コンクリート護岸の撤去、これに

伴う潮害防備保安林等の植栽について。既存

の海岸護岸については、過去にいろいろな災

害等があって設置したものであり不要なもの

とは思っておりません。防潮林については、

モクマオ等の大木が立ち枯れし、本来の機能

を果たせない場所が多く、林業事務所発注に

よる保安林整備事業により機能回復を図って

おり、今後も継続できるよう要請していきま

す。
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次に、泊地区の仲里漁港物揚場砂防護岸

工事における護岸高については、船揚場背後

の護岸高より若干低くなりますので、中止要

請をする考えはございません。

河川の自然回帰について。久米島の多くが

田園地帯であった頃は、雨水を各水田が受け

止め沈砂池及び砂防ダム代わりに機能を果た

していたが、道路整備やほ場整備事業が進む

中、雨水は附帯コンクリート側溝を伝わり直

接河川へ流出します。その為、流出量が多く

なり流速も増すので、河川保全、農地保全及

び洪水防止等防災上の面からコンクリート三

面張りの排水路に施工してあります。確かに

以前よりも自然環境が悪化している状況は認

識しております。

野球場の街路樹の植栽について。今年度で

久米島野球場が完成する記念として、楽天関

係者と調整して記念植樹を進めていきたいと

思います。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

宇江原総清議員。

○ ４番 宇江原総清議員

１点目についてでありますが、私は平良町

長の鳥島射爆場の提供拒否があれば、その英

断を高く評価したいというところでありまし

た。私はむしろ琉球新報の12月５日の「危険

除去は全面返還しかない」という社説を支持

したいと思っております。

その理由は、同社説から２点あります。そ

の１点目は、いつ何時劣化ウラン弾などによ

って被弾や環境が汚染されないとも限らない

こと。

その２点目は、久米島町議会におきまして

2005年と2006年で鳥島射爆撃場の早期返還を

求める抗議決議を可決していることでありま

す。

その２点に加えまして、３点目、鳥島射爆

撃場による経済損失は1億9千万円であると聞

いております。この損失が久米島－那覇間10

0㎞の直線コースに飛行機が同射爆撃場を避

けるために150㎞迂回飛行を余儀なくされて

いるために、その結果、飛行機運賃にも影響

を与えていること。因みに、同鳥島の年間の

賃貸料は約186万円だと聞いております。

４点目は、射爆撃によって島が削られてい

るということです。これは写真もあります。

この写真に砲弾らしきものが多数残っており

ます。そして人の長ほどの砲弾痕跡らしいも

のがあったという証言もあります。これは爆

弾等によって将来、島が水没の可能性がある

ことを意味して、領海問題にも発展し兼ねな

いということと、漁場範囲も縮小されるとい

うことです。東京都の沖ノ鳥島の対処措置に

ついても参考にしていただきたいと思いま

す。

そういう４つのことから、我々の子孫に対

しても、負の遺産になり町民の一人としてた

いへん心配をしているところであります。こ

れは答弁は求めません。

第２点目のコンクリート護岸の撤去、これ

に伴う潮害防備保安林等の植栽についてであ

ります。町長は過去にいろいろ災害等があっ

て設置されたものであり不要な物とは思って

おりませんという答弁でありましたが、それ

では、過去にいろいろ災害等がなかった護岸

等について不要な物と思っていませんか、と

いうこと。これはお答えをお願いします。

例えば真泊の一文字、畳石の階段式の護岸、

それからシンリ浜及びＢＧ財団等の護岸。Ｂ
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Ｇ財団の後ろの方の護岸については一部、あ

る議員から当時中止させたということでまだ

護岸が設置されていない箇所もあります。そ

ういうところであります。特にシンリ浜の清

水小学校近くは防潮林の植栽をしても木が育

たないほど潮害を受けております。私が接触

をした大原、北原の多くの皆さんは、シンリ

浜のコンクリート護岸の撤去を希望しており

ます。そして、防潮林、防風林等の植栽を望

んでいます。また、上阿嘉付近や阿嘉のヒゲ

ミズ部分にも松がだいぶ枯れて、写真のとお

り、下手な写真でありますけれど、だいぶ酸

化し崩れてきております。これは後で差し上

げますけれども、こういうふうにして酸化し

て崩れてきております。この奥もそうですが、

こういうところとか、あるいはこのガッパイ

のところですね、この方もだいぶ崩れており

ます。後で参考にしていただきたいと思いま

す。

そういうようなかたちで上阿嘉付近や阿嘉

のヒゲミズ上部にも松等がだいぶ立ち枯れ

し、所々に崖崩れを起こしております。この

ような状況から私は森林伐採、これは地球温

暖化問題になっておりますが、森林伐採も潮

害による立ち枯れであっても地球温暖化の要

因には変わらない、こういうふうに思ってお

ります。

それから、泊地区付近ではモクマオ等が枯

れて、９月の台風時にも非常に不安を感じて、

一部のそこの人たちが自分達で支えながらモ

クマオを植えているということでありまし

た。たいへん暴風時には怯えていますという

ことでありました。その点にはご配慮をお願

いしたいと思っております。

町長の答弁にいたしましては、先程申し上

げましたように、過去にいろいろな災害等が

なかった、こういった護岸についても不要な

ものと思っておられるかどうか、それは多数

あると思いますけれども、もしまだ調査が未

定であれば、後ほど調査をしていただきたい

と、こういうふうに思っております。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

○ 町長 平良朝幸

災害がなかった部分の護岸について、これ

は当時の工事のニーズで護岸というのは造ら

れておりまして、例えば60年前からずっと護

岸工事は始まっているわけですが、確かに宇

江原議員がおっしゃるとおり潮害もあるかも

しれませんが、当時も台風はきたんですが潮

害というのはなかった時期があります。これ

については台風じたいの性質、つまり雨を持

ってくる台風と雨を持ってこない台風。最近

は雨を持ってこない台風が多いという事実も

あります。これはぜひご理解をいただきたい

と思います。

もう一つ、松の枯れた話も先程でましたが、

これについては環境保全課の方で調査をして

おります。マツクイムシではない。もちろん

潮害の影響ということなのかどうかというこ

とも分かっておりません。ここらへんは原因

が何なのか特定できておりません。確かに護

岸を造ったために景観が悪い、しぶきがかぶ

るという事実は認識しておりますけれども、

果たしてこれが全てに潮害になって今の状態

を起こしているのか。あながちまたそうとも

言えないとも思っております。ここらへんに

ついては我々も護岸をもう一度検討したいと

思っております。

○ 議長 山里昌輝
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宇江原総清議員。

○ ４番 宇江原総清議員

これは担当課長にお願いしたんですが、私

はずっと十数年前から、そういった島の実態

をなるべく把握したと思っています。そして

これも後でご覧になっていただきたいと思い

ますが、平成14年の９月、久米島における台

風16号の潮害状況というかたちで一部写真を

撮ってありますけれども、このフクギの葉っ

ぱまでが葉枯れ枝枯れを起こしています。そ

して潮害というのはアダンも枯らしている、

そして宇江城城跡のところの立ち枯れも目立

っております。そういうことで私は将来の久

米島の状況を心配しているところでありま

す。後でこれについては調査されるとかいう

ことで対応していただきたいと思っておりま

す。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午前 10時34分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 10時35分）

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

ご質問の潮害に対して調査は専門家を交え

て今後やっていきたいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

宇江原総清議員。

○ ４番 宇江原総清議員

ぜひお願い致します。

次に、第３点目の河川の自然の回帰につい

てでありますが、これは『文芸春秋』2002年

12月号で増田、当時の岩手県知事、現総務大

臣が治水事業に関してこれまでの曲がりくね

った川を真っ直ぐにしてコンクリートで固め

て海まで一気に流すやり方をやってきたと。

しかし、瀬とか澱みがあるのが本来の河川で

あって、それを大事にするような河川事業が

あってもいいと。自然に戻すために壊す公共

事業も提供したいと、そういう談話が載って

おりました。

また、1998年４月24日の『週刊朝日』に、

当時の菅直人民主党代表は、諫早湾の干拓が

何をもたらしたか。自然破壊と将来の負担で

す。自然を破壊する公共事業を、自然を回復

する公共事業に変えると。コンクリートで固

めてきた川岸、海岸を元に戻して、水に親し

める環境をつくり、必要のない砂防ダムは壊

す。防災には木を植える、失われた自然を戻

すための公共事業です。こう述べております。

非常に参考になります。

自然体系は循環型であり食物連鎖をしてい

ることが重要であるのに関わらず、コンクリ

ート護岸や河川で遮断をしてしまっている。

例えばオカヤドカリが海に出て産卵しようと

しても、こういったものを遮断しております。

可哀想に、島尻あたりの、銭田から島尻のち

ょっと過ぎたところで、去年だったですかね

だいぶペシャペシャになっていました。カニ

がですよ。そういう食物連鎖があるのにもか

かわらずこういったコンクリート護岸や河川

などで遮断されてしまったということであり

ます。

数十年前の久米島では、自給自足の島、そ

してサンゴに囲まれた漁業豊かな島といわれ

ていました。失われゆく自然を取り戻すため

にモデルケースとして早めにコンクリート護

岸の撤去、これに伴う潮害暴風保安林等の植

栽事業に手を挙げた方が私はいいと、こうい

うふうに考えております。国、県も予算措置

をしやすいんじゃないかと、私の行政経験か
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らそういうふうに考えております。ぜひお願

いしたいと思います。この件については、答

弁は求めません。

４点目の野球場の街路樹の植栽について積

極的な答弁をいただきましたので、私の質問

をこれで終わらせていただきたいと思いま

す。

○ 議長 山里昌輝

これで４番宇江原総清議員の一般質問を終

わります。

次に、６番仲村昌慧議員。

（仲村昌慧議員登壇）

○ ６番 仲村昌慧議員

おはようございます。６番仲村です。通告

書に従いまして３点質問させていただきま

す。

１点目の鳥島射爆撃場についてであります

が、この件につきましては12月４日の琉球新

報の報道に基づいて質問してあります。その

一般質問の提出後、それが事実でなかったと

いうことでの謝罪がありましたが、質問はそ

の記事に基づいての質問でありますのでご了

承いただきたいと思います。同僚議員からも

質問がありましたが、私からもまたそれにつ

いて質問させていただきます。

12月４日の琉球新報の報道によって、住民

が知らない間に在韓米軍の部隊による射爆撃

場の利用が進んでいたということを知り大き

な衝撃を受け、強い憤りをおぼえました。今

回、町長が米軍への町有地提供を拒否する方

針を打ち出したことは当然の判断であると受

け止めますが、鳥島射爆撃場問題について、

改めて町長の見解をお伺いします。

次に、この問題が大きく報じられるように

なったのは、３日の朝礼で職員に方針を発表

したことであります。その内容と真意をお伺

いします。

それから、在韓米軍による訓練は韓国の実

弾射爆撃場が2005年に閉鎖された後、恒常化

したと報じているが、それは事実なのかどう

かお伺いします。

また、契約確認で訪問する予定の沖縄防衛

局の担当者との話し合いにの内容をお伺いし

ます。

次に、久米島マラソンについて。島をあげ

ての大々的なスポーツイベントによる地域の

活性化観光振興を目的とする久米島マラソ

ンは平成元年より実施されました。第１回か

ら14回大会までは久米島一周マラソンとし島

内を一周するコースでありました。15回大会

からフルコースハーフコースを取り入れた

本格的なマラソン大会となり、参加人数も増

え「全国ランニング100選」に４年連続で選

出され、高く評価される大会となりました。

久米島マラソンは、仲里野球場をスタート

ゴール地点として行われていましたが、こ

れまでは更衣室としてＢ＆Ｇ体育館を利用し

ていました。数年前から体育館が老朽化し、

大型テントで対応している状況であります。

また、ふれあいパーティも屋外で行われてい

るため、雨天時の対応が心配されます。

そこで設備が整っている具志川運動公園へ

の変更を検討すべきではないかと役場内で話

が出てきています。町長は久米島マラソンの

スタートゴール地点の変更を検討すること

についてどのようにお考えなのかお伺いしま

す。

３点目に、学校給食における食物アレルギ

ーの対応についてであります。「久米島を、

食物アレルギーの子どもたちにも安心して滞
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在できる島にしよう」という島内事業所の協

議会による観光振興プロジェクトが立ち上が

ったことは久米島が全国に注目されることに

なります。本町の小中学生にも食物アレル

ギーを持つ児童生徒が報告されています。

学校給食においても食物アレルギーを持つ児

童生徒への適切な対応が求められていま

す。学校給食における食物アレルギーにどう

対応していくのかお伺いします。

（仲村昌慧議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

６番仲村昌慧議員の質問にお答えします。

鳥島射爆撃場について。宇江原議員の質問に

答えたとおり「賃貸契約条件が納得できなけ

れば契約できない」ということであります。

12月３日の朝礼での発言は、業務を遂行する

上で国や県と考え方で折り合いがつかないな

ど多々あると思うが、町の考え方を主張し対

決する気概で業務遂行にあたってもらいたい

ということを鳥島を例に職員へ叱咤激励した

のであります。

また、在韓米軍による鳥島射爆撃場の使用

状況については把握しておりません。県や那

覇防衛局に連絡したところ、米軍運用に関す

ることだということで情報が得られません。

12月11日の那覇防衛局との契約交渉は、提示

された条件では契約できないことをお伝えし

てあります。

久米島マラソンについて。これまで仲里球

場を主会場に、毎年天候にも恵まれ、大会が

成功しております。しかし、雨天時の場合の

対策に苦慮しているところであります。その

対策として具志川運動公園を主会場にするこ

とも一つの案として考えられるが、いろいろ

な課題等を含めて検討していきたいと思いま

す。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

比嘉教育長。

（比嘉教育長登壇）

○ 教育長 比嘉

６番仲村昌慧議員の学校給食における食物

アレルギーの対応についてお答え致します。

学校給食センターにおきましては、昨年から

対応に向けて連絡会議の開催を実施している

学校給食センターへの調理員研修派遣等に取

り組んでおり、11月には「学校給食における

食物アレルギー等の対応の基本方針」、「学

校給食における食物アレルギー対応につい

て」を策定しており、今後アレルギー対策を

実施します。

（比嘉教育長降壇）

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

鳥島射爆撃場について再質問させていただ

きます。先程同僚議員からの説明の中にもあ

りましたが、今回の町長が賃貸契約条件で納

得できなければ契約できないと言っています

が、現在の賃貸料は先程186万円ということ

を報告していましたが、実際どうなのか。そ

して今回、どのような条件で話し合いがされ

たのか、その内容を、向こうの答弁はどのよ

うな答弁だったのか。

それと、漁協、ダイビングでの経済効果が

約1億9千万円だということを聞いています

が、それは実際どれだけあるのか、その３点
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を聞いてから質問に入りたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

まず、１点目の現在の鳥島射爆撃場の賃貸

契約料金でございますが、年間185万9千580

円でございます。それから、今回の内容につ

きましては防衛局から提示があった契約内容

は同額ということであります。

経済効果の部分につきましては、仮に鳥島

射爆撃場が返還された場合、それが漁業がど

れぐらい水揚げできるかといった部分、あと

フィッシングとしての利用した場合の水揚げ

の予想、あとダイビングのスポットとして使

った場合の水揚げの予想等を積算して出した

のが約２億円ということであります。

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

今回この問題がタイミング的に12月３日の

演習が即応訓練が始まったのと、町長の職員

への朝礼の発言等タイミングが重なりまし

て、そのような大きな問題に発展していった

と思います。その中で、在韓米軍の韓国の米

軍基地が2005年に閉鎖されて、その後この演

習が久米島の鳥島射爆場で演習されているの

ではないかと、それが恒常化されているので

はないかということが報じられている状況

で、その事実確認をして町民に知らせるべき

であるんですが、それがなかなか、運営上の

問題で情報が聞けないという状況でありま

す。こういった状況で住民は非常に不安に思

っています。これまでも恒常化されたような

形跡はあるのかどうか、そこをお伺いします。

○ 議長 山里昌輝

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

お答えします。新聞報道で在韓米軍の韓国

における実弾演習ができなくなって沖縄近海

でこの演習が激化したという報道があるんで

すが、これについては従来、いついつ演習が

ありますというふうな通告しかございませ

ん。今回の演習においては、これまでの演習

より激化していたんじゃないかということ

は、航空機の頻繁に久米島上空を飛んだり、

騒音等がこれまで以上にあったということは

認識しております。そういう事実が恒常化し

ているのかということについては今回の報道

でそういうことに鳥島射爆撃場が利用されて

いるのかなという感じは受けておりますが、

恒常化されているかどうかについてこっちは

把握しておりません。

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

12月３日から７日までの即応訓練、その後

８日から12日までまた訓練が行われておりま

す。12月10日でしたか久米島上空でも相当の

爆音が響いておりました。子どもたちもそれ

を非常に異様な雰囲気であると。戦争が起こ

るんじゃないかというような不安がっていま

した。非常に不思議な光景であると、初めて

子どもたちもこういった光景だなという感想

を言っていました。その夜、鳥島射爆場、タ

チジャミの方で実態を調査しに行ったんです

が、９時半頃になっていましたので、その時

にはその演習の様子はなかったんですが、な

にか点滅灯みたいな光がついておりまして、

その方面かなというような感じがしました。

そしてその翌日は夕方飛んでおりましたの
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で、11日、12日の２日間比屋定バンタの方で

調査しに行ったら、十数回、７時から９時半

までの十数回の飛行機が飛来して、久米島上

空には、近くまでは来ていましたが上空は飛

んでいませんでしたが、渡名喜方面かなとい

うような状況でありました。

新聞報道によると、名護では11、12日非常

に騒音がうるさいということも載っておりま

した。

実は、この近海は1987年にマレーシア船籍

の貨物船が模擬弾を撃ち込んだ事故がありま

した。それから1995年から96年にかけても劣

化ウラン弾1520発が投下されたんですけれど

も、その８割がまだ回収されていない状況で

あります。それから、2003年から４年にかけ

て、我々、久米島協議会で非常に議論をした

自衛隊によるミサイル発射試験を行おうとし

た問題もありました。それでつい最近におき

ましては米軍のヘリの不時着があって非常に

いろんな事故とか町民に不安を与えるような

状況であります。

このような状況の中で町長は、またその前

に県漁連も全面返還を求めています。久米島

町も漁協も返還を求めている中で、町長はそ

の鳥島射射爆場問題をどのような考え、見解

をもっているか、そこをお伺いしたいなと思

っています。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

○ 町長 平良朝幸

鳥島射爆撃場問題については非常に難しい

と思います。私は政治的な問題ではないとい

うふうに今まで対応してきております。これ

はなぜかといいますと、全面的に本当に返還

運動を起こしてやったほうがいいのか、そう

じゃないほうがいいのか。久米島町の首長と

して考えた場合、例えば劣化ウラン弾の問題

が出てくる。放射能問題が出てくる。果たし

てそうなったときに全国紙に一面、あるいは

メディアに取り上げられる。そういった場合

に久米島町はどうなるのかと。そこまで本当

に考えて皆さんが質問し、議会で決議してく

れるんでしたら、これは私も議会の決議に乗

らざるを得ないということであります。農産

物、水産物、海洋深層水関連、観光、全てに

影響するということを議員の皆さんもご理解

いただきたい。

私の本心としても政治的な問題ではないと

いうことです。この射爆撃場は平成４年に契

約されて20年契約であります。その間どうす

るかというのが首長として今考えていること

です。その間、とにかく経済損失のあった分

の賃貸料をもらわなければ契約しません。要

求する分をもらった場合にはそれで町民に迷

惑をかけている部分の住民サービスを行うと

いう考えであります。基本的には。以上であ

ります。

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

12月５日の琉球新報の解説の中で、在韓米

軍のホームページによると、鳥島射爆撃場を

利用する操縦士は、実弾が実際にどう機能す

るかを目の当たりにできる非常に有用性を強

調していると。この場所は非常にいい場所だ

と。そしてまた、以前に自衛隊がミサイル発

射試験をしようとしたとき、どういうことを

言っているかというと、鳥島射爆撃場が国内

唯一の場所だと、唯一の適地だと言っている

んです。唯一といったらこっちしかないんで
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すよ。しかし、この場所がどういう場所であ

るかということなんです。劣化ウラン弾を落

とされた場所なんです。そこで射爆撃場で演

習をさせるんですかということなんです。そ

ういったことで、この問題が劣化ウラン弾の

問題が再度行われないためにも演習をさせる

べきではないという考え方で僕は町長に質問

しているわけなんです。今までのいろんな事

故、そして県漁連の考え方、久米島漁港の考

え方、それを踏まえて最近は補償費問題もそ

うとう低くなってきたと。そういった状況で

全面返還すべきじゃないかと、経済効果を考

えると。

それで質問をしているわけであります。町

長は風評被害を心配しているんですけれど、

風評被害を心配する前に、もうそこは劣化ウ

ラン弾が1520発を撃ち込まれたのが８割以上

回収できない所、おそらくこのまま回収しな

いでしょう。そういった状況だからこそ、さ

せるべきじゃないという私の質問ですけれど

も、それに対してどうお考えなのか。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

○ 町長 平良朝幸

私は以前にも射爆撃場に関しての質問をお

受けしましたけれど、これについては首長と

して旗を振るつもりはございません。伊江島

の阿波根昌鴻さんみたいに民間の人が旗を振

ってくれれば、それは本当に皆さんの中で命

をかけて、財産をかけて、時間をかけてやっ

てくれる方がいれば、それは町としても動か

ざるを得ないという部分はあります。首長と

して全面的に前に出て旗を振るつもりはござ

いません、ということであります。

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

首長として全面的に旗を振るつもりはない

ということですが、先程、同僚議員からもあ

りました。この場所でどんな危険な兵器が使

用されても現状では知る術がないと。いつ何

時劣化ウラン弾によって環境が汚染されてい

るとも限らないと。こうした危険を完全に取

り除くには射爆撃場の全面返還しか道はない

んじゃないかということと、そして県漁連の

全面返還、久米島町議会の返還要求、返還決

議、それから久米島町漁協の考え方、それを

踏まえてそろそろ24年の契約、それ以降の全

面返還を求めるべきではないでしょうか。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

○ 町長 平良朝幸

私はこれまで言ってきたのは、契約期間が

残っている間、首長としてどうするかという

ことを皆さんにお伝えしたわけです。もちろ

ん24年後については防衛省の対応の仕方でこ

れは全く変わってきます。以上であります。

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

この問題においては、なかなか今の状況で

は難しい問題だなと思っております。

次に、久米島マラソンについてであります。

久米島マラソンは町長の答弁では検討してい

く余地があるということでありますが、その

担当課の方で、これまでいろんな話が出てき

ました。その話について、現在の担当課でも

よろしいですし、前担当課でもよろしいです

が、その状況というのがあればお聞きしたい

と思います。
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○ 議長 山里昌輝

平田光一商工観光課長。

○ 商工観光課長 平田光一

現在、仲里野球場を主会場として実施され

ておりますが、大成功裏にこれまで終えてお

ります。そうするに中においても、会場準備

や会議等においても雨が降ったら一番の問題

はふれあいパーティの対応をどうするかとい

うことの議題がよく出ますが、具体的な対策

については、出ていない状況です。中にはテ

ントをもっと増やし、雨が降ればそこで何ら

かの対応はしていけるんじゃないかというこ

とは話し合われておりますので、今後、仲里

球場を会場としてやる場合には、その対策は

しておきたいと思います。

それから、ふれあいパーティの雨天時の場

合を考えた場合、具志川運動公園のホタルド

ームがありますので、そこだったら十分対応

できるんじゃないかなということは話し合い

をしていますが、主会場をそこに移した場合

に、受付のときの参加者輸送、そして大会の

時間を間に合わせて輸送するとか、そういう

いろいろな課題があります。今後事務局会議

や実行委員会会議とか、そういうところで出

し合って、どこが好ましいのか、どうしたほ

うがいいのかということを検討していきたい

と思います。

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

各々の場所のメリット、デメリットはある

と思います。久米島マラソンは１回大会から

人数も増えて発展してきて、今では1,500名

前後の大会となっております。この久米島マ

ラソンの受入可能な人数といいますのは3,00

0人まで可能じゃないかということを聞きま

した。将来的にそのような発展する余地があ

るのかで、場所としても議論し始めていくと

いうことは非常に意義深いことだと思ってお

ります。具志川運動公園の方でやりますと、

交通規制緩和がこれまでよりは緩和されてく

るんじゃないかという点もありました。いろ

んな問題があると思いますが、これから議論

していただきたいと思います。この点につい

ては終わります。

次に、学校給食における食物アレルギーの

対応についてでありますが、今後対策を実施

していくということであります。学校給食に

おいては時期的にはいつ頃からどのような対

応をしていくのかお聞きしたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

佐久田等教育課長。

○ 教育課長 佐久田等

給食センターにおきましては、現在、島内

の２名の児童が給食のメニューによっては弁

当持参をしております。保護者の承諾書、そ

して医師の診断書も先週届いておりますの

で、センターとしては今週でも実施したいと

回答を得ています。

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

食物アレルギーに対しては先だっていろん

な講演会があって、初めて保護者にとっても

非常にご苦労なされているなと、いろいろと

気をつかわれているなと、心配されているな

ということを気づきました。それによって今、

久米島町の小中学生の中でアンケートを取っ

た結果、26名が軽い症状がある方々で、２名

の方が食事で保護者が弁当を持たせたりして
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いるということであります。その講演を聞い

て本当に大変だなというのが、お箸を別々に

使うとか、食器を使うとか、鍋を使うとか、

別々にしなければいけないという、非常に給

食センターにおいてもいろいろとそういった

予算がかかるかと思いますが、しかし、人の

生命にかかる問題でありまして、その点は予

算がかかるからということではなくて、適切

に対応していただきたいと。保護者も非常に

不安がっていますし、またつくる側の給食セ

ンターの職員も非常に気をつかうと思います

が、そういった面では非常に慎重に取り組ん

でいただきたいなということを申し上げまし

て、私の一般質問を終わらせていただきます。

○ 議長 山里昌輝

これで６番仲村昌慧議員の一般質問を終わ

ります。

暫時休憩します。15分後に再開します。

（午前 11時08分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 11時22分）

次に、８番幸地良雄議員。

（幸地良雄議員登壇）

○ ８番 幸地良雄議員

８番幸地でございます。私から１点ほど質

問致します。まず、町道儀間１号線の整備計

画について。儀間１号線は比屋定地区から儀

間地区、仲里地区に縦断する重要な道路であ

り、また、クリーンセンター斎場及びリサイ

クルセンターへの進入道路として利用度の高

い路線でもある。交通量の多いわりに幅員も

狭く、路面の損傷もひどく、たいへん危険な

状態である。このことについては、平成17年

12月の定例議会においても一般質問に出した

ところ、平成19年度の道路整備計画策定にお

いて整備していくと答弁しているが、どうな

っているか。平成20年度において整備する計

画があるかどうか町長の考えを伺いたい。

（幸地良雄議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

８番幸地良雄議員の質問にお答えします。

町道儀間１号線の整備計画について。当初、

儀間１号線の整備区間としては儀間～上阿嘉

間で進めてきましたが、現場状況の確認や県

と調整した結果、隘路であり線形的にも見通

しが悪く路面劣悪という条件と必要性及び緊

急性の見地より上阿嘉～嘉手刈間の整備が急

務であると判断し、現在、同区間を久米島縦

断線と位置づけ国及び県へ事業の採択要望を

提出しております。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

この件につきましては平成17年度に言われ

まして２度目となっていますが、この路線の

整備については両村合併以前から地域から非

常に強い要望があり、議会においても一般質

問で何度か出て指摘された経緯がございま

す。特にクリーンセンターや斎場建設におい

ても、この場所が久米島の中央に位置してお

り、どの地域からも近く、道路さえ整備すれ

ば最も便利だということで選定されたようで

あります。このことについては、以前にも確

認したことですが、それが今現在でしか国、

県に事業の採択の要望を提出したということ

であるんだが、今になってこの路線の整備が
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急務だと感じたのか、今の答弁からすると、

そうとしか受け取れません。再度質問致しま

す。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

道路に関しては合併前からいろいろ計画が

立てられておりまして、どうしても必要な道

路だということで県、国との調整を図ってき

た経緯があります。しかしながら、国、県の

採択条件として、費用対効果がどうなのかと

いう意味でかなり厳しい部分がございまし

た。というのは上阿嘉からクリーンセンター

までは整備の必要性がある。ところがクリー

ンセンターから儀間に関してはある程度整備

はされていてそんなに悪くはないという分で

す。路線見直しということで、今回、上阿嘉、

クリーンセンター、久米島病院をつなぐとい

うことで路線変更をしましていま県と調整を

しているところであります。しかしながら、

費用対効果という意味では、車輌の通行量の

問題とか歩行者の問題とかで厳しい注文はさ

れているところでありますが、現在のところ

平成20年整備に向けて一生懸命頑張っている

ところであります。

○ 議長 山里昌輝

幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

今、費用対効果ということが出てますが、

かなり利用率は高いと思います。実際調査し

たことはないんですが、クリーンセンターと

か斎場、あるいはリサイクルセンター。リサ

イクルセンターもその後にできて、なおさら

その需要は高くなっているんです。だから費

用対効果というのがどういったかたちで出さ

れるのかどうか、これは農道と違いまして町

道であるから、今の状態が危険だから少々時

間がかかっても迂回するということじゃない

かと思うんですよ。整備することによって、

そこを利用できるとなるとみんなそこを通ろ

うということになってくると思うんです。特

に阿嘉からクリーンセンターについては相当

道幅も狭い上に老朽化して、あちこちにたこ

壺状なんかができているわけですね。そして

嘉手刈からは急勾配でカーブがきつく、非常

に危険な状態なわけです。そこを整備するこ

とによって消防車が比屋定方面に出動すると

短縮できるし、あるいはまた病院も近く、救

急車も早く行ける等。やはりすぐ近いと思っ

ても患者を乗せた救急車の場合、早く走らさ

れないためにゆっくり走る、そういったかた

ちが緊急性もあると思うんですよね。そうい

った面からやはり安全で安心な地域での生活

をおくる、上からも必要じゃないかなと思う

んです。

それも前回の質問の中でも、一般財源で調

査、測量仮設計したが費用がかかりすぎて、

厳しいと。その当時から単独事業ではできな

いからどうしても補助事業が必要だというこ

とは察していたと思うんです。それなのに何

もやられていない。今上げている状況が、そ

んなに答弁のある緊急性というのを感じてい

るかどうか、それからすると非常に疑問であ

ります。もう一度答弁お願いします。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

以前から計画があり、国、県と調整が今年

からというわけではないんです。これまで調

整はしてきたんですけれども、なかなか国、



- 57 -

県の採択基準をクリアするのが難しい状況で

す。議員がおっしゃってるように公共施設が

最近は張り付いてきていますし、病院の問題、

消防の問題、そういう諸々の理由をつけて、

今回とりあえず採択要件を満たしているとこ

ろでありまして、そのへんは国や県について

は状況をだんだん理解しはじめているところ

であります。

○ 議長 山里昌輝

幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

今のところはっきりして、見通しとしては

どうですか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

今回の路線の分に関してはある程度、国と

県は認識はしてきております。ところが採択

しますよという回答はまだきておりません。

今月再度、県の方に調整に行く予定ですが、

その時にどういう方向にいくのかというのは

ある程度わかると思います。

○ 議長 山里昌輝

幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

今年の６月の定例議会で辺地総合計画で整

備計画が出されましたね。その中に確かに儀

間辺地か比屋定辺地かはっきりしませんが、

それとの関わりはありませんか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

事業採択が決定したから辺地計画に入れて

いるということではなくて、計画段階で辺地

計画の中に入れ込むのが通常です。

○ 議長 山里昌輝

幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

６月時点において町道として本当に最重要

な緊急性のある道路だと認識していたのであ

れば、皆さんもっと精力的に要請活動を展開

して、早めにできるように要望して終わりま

す。

○ 議長 山里昌輝

これで８番幸地良雄議員の一般質問を終わ

ります。

次に、７番喜久里猛議員。

（喜久里猛議員登壇）

○ ７番 喜久里猛議員

議長、少し休憩願います。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午前 11時33分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 11時34分）

○ ７番 喜久里猛議員

質問４点させてもらいます。公立病院の医

師確保及びヘリポート建設についてですが、

来年４月からの公立病院の医師、院長さんを

含んで７人現在いるわけですが、確保されて

いるかどうか。また、緊急ヘリの輸送につい

てのヘリポート、現在は公立病院の前の庭を

利用して非常に便利になっていますし、患者

さんも喜んでいると思うんですが、ヘリポー

トの建設。それと、風等を考えまして電線の

地下埋設の考えはないかということでありま

す。

２点目、北原集落道の工事計画についてで

ございます。北原集落道は約1,060ｍ、この

農道につきましては30年以上になりまして、

当時の簡易舗装道路であります。いたる所穴
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が空き、非常に住民が不便を期しているとい

うことであります。この工事につきまして19

年度から開始と聞いているが、各年度の工事

区間を伺いたいということであります。

３点目であります。サトウキビ品目別価格

安定交付金です。これは正式には。この新し

い制度について兼業農家、それから小規模農

家の方々に非常に不安を与えています。「ワ

ッターもうウージつくれないんじゃないか」

と。いわゆる3000坪以下の農家はウージつく

れないんじゃないかということで、私は農家

と会う度に聞かれています。その度に答えて

いるのが、「そんなことはさせませんよ」と

いうことでありますが、私はいっかいの農家

でありますので、大見栄は切っているんです

が、そのへんはやはり町長の決断、あるいは

勇気をもっての対策を期待したいということ

であります。

それから、現場での作業マニュアルですが、

不幸なことに、私の記憶、あるいは私が聞い

た範囲では、おそらく例がないんじゃないか

なと。先輩方に聞いてもちょっと分からない

ということでありまして、残念な事故が起き

ました。私も土地改良をみている関係で、旧

具志川の各ダムは全て知っております。また

潜ったこともあります。斜桶についてもそう

です。あれは昔は水神は絶対他の人に触らさ

なかったんですよ。斜桶の開閉は。にもかか

わらずまだ採用されてまもない職員がやると

いうこと。これはなぜ、どういう原因で起き

たというのはやはりその作業マニュアルがで

きていないということでありますので、この

作業マニュアルができているかどうかをお聞

きしたいと思います。

（喜久里猛議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

７番喜久里猛議員の質問にお答えします。

公立病院の医師確保及びヘリポート建設につ

いて。ご質問の公立久米島病院の医師確保に

ついては公立久米島病院の医療部会、経営部

会においても課題となっておりますが、現状

の７名体制を維持できるように離島医療組合

と連携しながら医師の確保に努めていきたい

と思います。

現在、公立久米島病院前の空き地に場外離

発着場としてドクターヘリが離発着していま

す。着陸面が草地になっていて、公立久米島

病院やヘリ運航会社からコンクリート舗装の

要望がありますので、次年度予算で対応でき

ないか調整します。

高圧電線については、航空法上特に問題は

ないとの報告を受けています。正式なヘリポ

ート建設は、航空法上の規制等があって困難

だと考えています。

北原集落道の工事計画について。平成19年

度の工事区間については、飛行場城跡線側か

ら北原公民館向けに約180ｍ程度の実施を予

定しています。

サトウキビ品目別交付金について。今期製

糖から導入された新価格制度については、サ

トウキビ生産農家にたいへん不安を与えてお

り、これまでになかった申請手続きにもかな

り時間を要しております。とりあえず３年間

は特例措置の中で事務対応をしていきたいと

考えていますが、生産農家には、これまで同

様に安心してサトウキビ生産ができるように

関係機関と連携を図りながら対応していきた
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いと考えております。

現場での作業マニュアルについて。平成19

年９月19日に発生した公務災害による死亡事

故を受けて、現在、現場業務を持つ各課にお

いて安全管理マニュアルを作成中でありま

す。19年度末までには対象となる課のマニュ

アルをすべて作成する予定であります。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

ただいまの回答なんですが、実は私この情

報を得ましたのが２カ月前です。あの２カ月

前にはまだ１人しか内定してないよと、現在

７人の体制でいながら１人の内定ではとんで

もないことになると。その後の情報で３人と

いうことの情報がきています。がしかしまだ

４人足りない。それが４月までに、いわゆる

人事異動までに確保できたらいいんですけれ

ども、ただそれに付け加えて言われたのが、

もう既にドラフトで全部医師は決まってると

いうことなんです。私はそれを聞いて、さあ

大変になったと。それに追い打ちを掛けるよ

うに予算との問題、それから医師の問題が新

聞に出ました。非常に心配しているわけです

が、現在何人内定しているのか。このへんの

ところをお聞きしたい。

それと、ヘリポートにつきましては簡易で

やってくれるということで非常に喜んでおり

ます。ただ現地につきましては航空法上問題

がないということでの質問ではありません。

実は台風、緊急ヘリというのはギリギリでも

飛べたら来てくれるんです。いわゆる台風時

でも来てくれます。ですから３本ぐらいの電

柱を地下に埋設したらどうかと。これは電力

さんの財産ですから、別に町が負担するわけ

じゃないですから、そのへんを電力さんに要

請したらどうかと。ヘリポートを予定してい

ますので、それに並行してということであり

ます。再度回答願います。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

医師の確保の件につきましては、先週院長

を含めてスタッフの皆さんと話し合いをもち

ました。現在３名退職予定の医師の確保に向

けて全力を尽くして確保できるようにやって

いくということであります。

それから、電線の地中化埋設につきまして

は、航空法上とあと運行上は特に支障はない

という報告を受けております。あと、電線の

地中化につきましては災害対策の一環として

県の方に幹線道路を中心に要請しておりま

す。その一環の中で、幹線道路というのは県

道を予定していますが、病院の重要性等を考

えた場合、県道から病院に至る部分の埋設化

も含めてできないかどうかという部分はこの

中で考えていく必要があるだろうと思ってお

ります。

それから、電力に対しては、口頭での話は、

やっぱり航空法上は問題なくても、やはり見

てる人が非常に気になるとか、なければ更に

安全だよというような話はいっております。

そのあたりまたいろいろ相談しながら取り組

んでまいりたいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

ヘリポートと電柱についてはよろしくお願

いしたいと思います。ぜひ、ヘリポートと並
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行してやってくれたら非常に安心であります

し助かると思います。

今聞き違いしたのか、３人が内定という回

答ですか。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午前 11時43分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 11時44分）

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

私の質問は、３人内定でいいのかという質

問だったんですが、その件については回答を

得ていません。今、町長の答弁、それから総

務課長の答弁、休憩中の答弁で頑張ってるこ

とであるんですが、本当に心配なんですよね。

産婦人科はあきらめざるを得ないと思ってい

ます、内心、自分も。ただ、当直関係、24時

間体制の公立病院ですから、７人はぜひ確保

しないとおそらくきついだろうと。また、き

ついということは２年間赴任して、アーナラ

ンサーと帰ってしまうという状態になってく

るもんですから、ぜひ７人を確保していきた

いと。

町長、私に約束していただきたい。４月ま

でには必ずやるということを約束していただ

きたい。お願いします。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

○ 町長 平良朝幸

７人確保を確実にできるという確約はでき

ませんけれど、ただ、現在の県の医療事情、

全国の医療事情を考えた場合に、我々はその

確保を目指して頑張るとしか今のところ言え

ない状況であります。そういう状況もご理解

いただきたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

町民が安心して病院へ行けるような体制に

ぜひ頑張って下さい。我々議員も側面から応

援します。

質問の２番目でございますが、北原集落道、

このことにつきましては質問の時にも申し上

げましたが、非常に劣悪な道路です。おそら

く私の記憶では、先程、幸地議員がおっしゃ

ったように上阿嘉線と儀間線の初めての簡易

舗装道路じゃないかなと記憶しているわけで

すが、幸い19年度に180ｍを実施しますとい

うことなんですが、この集落道路につきまし

ては1,060ｍあるわけですから、180引いても

約800は残るわけです。これは私の情報では2

0年度までに、要するに２年度で19年度と20

年度で完成させますという情報を得ているん

ですが、このへんのところはどんなものでし

ょうか、できますか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

この事業は平成20年度には完成する予定で

ありますが、畑かん事業の北原地区の整備が

まだ残っておりまして、場合によってはその

線を畑かんの配管が通る可能性もあります。

それは北原地区と北原の皆さんと調整をして

おります。平成19年度分については場合によ

っては繰越しになる可能性もありますが、現

在のところ20年度は完成する予定で進めてい

ます。

○ 議長 山里昌輝

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員
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畑かんとの絡みで遅れるという可能性もあ

るということなんですが、事業年度は何年度

なんですか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

この事業は複合的な事業でありまして、堆

肥センター一緒なんです。泊地区の排水路の

計画もございまして、事業そのものは平成21

年度までは続きます。

○ 議長 山里昌輝

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

堆肥センターとの絡みの事業だということ

は聞いておりますが、21年度までとなると、

これは畑かんなんて21年度終わらないですよ

ね、実施するかも分からない状態ですよ。私

はそれを集落道を先に進めて、畑かん事業に

ついてはおそらくあの規模ですから県営にな

ると思います。強いて調整する必要はないん

じゃないかと。舗装して復元すればいいわけ

ですから。それはどうでしょう。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

畑かんは県営事業でやりますが、道路整備

が終わって１年もたたないうちに掘り起こす

というのはどうなのかと思います。十分に県

と地域と三者で調整しながら、なるべくは一

旦つくったやつを掘り起こし、手戻りが生じ

ないように20年で全て完了するような方法で

進めていきたいというふうに思います。

○ 議長 山里昌輝

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

よろしく頑張って下さい。北原の皆さん、

期待していると思います。

次に、サトウキビ品目別価格安定交付金な

んですが、町長の考えを聞いてまして非常に

喜んでいるわけですが、ただ、３年というこ

となんですが、もう既に１年経過しておりま

す。あと２年しかないという中で、国が決め

た制度に対して我々がどこまで切り崩せるか

というのが非常に私は心配なんです、この件

につきまして。国側にしましては沖縄全県の

生産組合なんてあり得ない方針ですし、それ

を集落的にもっていけということを言ってい

るわけですから、ということは、いわゆる小

さい農家はもう辞めてくれということをはっ

きり打ち出しています。しかしこれは久米島

には絶対マッチしていませんし、こんなこと

したら大変です。本当に潰れますので、ぜひ

頑張っていただきたい。私もこれは公人の一

人として農家の一人として取り組んでいきま

す。

それと、この質問の中からは伺えないと思

いますが、実は今問題になっているのがもう

一つありまして、最初に製糖期前に機械刈り

を申請した方については変更できませんよ

と。これは皆さん農水課長承知していると思

います。私はこれは絶対できないと。いわゆ

るキビなんていうのは、植えて、手入れして、

収穫してなんぼなんですよ、自分で。やむを

得ず機械に委ねるんであって、そういうこと

の考え自体がもうはっきりしたなと。国は潰

すんだと、サトウキビは。私はもう結論を出

しました。ですからこれからどうして対応し

ていくかなんですが、実はこの変更、いわゆ

る製糖期に変更はできませんよということ

は、19年、20年３月です。その後については
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国の言うとおりに、変更するんであれば医者

の診断書とか持ってこいと。こんな馬鹿な話

がありますか。これにつきましても私は一緒

に取り組んでいきたいと思います。

農水課長、いわゆるパンフ、パンフ以外に

通告書として３枚綴りの通告書がきてました

か。役場の方に。私は見たんですよ。はっき

り書かれています。そのへん回答して下さい。

今回限りですよと。19年、20年産ですよと、

変更がきくのは。次年度からはそうはいきま

せんよということなんですよ。読みましたか、

回答して下さい。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸農林水産課長。

休憩します。（午前 11時52分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 11時53分）

平良朝幸農林水産課長。

○ 農林水産課長 平良朝幸

今の件については、町の方に通知というの

はまだきておりませんが、これまで関係者、

県の糖業農産課、農林水産省の特産振興課の

班長ですとか、農畜産振興機構の職員とか、

久米島のそういった問題を事務的に話し合い

する機会がありまして、こういった問題が、

島ではそういった不安を抱いているから、こ

れをなんとか対処してほしいということでか

なり強く要望しております。そういう中で回

答としては、特にそういったサトウキビ生産

農家、小さい農家をいじめるような制度では

ありませんということでした。担い手農家を

育成するための新しい制度で、それまでサラ

リーマン並の所得を確保できるような方向に

もっていきたいという趣旨の制度ということ

で説明しておりました。

制度が始まってまだ１年ではあるんです

が、また２年、３年のそういった問題が出て

くれば、その問題については適切に対応して

いきたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

ただいま農水課長の決意を伺いましてちょ

っと安心しました。いずれにせよ、兼業農家、

小規模農家を潰すわけにはいきません。サト

ウキビを潰すわけにはいきません。そのへん

はぜひ行政が一丸となって頑張っていただき

たいと思います。よろしくお願いします。

次、４番目ですが、回答では19年度末まで

に対象となるマニュアルは全て作成する予定

ですということであります。この件について

は質問の中でも再三申し上げました。水の中

での仕事がいかに危ないかということ。これ

は１号ダムの底桶の300ｍ私も潜ったことあ

りますし、斜桶を実際に自分で見たこともあ

ります。あの吸引力というのはもう想像を絶

するんですよ、実は。だから水神は専門家に

任せるということなんですが、あの事故をき

っかけに、幸い後ろに３人並んでいますが、

環境整備、水道、建築課は危険な仕事を常に

やっております。例えば建設課におきまして

は災害時の伐採掃除、法面とかそういう山で

すから非常に危険です。環境整備に関しても

草刈り、しかも多数でやりますのでそのへん

の調整とかありましたら、ぜひ早めに作って

いただきたいんですが、これは今の回答では、

当然何回か会議されているはずです。３つの

課、あるいは町長を交えて、町でやっている

のか。これまで何回ぐらいやって、進捗率と

して何パーセントまでできているかをお聞き



- 63 -

したい。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

各現場での作業管理マニュアルの作成につ

いては、11月の課長会議で決定して、いま指

示を出したばっかりでございまして、その原

案が上がってきた段階で検討するということ

になります。それから、今回の水道課の事故

につきましては、町の労働安全衛生委員会で

１回はどういう対応を取るべきかということ

を検討いたしております。随時各課、出来上

がり次第その中身を検討していくということ

になります。

それから参考までに、学校関係については

ほぼ出来上がっております。あと消防につい

ては以前から安全管理マニュアルというのは

作られております。残りの課についても出来

るだけ早くそれを仕上げていきたいと考えて

おります。

○ 議長 山里昌輝

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

今日現在12月ですよね。19年度末までには

３カ月しかないんですよ。ということは私は

事故後すぐに指示を出してやっていると思っ

て何回やったかと聞いたんですが、回答にや

ると書いてありますから信用します。ぜひ３

月までに立派な作業マニュアルを作って、今

後絶対こういう悲惨な事故がないように努力

して下さい。お願いします。以上で終わりま

す。

○ 議長 山里昌輝

これで７番喜久里猛議員の一般質問を終わ

ります。

しばらく休憩します。午後は１時30分から

再開します。（午前 11時59分）

○ 議長 山里昌輝

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後 １時30分）

次に５番山城宗太郎議員。

（山城宗太郎議員登壇）

○ ５番 山城宗太郎議員

５番山城です。２点ほどお願いしたいと思

います。１点目は、消波堤設置について。仲

里漁港真謝地区（真謝港）の進入航路クルシ

側の消波堤設置について、台風等に船揚場、

防風林内に波が直接打ち寄せ、波しぶきが土

地改良区内の畑におちて塩害で４カ年ほどサ

トウキビも植え付けていません。消波堤を設

置することによって、高波、塩害も防げると

思います。町長の所見をお伺いします。

次に、排水路の改修について。真謝22号線

と真謝13号線の交差点において、排水路の接

続が悪いため排水がうまくいかず年中道路に

水がたまっています。改修してもらいたいと

思いますが、町長の考えをお伺いします。

（山城宗太郎議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

５番山城宗太郎議員の質問にお答えしま

す。消波堤設置について。県へ問い合わせた

ところ、現在継続中の長期整備計画（平成13

年～平成22年）の中では対応不可能というこ

とです。今後状況を調査して新たな長期整備

計画の中で検討したいとのことです。

排水路の改修について。現場を確認したと

ころ、周囲の畑地より流出した赤土やサトウ
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キビの枯れ葉等によって横断溝や側溝が埋ま

った原因により排水機能が阻害され道路の低

い所に水溜まりができた状態になっていると

思われます。今後、横断溝の改良を含め道路

の縦断勾配が適切なのかを検討して対策しま

す。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

山城宗太郎議員。

○ ５番 山城宗太郎議員

町長の答弁では、長期計画の中では対応不

可能ということですが、次の計画の場合には

22年終わってからやるのか、それともその前

にそういう対策はとられるかお伺いします。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

事業そのものは22年から走るわけですか

ら、前年度で調査をして計画するということ

でございますので、平成21年度で地先の現場

調査に入るかと思います。

○ 議長 山里昌輝

山城宗太郎議員。

○ ５番 山城宗太郎議員

ぜひそのことは一緒になって、その計画に

組み込んで消波堤を設置してもらいたいと思

っております。

次に、排水路の改修について。これについ

ては僕が一般質問を出した後で県の水質保全

対策事業赤土流出防止型久米島第１地区真謝

地区の事業説明が今日の６時半からありま

す。これには南部農林土木事務所、農業水利

班と久米島町役場、それから久米島町仲里土

地改良区の主催となっております。この中で

４日ほど前に、この区域が、その計画に入っ

ているということを知りました。ぜひ、県そ

れから土地改良区一緒になって早めにやって

もらいたいと思っておりますが、課長の意見

をお伺いします。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

水質保全事業は県の事業でございまして、

今日、地域の説明会があります。その部分を

含めて検討はしてもらうよう要望します。先

日現場確認に行ったんですが、問題は、その

施設管理の問題もあります。町長の答弁にあ

りますように、その地域の畑から赤土が流れ

ているのと、サトウキビの葉が流れていまし

て、これが詰まって、排水機能が失われてい

るのが現状です。これはやはりこの施設の管

理は行政だけじゃなくて、地域の皆さんが一

緒になって管理していかないと、いくら施設

はきちんとした施設を造っても、そこに石が

溜まったり、泥が溜まったり、枯れ葉が溜ま

ったりすると、機能そのものが失われるわけ

ですから、やはり自分の財産を守るためにも

周囲の施設の管理をきちんとやっていただけ

れば、そういう問題は起きてこないんじゃな

いかということもございますので、農家の皆

さんも一緒になって問題は解決していきたい

と思います。

○ 議長 山里昌輝

山城宗太郎議員。

○ ５番 山城宗太郎議員

ぜひ一緒になって考えてもらいたいと思い

ます。

○ 議長 山里昌輝

これで５番山城宗太郎議員の一般質問を終

わります。
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次に、13番平良義徳議員。

（平良義徳議員登壇）

○ 13番 平良義徳議員

本題に入る前にちょっと休憩お願いしたい

と思います。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午後 １時34分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午後 １時36分）

○ 13番 平良義徳議員

嘉手刈地区牛代の一部道路変更について。

産業道路より牛代入口からリサイクルセンタ

ー方面へ抜ける道路にカーブが多く非常に危

険である。特に牛代橋の手前とその先の方に

も急カーブがあり、カーブミラーもない。こ

の道路はクリーンセンター、リサイクルセン

ター、公共施設ですね、こういったものがあ

りますので、ゴミ収集車や阿嘉方面から公立

病院に通院する地域住民とか、それから久米

島高校へ通学路としても利用されておりま

す。更にまた、製糖期にはキビ運搬車が通る。

このような観点からカーブのない道路にして

欲しいが、どのように考えているか伺いたい。

（平良義徳議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

13番平良義徳議員の質問にお答えします。

嘉手刈地区牛代の一部道路の変更について。

同路線については、幸地議員への答弁同様に

久米島縦断線の位置づけで現在、国、県に対

して整備を要望しております。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

平良義徳議員。

○ 13番 平良義徳議員

久米島縦断線と位置づけて国、県へ事業の

採択要望書を出したということですが、これ

はいつ出したのか、それからいつ頃着工する

のか、工期は何期に分けてやるのか、今の段

階はどれぐらいまでいっているのか進捗状況

を聞きたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

先程の幸地議員にお答えしたように、久米

島縦断線としての位置づけで、県、国との調

整をやっている最中であります。町としても

この道路の危険性があるし使いにくい状態だ

という部分は我々としても非常に危惧してお

ります。今久米島内で、これだけの主要的な

道路でありながら、こういう実態であるとい

うことは町民に対して、安全安心性がない

という意味では、我々も非常に感じていると

ころであります。

その事業は確定しているかどうかという部

分に関しては、今のところ県の方で審査中で

ございまして、来年平成20年から確実に出来

るということはお答えすることはできません

が、県にも要請しまして現場を確認させてお

りますので、県の認識としてもやはり必要な

道路であるということを認識しておりますの

で、いい形でできるんじゃないかというふう

に考えます。

○ 議長 山里昌輝

平良義徳議員。

○ 13番 平良義徳議員

前からこの計画があるというのを聞いてい

ますが、その期間だいぶ長いですよね。その
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へんから一つの提案としては、その間、特に

牛代に入るところの急カーブ、このへんを部

分的に、緩やかなカーブだったら見通しがよ

ければいいと思うんですよ。その部分的に町

の方でできないか。それから少し上がってい

くところにまた道路が陥没したところも２回

ほど陥没して、これを道路を補修するために

また予算をつかって、こういう面から考える

と、いつまた陥没するか分からないですよね、

上の方。そのへんから考えれば、部分的にで

も先に町の予算かなにかで上げてやればいい

んじゃないかということと。

それからまた提案としては、今のところ事

故は起きていないんですが、急カーブの所に

カーブミラーを付けると。それからまたクラ

クションを鳴らせという標識がありますの

で、ああいったものを設置するとか、そうい

った考えはないですか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

確かにおっしゃってるように、その部分は

非常に危険な箇所だと思います。しかしなが

ら道路の効果を出すためにはやはり地点から

終点まできちんとしたかたちの中で整備しな

いといけないという意味からすれば、途中途

中で町が単費をつぎ込んで整備をした場合、

事業の採択がたぶん難しいといういろいろ条

件がございまして、出来れば補助事業でやっ

ていきたいというふうに考えます。途中途中

の危険箇所に関しての、標識等々設置はやっ

ても良いと思っています。カーブ修正という

部分に関しては、やはり事業の中で取り組ん

でいかないと、部分的にやってしまうと事業

の採択が難しくなってくると思うので、現在

のところ対応できるのは、危険箇所に標識で

標示をするぐらいのものしかできないと思い

ます。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

カーブミラーの設置と安全標識の設置につ

いては現場を調査した上で、それ以外にも必

要な箇所がございますので優先順位を決めて

対応してまいりたいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

平良義徳議員。

○ 13番 平良義徳議員

その計画がいつになるかは不透明ですの

で、ぜひ検討してもらって、クラクションを

鳴らしてくれという標識がありますよね。沖

縄ではなかなか見られませんが、内地あたり

では見られるんです。そういったのも検討し

ていただきたいと思います。

休憩お願いします。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午後 １時43分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午後 １時45分）

次に、１番崎村正明議員。

（崎村正明議員登壇）

○ １番 崎村正明議員

休憩お願いします。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午後 １時45分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午後 １時45分）

○ １番 崎村正明議員

１番崎村正明、２点ほど質問致します。１

点目、仲泊８号線と県道89号線（交差点＝ア
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ジマー館横）信号機及び横断歩道設置につい

て。２点目、儀間川の氾濫についてです。

まず１点目、仲泊８号線が新興通り及び中

央通りに開通に伴い交通量も多くなり仲泊８

号線と県道89号線の交差点（アジマー館横）

で３件の交通事故が発生しました。更に子ど

もたちの通学路として利用されており、ココ

ストアーがオープンし、更なる交通量の増加

が見込まれる。その為、今後の安全面を考慮

して関係部署と相談し、信号機及び横断歩道

を早急に設置する考えはあるか町長の所見を

伺いたい。

２点目、儀間川の氾濫について。沖縄電力

の前の儀間川は毎年大雨の度に氾濫し通行止

めになっていますが、定期的に浚渫すれば予

防できると思いますが、関係部署と相談して

計画して欲しいですが町長の所見を伺いた

い。

（崎村正明議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

１番崎村正明議員の質問にお答えします。

仲泊８号線と県道89号線の信号機及び横断歩

道の設置について。仲泊８号線と県道の交差

点については、一時停止線や停止標識、横断

歩道が設置されていますが、安全対策が十分

ではなく事故が発生しています。信号機の設

置や路面の特殊舗装等について県公安委員会

と協議して、安全対策を講じたいと考えてい

ます。

２点目の儀間川の氾濫について。度重なる

河川氾濫により、主要幹線道路の通行止めで

消防及び救急業務の対処や町民、外来者に多

大なるご迷惑をおかけしておりました。今年

に入ってから４月から６月頃にかけて４回程

度の通行止めをした経緯があります。そうし

た状況下で６月に河川管理者である沖縄県に

対して浚渫要望をしたところ、７月から10月

にかけて浚渫工事を行っております。その後

においては河川氾濫も押さえられています

が、上流の一部地域については、未浚渫の部

分が残されており、今後氾濫する危険性をは

らんでいるため、その部分についても浚渫の

要請をしております。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

崎村正明議員。

○ １番 崎村正明議員

仲泊８号線と県道89号線の信号機及び横断

歩道の設置についてなんですが、89号線は横

断歩道は現在も設置していないです。事故の

状況でありますが、３件ほど、５月８日に普

通乗用車と軽自動車が出会い頭事故で男性の

方が軽傷になっています。そして11月８日、

オートバイと駐車中の車が事故で、オートバ

イの方は骨折しております。そして最近、11

月22日、オートバイと普通乗用車の出会い頭

事故で、オートバイの方が骨折して３カ月の

重傷になっております。こういった状況から

もぜひとも早急に公安委員会と協議して欲し

いです。ぜひ私もその協議に参加したいと思

いますので、いつかを明確に連絡下さい。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

崎村議員からご指摘のとおり、確かに県道

には横断歩道はございません。８号線の上下

には横断歩道が設置されていますが、県道の
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部分にはないということと、そして今ご指摘

のありました８日と11月８日と３件の事故に

つきましては、１件はパン屋さんの前に駐車

している車に後ろから脇見運転をして追突し

たということで、その交差点とはあまり関係

がないと考えておりますが、残りの２件につ

いては仲泊８号の下から上がってくるとき飛

び出して、それが事故に繋がっているという

ことです。その交差点については安全対策を

講じる必要があるというふうに認識をしてお

ります。横断歩道を設けることによって、そ

の手前から徐行義務が生じてきますので、そ

れである程度の事故防止にも繋がるという効

果もございます。それから仲泊８号線の下か

ら上がってくるとき、その路面に縞模様の特

殊舗装を設けることによってタイヤがガタガ

タして注意を促すというようなやり方もござ

います。それも含めて、どういう方法がいい

のか検討していきたいと考えています。

それから信号機の設置については、町内で

あと２カ所要請中であります。これも公安委

員会の予算の中で、それぞれの交通量、危険

性等を勘案しながら優先順位の中で公安委員

会が対応していくということになりますの

で、何回も要請はしておりますが、先に要請

している部分も実現できていないということ

で、ちょっと時間がかかると思います。

それから信号機の設置については、今の役

場の下の交差点と距離が近いということで、

設置した場合、交通がスムーズにいかないと

いうような逆の効果も出てくる部分もありま

すので、それも踏まえて町内の今要請してい

る部分との優先順位も含めて再度警察と協議

することになります。

それから警察と電話で連絡を取り合って今

やっていますが、正式な協議のテーブル、会

議の日程等はまだ決まっておりませんが、そ

の協議の場所に地域代表として参加したいと

いう要望があれば、それも含めて検討してま

いりたいと考えています。

○ 議長 山里昌輝

崎村正明議員。

○ １番 崎村正明議員

協議の際には、ぜひ、私も出席したいと思

いますので、よろしくお願い致します。

２点目の儀間川の氾濫についてなんです

が、私が申し上げたいのは、定期的に浚渫す

る計画はないかということなんです。毎年大

雨で交通止めになっているのは皆さんも重々

心得ていると思うんですけれど、今後時期的

にいつぐらいに定期的にやればという問いな

ので、その点もう少し詳しくお願いします。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

この河川は、県が管理しておりまして、町

の方で定期的にやる、やれないということは

申し上げられないんですが、過去の氾濫の状

況等からしたら、定期的にやらないと氾濫し

て県道が交通止めになるという状況がありま

すので、それも含めて県の方には随時要請は

していきたいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

これで１番崎村正明議員の一般質問を終わ

ります。

次に、12番翁長学議員。

（翁長学議員登壇）

○ 12番 翁長学議員

12番翁長学です。２点ほど伺いたいと思い

ます。まず最初に各種団体等の町からの助成
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金についてなんですが、農業、漁業関係、商

工関係、そして教育関係、各種団体への町か

らの助成金が減額されているが見直す考えは

ないか。また、今後も減額されるのか伺いた

いと思います。

もう１点は、県道、宇根仲泊線改良工事

についてなんですが、今、真謝－阿嘉間の工

事が長期間行われております。その進捗状況

と開通見通しを伺いたい。

（翁長学議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

12番翁長学議員の質問にお答えします。各

種団体等の助成金について。各種団体等への

助成金については久米島町行政改革推進計画

に基づいて補助金負担金の適正化を図って参

りましたが、今後とも適正化に努めていきま

す。

県道、宇根仲泊線改良工事について。県

に確認したところ、平成23年度に工事完了す

る予定とのことであります。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

助成金に関しては、行革計画に基づいて助

成金の適正化に努めるということですが、こ

の助成金が全くゼロになるということもあり

得るでしょうか。

○ 議長 山里昌輝

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

町の補助金の見直し方針というのを平成17

年に策定しまして、それに基づいて各団体の

決算状況をみて、これまで適正化を図ってま

いりました。その中で団体においては、この

補助金交付基準にマッチしない部分もありま

すので、中には補助金交付できない団体もそ

れは出てきます。

○ 議長 山里昌輝

平良朝幸町長。

○ 町長 平良朝幸

助成金については各団体の目的のために助

成するという目的から申請方式をとっており

ます。今までみたいに補助金をずっと同じ額

やるというわけにはいきません。これについ

ては町民の税金だという意識で各団体もぜひ

とも団体の育成に関する助成金だということ

を、ぜひわきまえてもらいたいと思います。

中には役員の手当てに充てたり、あるいは総

会のための費用に充てたり、それは何のため

の助成かというのは町民からも非常に指摘を

受けているところでありますので、そこらへ

んはぜひご理解いただきたいと思います。も

ちろん増える団体もあり得ます。ゼロになる

団体もあり得ます。ということであります。

○ 議長 山里昌輝

翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

助成金の回答を受けましたが、やはり活発

に行っている団体は、それなりに助成してい

ただいてもらいたいと思います。以前に聞い

たことがあるんですが、助成金を受けていな

がら活動しない団体もあるということも聞い

ております。中には活発に動いている団体も

ありますので、助成金が少なくなった時、担

い手育成のために、活発にするにはお金がな

いと進めていけませんので、町長が言ったよ
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うにその団体のちゃんとした計画に基づいて

多くなる団体、そして少なくなる団体もあり

ますということです。私たち議員からも町民、

各団体に申し上げていきたいと思います。

続いて、真謝－阿嘉間の改良工事について

の質問なんですが、私は比屋定地区に住んで

おりますが、やはり美崎、仲里方面に移動す

る場合毎日目に入ります。住民の皆さんから

もこの工事一体いつまでに終わるんだろうか

と、開通の見通しが23年度になるという予定

になっているそうですが、ぜひ23年に開通で

きるように、私も一町民として期待していま

す。

○ 議長 山里昌輝

これで12番翁長学議員の一般質問を終わり

ます。

以上で一般質問は終了しました。

日程第５ スハラ地区２号調整池補修工事

請負契約について

○ 議長 仲地宗市

日程第５、議案第74号、スハラ地区２号調

池補修工事請負契約についてを議題としま

す。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

議案第74号、スハラ地区２号調整池補修工

事請負契約ついてご説明申し上げます。

スハラ地区２号調整池補修工事について

下記のとおり請負契約を締結したいので、

地方自治法第96条第１項第５号の規定により

議会の議決を求めます。

記

１．契約の目的 スハラ地区２号調整池

補修工事

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 49,490,280円

４．契約の相手方 沖縄県久米島町字鳥

島302番地

国洋建設株式会社

代表取締役 国吉洋一

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

提案理由であります。

スハラ地区２号調整池補修工事の請負契約

の締結については、久米島町議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得または処分に関す

る条例第２条の規定により、議会の議決を得

る必要があります。これがこの議案を提出す

る理由であります。

なお、次ページには工事概要、そして工事

請負契約の写し、そして計画平面図を添付し

ております。なお、この案件の請負比率は率

が80％となっております。

ご審議よろしくお願いします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

１番崎村正明議員。

○ １番 崎村正明議員

工事請負契約になっているんですが、これ

は５千万円以下になっていますよね。承認は

５千万円以上だったと私は理解しています

が、どうですか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。
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○ 建設課長 盛本實

地方自治法の中では契約額じゃなくて、予

定価格が５千万円以上となっていますので、

予定価格は５千万円以上ということです。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑ございませんか。

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

工期を教えて下さい。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午後 ２時04分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午後 ２時04分）

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

工期は100日でございます。現在、仮契約

の最中で、今日議決されますと今日の日から

となります。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はございませんか。

これで質疑を終わります。。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから、議案第74号、スハラ地区２号調

整池補修工事請負契約についてを採決しま

す。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 山里昌輝

挙手多数です。従って、議案第74号、スハ

ラ地区２号調整池補修工事請負契約について

は、原案のとおり可決されました。

日程第６ カンジン貯水池周辺整備工事請

負契約について

○ 議長 山里昌輝

日程第６、議案第75号、カンジン貯水池周

辺整備工事請負契約についてを議題としま

す。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

議案第75号、カンジン貯水池周辺整備工事

請負契約ついて。

カンジン貯水池周辺整備工事について

下記のとおり請負契約を締結したいので、

地方自治法第96条第１項第５号の規定により

議会の議決を求めます。

記

１．契約の目的 カンジン貯水池周辺整

備工事

２．契約の方法 指名競争入札

３．契約の金額 59,565,240円

４．契約の相手方 沖縄県久米島町字銭田

953番地

株式会社丸吉組

代表取締役 吉永功

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

提案理由

カンジン貯水池周辺整備工事の請負契約の

締結については、久米島町議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を得る

必要がある。これがこの議案を提出する理由

であります。
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次ページには工事概要、工期等が明記され

ております。そして３ページ目は仮契約書の

写しであります。その次のページが計画平面

図となっております。折りたたみの図面が計

画平面図となっております。そして今回の請

負比率は、先程と同等80％となっております。

ご審議よろしくお願いします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

11番宮里洋一議員。

○ 11番 宮里洋一議員

工事概要の中でパーゴラ２基とあります

が、この意味ですね。

それから植栽工のサガリバナが今時期的に

大丈夫なのかどうか。

３点目に、カンジン周辺でダムが出来上が

る前は竹がたくさんあったと思うんです。こ

の竹の植栽はできないものかどうかお尋ねし

ます。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

パーゴラというのは、休憩場ですが、東屋

と違って屋根をスケスケにして、植栽を入れ

てその屋根をつくっていくというのをパーグ

ラといいます。東屋というのとは造りが違う

かたちになっています。それは休憩所として

設置することにしています。

サガリバナですが、以前はカンジンは竹林

がいくつかあって、それも検討したんですが、

やはり水を貯めるという中では水質保全とか

そういう意味からすればサガリバナの方がい

いんではないかという専門家等々の意見も取

り入れて植栽に関してはサガリバナというふ

うに決定しました。

植付け時期については、今の時期でも大丈

夫であると指導をいただいております。

○ 議長 山里昌輝

11番宮里洋一議員。

○ 11番 宮里洋一議員

再度お聞きしますが、東屋と違って上はス

カスカというお話でしたが、ふれあい公園に

あるものと一緒なのかどうか。それとふれい

あい公園にあるものと一緒でしたら、ちょっ

と弱いと思います。今２カ所にあるのを見た

ら、もう切れてる部分があります。

それと、先程竹の話もやったんですが、竹

の植栽は今考えていないのかどうか、もう一

度ご答弁お願いします。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

パーゴラですが、ふれあい公園にあるのと

一緒です。今、太陽よけでネットを張ってる

んですが、本来はそういう形じゃなくて植栽

で蔓性のもので覆って柔らかい日陰をつくろ

うということです。ネットは風にも弱いし、

そういうのは今考えてはいないんですが、こ

の蔓性のものが整うまではネットを使いなが

ら、完全に蔓で覆ってしまうとネットは撤去

するというかたちの工法をとりたいと思いま

す。

竹ですが、竹そのものは、検討はしますが、

この事業は来年、再来年までございますので、

今回はサガリバナ発注します。樹種の変更が

可能かどうか、今後竹がそこに適してるかど

うか調査しないといけないものですから、今
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回はサガリバナを植樹し、来年以降に竹がそ

こで適しているかどうか調査しながら対応し

ていきたいと考えています。

○ 議長 山里昌輝

宮里洋一議員。

○ 11番 宮里洋一議員

竹は各小学校では七夕の飾り付けとかああ

いうもので非常に貴重がられております。そ

して正月の門松なぞも使われておりますが、

今この竹が非常に少ないです。以前はそちら

に相当ありました、カンジンに。そして今で

も池の周辺、道路との間にあちこちに見受け

られます。そういうことで竹の話を出したん

ですが、一応竹の方も推進してもらうように

お願いして質問を終わります。

○ 議長 山里昌輝

引き続き、７番喜久里猛議員の質疑を許し

ます。

○ ７番 喜久里猛議員

契約書におきましては収入印紙を貼るべき

じゃないのかなと。町長としては、請負契約

書については議会の議決を得る、可決を得る

前提として提案しています。ですから収入印

紙を貼りますということでの方針でやってい

るようなんですが、そうしますと、当然工期

についても入れるべきだと思うが。例えば今

日可決します。役場の都合で何かの事情によ

って契約書を業者と発注側が持っているわけ

ですから、本契約書後に収入印紙というのは

おかしいと思います。可決を前提として上程

するのであれば収入印紙を貼るというのが筋

じゃないのかと思いますが、そのへんどうで

しょう。

それと、仮に本日可決されたら何日以内に

工期を設定するという規程がありますか。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午後 ２時15分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午後 ２時17分）

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

印紙なんですが、印紙が仮契約に貼っては

駄目だということはございません。ある部分

では作業の合理化的な部分もございまして、

こういうかたちになっております。

それから工期なんですが、契約書の中には

但し書きがあり、この契約書は議会の議決後

に、本契約になるということなものですから、

議会の議決を得ない中では工期設定は無理だ

というふうに考えております。

○ 議長 山里昌輝

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

工事契約書の本契約に収入印紙貼るのは当

然、町が議会にあげるということは調整して

ありますから収入印紙を貼りますと。それは

それでいいと。であれば当然工期も入れても

おかしくないんじゃないかと思いますが。否

決されればそれでパーです。わかりますか。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午後 ２時15分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午後 ２時17分）

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

現在、上程されている提案されている契約

書に関しては、あくまでも仮契約であって、

議会の議決を得ないと本契約になりえないた

めに、工期は入れてないということになって

おります。
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○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

サガリバナの植栽についてでありますが、

９月議会で僕も提案して、カンジンダムに植

栽としてサガリバナが270本植えるというこ

とでありますが、このサガリバナの樹種の確

保はどこからなさるんですか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

島内でサガリバナを育成している方がいま

して、その方から調達しようという方向で現

在動いております。

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

９月の質問の中で儀間ダム区域のサガリバ

ナがその区域に約70本ぐらいが調査されて報

告されました。そこから樹種を確保するとい

う予定は今のところないわけですか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

環境保全課の方で調査を入れて本数は確認

されています。今回の工事にそれが間に合う

かどうかという部分はちょっと今疑問があっ

て、早速明日から工事が入るんですが、県が

工事に入るのが４月以降になるということ

で、町のほうでわざわざそこから採取をして

カンジンに持っていくというのは莫大な費用

もかかるので、その部分に関しては環境保全

課と調整しながら、それでカンジンの方にや

るのか、別の方向でも利用するのか、今後検

討していきたいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

６番仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

この図面の中で素人では分からないですの

でちょっと説明を求めたいと思いますが、Ｌ

30ｍとか、その意味についてお伺いします。

それと、前回は挿し木で殆ど枯らしてしま

ったんですが、今回根切りしたやつを持って

きて植えるということで、枯らすことがない

ように、ぜひ、慎重にやっていただきたいと

思います。

まず、このＬ30ｍとかいうその植栽方法に

ついてどのような方法でなされるのかお聞き

します。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

図面上は、Ｌというのは延長なんです。そ

の延長の間に植栽していくと理解していただ

きたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

２番宮田勇議員。

○ ２番 宮田勇議員

今の質疑に関連します。植栽でサガリバナ

とうたっているんだが、もちろんサガリバナ

の花はきれいことはみんなご承知だと思いま

す。がしかし、サガリバナは深夜に咲くんで

すね。それからいえば桜、ツツジとか、そう

いった花木もあると思うんだが、どうしてそ

のへんが浮かんでこないのか、理由を求めま

す。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

カンジンはご存じのように水辺環境が多い



- 75 -

ということと、基本的には集落内、外から雑

排水が入ってくるわけですね。そうした中で

カンジンの工法としては水道とか水の浄化を

主に考えているわけです。それからするとや

はり水の浄化とか水質に強い木とか、そこに

ホタルが発生するんですけれども、そのホタ

ルが好む木としてもサガリバナが良いのでは

ということでサガリバナを選定した理由でご

ざいます。

○ 議長 山里昌輝

２番宮田勇議員。

○ ２番 宮田勇議員

桜は水辺にはよくないんですか。東京の千

鳥ヶ淵なんか川の側はみんな桜なんですよ。

ちょうど２月３月頃満開した時には、五枝松

の側にあるし、観光客から見ても地域住民か

ら島民から見ても景観もいいし、ツツジもい

いし、ツツジはどう思いますか。ツツジも川

沿いにみんな生えているじゃないですか。久

米島の歌にもあるでしょう。「流りゆる水に

桜花うきて」とこの桜はツツジだと聞いてお

りますが、そのへんについてどう考えている

か。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

第一の目的としては、これだけの水をいか

にして浄化するかということが第一の目的な

んです。確かに環境の問題、美化の問題も非

常に必要なんですけれども、まずは第一次的

には水辺環境、水の浄化をまずは主としての

植栽を考えておりますので、桜とか、先程そ

の竹の話も出ているんですけれども、あと１、

２年ございますので、その中で本当にそこに

適切な樹種なのかを含めて検討はしていきた

いと思っております。

○ 議長 山里昌輝

２番宮田勇議員。

○ ２番 宮田勇議員

せっかくダム周辺に管理道路もできて休憩

所もつくるぐらいは、桜いっぱいあればその

シーズンにはみんな弁当を持ってピクニック

にも行けると思うんだが、ぜひ僕は強く要望

したいと思います。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

１番崎村正明議員。

○ １番 崎村正明議員

この計画年次から見ると結構広範囲な工事

であるんですが、私から要望なんですが、特

に交通管理とか安全管理、赤土対策、万全な

体制で施工し監督してほしいです。更に、必

要であれば地域と近隣住民への説明会もぜひ

必要だと思います。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

その事業が始まる前に地域との説明会、カ

ンジンダムを造る時点から地域とのコンセン

サスはきちんととって、地域の意見を聞きな

がらやっておりまして、今のところこれまで

いろんな地域の意見を聞いてやっていますの

で、特に今回の工事に関しては地域からの要

望等というのは特にございません。

○ 議長 山里昌輝

10番安村達明議員。

○ 10番 安村達明議員

サガリバナの話がずっと出ていますが、あ

れは実生から育てたものか、それとも伐採し

て挿し木で育ったものか。挿し木で育ったも
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のは４～５年程度で木の芯から腐り、もろく

なって大きく成長しても、台風などで折れや

すくなるらしいので、周囲に被害を与えるの

ではないかと危惧されると思います。それに

色も３種類あると聞いてますが、そういうこ

ともよく考えて植栽するのか。隣に宇江原議

員もおりますので、そういうことは彼が専門

知識をもっていると思うので、よく吟味して

やってもらいたいと思います。別にいじめで

はありませんので率直な返答をして下さい。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

これはかなり年数が経ってる木でございま

して、前回挿し木で失敗してるもんですから、

今回は失敗は許されないですから、そのへん

気をつけて植栽をしたいと思います。

色の問題ですが、どういう色かよく分から

ないんですけれども、専門家あたりから聞い

て、バランス良くできるような形の中で植栽

をしていきたいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

５番山城宗太郎議員。

○ ５番 山城宗太郎議員

工事の内容で、棚田造成工一式とあります

けれど、これは造った場合に町で管理してい

くのか、どこかの団体に委託するのかお願い

します。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

棚田を造るんですけれども、カンジンに関

してはいろいろ議論をしてきました。各字に、

いま仲地あたりが稲をつくったり、山里あた

りも現在稲をつくっているんですけれども、

そのへんに地域に委託したらどうかとか、い

ろんな議論をしてまして、最終的にはそうい

う収益、補助事業で収益が上がり過ぎるとち

ょっと問題があるという部分で、今回久米島

ホタルの会に委託するということで進めてき

まして、既に協定書も結んでいるところであ

ります。

○ 議長 山里昌輝

５番山城宗太郎議員。

○ ５番 山城宗太郎議員

ホタルの会にということですが、これは棚

田をつくって作物を植えつけるのか、またそ

のままにするのかお願いします。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

棚田ですから当然稲はつくるわけです。そ

れは学校教育の一環として子どもたちの体験

学習をさせる昔の稲作りを考えております。

基本的にはそれが主なんです。町が管理する

のは厳しいので、自然の中での稲づくりとい

う意味で、まさにホタルの会が適当じゃない

かということで、ホタルの会と協定をしてお

ります。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから、議案第75号、カンジン貯水池周

辺整備工事請負契約についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成
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の方は挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 山里昌輝

挙手多数です。従って、議案第75号、カン

ジン貯水池周辺整備工事請負契約について

は、原案のとおり可決されました。

○ 議長 山里昌輝

以上で本日の日程は全て終了しました。

散会します。

（散会 午後２時35分）
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（午前 10時05分 開議）

○ 議長 山里昌輝

おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、予めお手元に配布して

おります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

○ 議長 山里昌輝

１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第120

条の規定によって、５番山城宗太郎議員、６

番仲村昌慧議員を指名します。

日程第２ 町道の認定について

○ 議長 山里昌輝

日程第２、議案第66号、町道の認定につい

てを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

おはようございます。それでは、議案第66

号についてご説明申し上げます。

町道の路線認定について、次のとおり町道

の路線の認定を道路法第８条第２項の規定に

より、議会の議決を求めます。

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

認定する路線

路 線 名 タイバル線

路線番号 252

起 点 字比嘉2213

終 点 字比嘉3397-2

提案理由

新たに認定する路線があるためでありま

す。

２枚目にカラーコピーで路線の起点、終点

が添付されております。因みに儀間ダム工事

との関連等もありまして、起点側がタイバル

池の東方面になります。

ご審議よろしくお願いします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

５番山城宗太郎議員。

○ ５番 山城宗太郎議員

これは多分タイバル池の改修に伴ってのも

のだと思いますが、その改修の中にこの路線

の改修も入っているのかお伺いします。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

今回の儀間川総合改修整備事業の中でタイ

バル池が調整池に入っております。その道路

はタイバル池の堤体に含まれるということ

で、この道路は通れなくなります。それで代

替道路をつくる必要があるということで、基

本的には代替道路をつくる条件として、町道

として認定するということでございます。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから議案第66号、町道の認定について



- 82 -

を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 山里昌輝

挙手多数です。従って、議案第66号、町道

の認定については、原案のとおり可決されま

した。

日程第３ 平成19年度久米島町一般会計補

正予算（第５号）について

○ 議長 山里昌輝

日程第３、議案第67号、平成19年度久米島

町一般会計補正予算（第５号）についてを議

題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

予算書の67号をお出しになって下さい。議

案第67号、久米島町一般会計補正予算（第５

号）の概要についてご説明申し上げます。

まず、予算書の１ページ目からお願いしま

す。平成19年度久米島町一般会計補正予算（第

５号）は、歳入歳出それぞれ9千148万5千円

を追加し、歳入歳出それぞれ68億2千645万5

千円と定める。

主な概要につきましては、沖縄県人事委員

会勧告に沿った給与改定による人件費の変

更、各事業とも下半期に入り事業費の確定に

よる組替補正及び去った11月に行われた臨時

議会において計上できなかった台風災害復旧

事業を中心に予算の計上を行っております。

性質別にみますと、先程申し上げました沖

縄県人事委員会勧告に沿った給与改定によ

り、人件費がマイナス288万8千円、物件費で

は災害復旧などを含む施設の修繕料の増額に

伴い2千50万3千円の追加。

予算書の22ページをお開きになって下さ

い。民生費の２項児童福祉費の中の20、扶助

費では児童手当等の当初計画時より対象者が

少なかったためマイナス811万8千円の減、障

害者厚生医療費の増により、前ページの21ペ

ージになりますが、188万1千円の増となり、

扶助費としてはマイナス572万円の減となっ

ております。

補助費等では2千206万1千円の増となり、

次の23ページになります。法人保育園運営補

助金1千532万7千円増が主な要因となってお

ります。

普通建設事業ではマイナス1千511万1千円

の減で、奥武島１号の事業費確定に伴うもの

で、災害復旧事業費におきましては去った台

風11号の復旧事業を中心に計上しており、予

算書の36ページ側になります。公共土木災害

復旧事業では比屋定15号線において272万5千

円。前ページの35ページ、農林土木災害復旧

事業費として字儀間、仲地、銭田、兼城の４

地域の農道補修により824万2千円。再度36ペ

ージ、社会教育施設災害復旧事業費において

は仲里総合グランド照明、フェンス、ホタル

ドームの電気機器等で619万7千円。次ページ

の37ページ、衛生施設災害復旧費におきまし

てリサイクルセンターシャッターの破損470

万円が今回の災害復旧費の主なものとなって

おります。

再度20ページ側お願いします。繰出金では

国民健康保険特別会計において医療費が前年

度の同月分までの類型と比較してみると、約

600万円の伸びとなり、決算ベースからする
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と7千万円以上の増額となる見込みでありま

す。繰入金の増額により対応しなければなら

ない状態にあるため、4千673万9千円の追加

となり、次は29ページになります。下水道事

業費への繰り出し321万8千円を併せると4千9

95万7千円の繰り出し増となっております。

歳出に充てる財源といたしましては、普通

交付税の確定に伴い、再度９ページ側をお開

き下さい。普通交付税の確定に伴い1千309万

6千円の増、各事業の確定見込みによる負担

金及び国、県支出金を充当しており、15ペー

ジにあります。災害復旧費等への裏負担とし

て2千13万6千円の地方債を発行致します。

歳入不足補てん財源として、基金からの繰

入金、同じく13ページにあります、3千638万

5千円を取り崩し、補正予算第５号を編成し

ております。

以上が平成19年度久米島町一般会計補正予

算（第５号）の概要となっております。

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

ご審議、よろしくお願い致します。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

８番幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

29ページの工事請負費2千700万1千円の減

額となっているが、これは11ページの国庫補

助金の土木費の2千160万円と関連すると思う

んですけれど、先程の説明では国庫補助金の

確定ということの説明があったんですが、こ

れは入札残を流したということですか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

今年で奥武島１号線事業が完了するんです

が、原因としては入札残の部分がかなり大き

いウエイトを占めております。

○ 議長 山里昌輝

８番幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

橋の部分は完了しているようですけれど、

真泊１号線への繋ぎにおいてはまだ残ってい

るわけですが、工事は別ですか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

その分に関しては埋立の部分でございまし

て、用地は県が補助事業を入れて埋め立てた

土地でございまして、その分が補助用地であ

るが故にいま水産庁の管理におかれているわ

けです。現在県と調整しまして水産庁との調

整をやっていますが、とりあえず補助から外

して非補助にして、そうしますと県有地にな

りますけれど、その県有地を町が占用すると

いうことで現在進めておりまして、ほぼ調整

は終わっています。12月末ぐらいには入札に

かけようかなと思っています。

○ 議長 山里昌輝

８番幸地良雄議員。

○ ８番 幸地良雄議員

私が聞きたかったのは、せっかく工事して

残がのこっているんだったら、そのまま継続

して改定契約でやれば延長できたんじゃない

かなということだったわけですが、今の説明

では県有地のために延長できなかったいうこ

とですね。

○ 議長 山里昌輝
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９番上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

32ページの教育費、賃金のところで用務員

の賃金が288万1千円、これはどういうことな

のか。それと用務員は廃止するということに

なっておりますが、その結果、教職員にその

分の負担がかかり、学力が低下するのではな

いか。また、この前の学力テストでも言われ

ているように、沖縄県は学力が低下したとい

うことになっている。そういう面で子どもた

ちの教育に影響はないのかどうか。

○ 議長 山里昌輝

比嘉教育長。

○ 教育長 比嘉・

ご指摘のとおり用務員につきましては10月

から廃止しております。これにつきましては

当初予算で各学校の予算総額は絶対的に足り

ないということがございまして、あと一つは

本庁の職員の給与カット、そしてこれまでの

人件費についてもカットされたという経緯が

ございます。これは当初から各学校の校長に

も10月以降は用務員廃止ということもお願い

してまいりました。ご指摘のとおり学力の問

題につきましてもあるんですが、各学校にお

きましても用務員廃止のためにそれぞれの先

生たちがいま手分けしてやっておりまして、

その分については従来どおりの業務がこなさ

れているんではないかということがございま

すので、今後とも学校の先生方にご理解をお

願いしていきたいということでございます。

○ 議長 山里昌輝

９番上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

10月からは廃止したということなんです

が、これはこれから後いろんな現場で不満が

確実に出てくると思う。一番肝心な教育の現

場から削減をやらなきゃならないのかと。削

減するんだったらもっと他のところもあるか

と思うある面では学力が低下していると、教

育にもっと力を入れなきゃならないというこ

とを言われている。そういう面と矛盾はしな

いかということです。だから一番基本的な教

育機関をなんで歳出削減しなきゃならないか

と非常に疑問に思っている。

それと、36ページの備品購入費ということ

で美崎小学校のパソコン教室が破損になって

いるんですが、これも台風被害でもって全部

やられたという話を聞いております。そうい

う特殊な教室であれば外ドアを設置すると

か、そういうのは今後考えられないかどうか、

そこもちょっと聞きたいんですが。

○ 議長 山里昌輝

佐久田等教育課長。

○ 教育課長 佐久田等

この件につきましては、去った12月７日の

臨時議会でも災害関係の補正で質問がありま

した。出来るだけ町の電算室とか重要なとこ

ろは台風対策ができるようなものに対応して

いくということで町長もお答えになっており

ますので、今後財政と調整しながら対応して

いきたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

９番上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

今のに関連しますが、今、学力の低下、全

国的に沖縄は最下位だと。その中で久米島で

は達成度テストは今県内で何位ぐらいに入っ

ているか。

○ 議長 山里昌輝

佐久田等教育課長。
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○ 教育長 比嘉・

達成度テストにおきましては今週、各学校

から集計が上がってきまして、それを今、那

覇教育事務所にメールで送信しまして、県全

体のデータが出てくるのは年明けになりま

す。

○ 議長 山里昌輝

２番宮田勇議員。

○ ２番 宮田勇議員

17ページの改善センター管理費の中で修繕

費で370万円計上されていますが、どういっ

た修繕工事が入るのか説明を求めます。

○ 議長 山里昌輝

吉元幸信施設管理課長。

○ 施設管理課長 吉元幸信

改善センターは具志川と仲里、両方ござい

ますが、この修繕につきましては、仲里の方

は建物の廊下の外の部分の軒天井、前の台風

で飛ばされまして、そこを修繕しようという

ことです。仲里の改善センターの方は83万円

計上してあります。そしてあと大きいのは、

具志川の改善センターの方は屋上のクーラー

の冷却装置が台風でやられまして、それを修

繕するということでございます。

○ 議長 山里昌輝

６番仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

27ページの７款の商工費の中で久米島のん

びりウォーク大会について、いよいよあと１

カ月、１月19、20の２日間のマーチングリー

グで久米島で行われるわけですが、この予算

として25万円ですが、大会費と一部の運営費

だと思いますが、昨日も久米島ウォーキング

協会では役員会をもちまして、この大会に向

けての話し合いをしてきております。しかし

これが町民にまだ知らされておりませんの

で、担当課の方からこれの説明をお願いした

いと思います。

それから、31ページの小学校費の中で20節

の扶助費で学校給食費が10万5千円補正され

ています。これまでなかなか給食費が補正さ

れたというのがなかったんですが、18年度決

算でも174万9千円、約175万円近くで、今年

度の当初予算でも175万円計上されておりま

すが、今回10万5千円を補正しなければいけ

ない理由は何なのかお聞きしたいと思いま

す。

○ 議長 山里昌輝

平田光一商工観光課長。

○ 商工観光課長 平田光一

ウォーク大会への負担金の件ですが、全国

的に健康づくりも含めてウォークが盛んにな

っております。そして沖縄県内におきまして

も前々から浦添とか名護とか他のところにお

いてもそのウォーク大会が開催されていて、

今回は久米島町においても浦添は参加者数が

２千名か３千名とか、名護もそうですけれど、

そういう大会と連携をして一つの沖縄マーチ

ングリーグということで設定をして、今回久

米島でも１月19日、20日に開催の予定をして

おります。名護におきましては12月８日、９

日で終えております。そして浦添のてだこウ

ォークで２月２日、３日ということで、その

３大会に参加したらその証明がもらえるとい

うことで、全国から募集をしようということ

であります。

今回ちょっと取り組みが、決定するのが遅

くて、全国からのたくさんの参加は見込まれ

ておりませんが、今現在60名から70名の島外

からの申込みがあって、多分100名以上ぐら
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いは見込まれるんじゃないかなということで

あります。

○ 議長 山里昌輝

佐久田等教育課長。

○ 教育課長 佐久田等

扶助費の学校給食費を説明致します。この

分につきましては、要保護、準要保護認定に

かかる部分で、当初131名認定いたしました。

その後学校等と保護者と調整しまして、約８

名追加認定いたしました。その分予算が当初

予算で学校給食は170万円小学校では計上し

ておりましたけれども、予算不足のためにそ

の分は追加として10万5千円補正で計上して

おります。

○ 議長 山里昌輝

引き続き、13番平良義徳議員。

○ 13番 平良義徳議員

37ページ、災害復旧費が国、県、地方債か

ら465万円、一般財源から５万円ということ

で、これは廃棄物処分場のシートの中のほう

ですか、去年でしたか大雨で崩れた部分１カ

所か、あるいはまたリサイクルセンターの今

回の台風でシャッターがやられましたよね、

それなのか説明して下さい。

○ 議長 山里昌輝

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

リサイクルセンターのシャッターの修繕と

いうことでございます。

○ 議長 山里昌輝

13番平良義徳議員。

○ 13番 平良義徳議員

シャッターだけで470万円かかりますか。

○ 議長 山里昌輝

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

これはシャッターのみの修理であります。

その破損したシャッターにつきましては特殊

といいますか、災害時にその部分だけを消防

車の水圧で解除できるようなかたちの特殊な

シャッターとなっております。

○ 議長 山里昌輝

平良義徳議員。

○ 13番 平良義徳議員

それから、災害の場合は100％の補償とい

うことを聞いていますが、そのへんどうでし

ょうか。

○ 議長 山里昌輝

田端智環境保全課長。

○ 環境保全課長 田端智

これにつきましては２分の１の補助でござ

います。

○ 議長 山里昌輝

次に、11番宮里洋一議員の質問を許します。

○ 11番 宮里洋一議員

31ページの教育費の中の事務局費、18節の

備品購入費、この内容についてお願いします。

○ 議長 山里昌輝

佐久田等教育課長。

○ 教育課長 佐久田等

備品購入費につきましては、小学校、中学

校の用務員が10月から廃止になっております

ので、それを全て事務局費の予算の中に入れ

まして、30万円は需用費、修繕費に充てて、

残りは各学校、現在最も必要な備品の資料を

提出してもらって、担当でヒヤリングを行っ

ております。各学校当初予算で計上できなか

った必要な備品を購入したいと思って予算計

上しております。

○ 議長 山里昌輝
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11番宮里洋一議員。

○ 11番 宮里洋一議員

そうしますと、金額が400万円と大きいん

ですが、内容についてはまだはっきりしない

んですか。

○ 議長 山里昌輝

佐久田等教育課長。

○ 教育課長 佐久田等

内容につきましては、牛乳を保管する冷蔵

庫が70万円するのもありまして、それにまた

職員室のパソコン等のプロジェクターとかス

クリーンとかいろんなものが出てきておりま

すので、学校で最も優先順位の高いものから

整備する方針で現在調整している段階です。

○ 議長 山里昌輝

11番宮里洋一議員。

○ 11番 宮里洋一議員

そうしますと、今何種類か上げてもらいま

したが、小学校の備品の中に入るのか、教育

委員会事務局費の中に入るのかということで

後で検討されると思うんですが、それは後ほ

ど品名とか、そういうものが報告されるかど

うかお聞きしたいです。

○ 議長 山里昌輝

佐久田等教育課長。

○ 教育課長 佐久田等

当初各学校の予算項目に予算計上を考えて

おりましたが、調整した備品以外の商品を購

入する学校がありますので、私たち事務局一

括で予算を預かりまして、支払いも私たち教

育委員会でやりまして、その後学校に備品を

届けてもらって、台帳は学校で保管してもら

うようになります。どういうものを買ったか

資料が必要であれば後ほどお届けしたいと思

います。

○ 議長 山里昌輝

５番山城宗太郎議員。

○ ５番 山城宗太郎議員

29ページの委託料の方で奥武島１号線の委

託料として300万円上がっていますが、これ

はどういうものか説明お願いします。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

これは奥武島旧橋梁なんですけれども、落

橋防止、いわゆる橋が落ちるという防止の対

策がやられていなかったんですね。今回新し

い橋梁に関しては落橋防止も設置しておりま

すが、旧橋梁が施工されていなかったもので

すから、今回そこの工事も含めてということ

での設計であります。

○ 議長 山里昌輝

次に、７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

勉強不足で申し訳ないんですが、この補正

予算に災害受けている町民の方々への見舞金

のようなものは載ってますか、あるいは載っ

てなければ義援金等は年度内に処理出来ます

か。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

お答えします。災害見舞金につきましては

義援金をいただきまして、その義援金をその

まま小規模災害見舞金の規程に基づいて被災

世帯へ支給致します。従って、予算書の中に

は表れていません。それ以外の部分につきま

してはいろんな公共施設の補修や町道の補修

とか、そういった部分は予算書に表れてきま

す。
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○ 議長 山里昌輝

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

その町民へ何らかのかたちで見舞金が出る

わけですね、年内か年度内かをお聞きしたい。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

町からの見舞金については既に支給済みで

ございます。

○ 議長 山里昌輝

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

もらってないという人は該当しないという

ことですか。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

支給規定の対象となる世帯について、半壊

以上についての支給があります。従って、一

部損壊の部分は見舞金の支給はございませ

ん。

○ 議長 山里昌輝

喜久里議員の本件に関する質疑は既に３回

になりましたが、議会規則第55条の但し書き

規定によって、特に発言を許します。

喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

半壊の額なんですよ。もし差し支えなけれ

ば確認したいと思います。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午前 10時42分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 10時42分）

10番安村達明議員。

○ 10番 安村達明議員

27ページの路線バスの運賃費とあります

ね。これは需用費とか修繕費とか、いろいろ

あるんですが、僕は町営バスの事務所の隣に

いて、いつも感じているのは今の町営バスの

状況、これ自体がよくないと思っています。

台風時や通常の施設の管理、従業員の管理、

いったい誰がどのように管理しているのか、

そういうのが全然見えないんです。担当はど

ちらですか。ちょっと説明してもらえますか、

その状況を。

○ 議長 山里昌輝

平田光一商工観光課長。

○ 商工観光課長 平田光一

バスの運営につきましては町が直営をして

おります。担当課としましては商工観光課に

なっております。そして、運転手につきまし

ては各個人に委託をして運転をしておりま

す。その中でも運行管理者、安全運転管理者

を一人ずつ運転手の中においております。全

体的な通常の管理とかそこについてもお互い

連絡しあいながら今やっているところです。

○ 議長 山里昌輝

10番安村達明議員。

○ 10番 安村達明議員

町営バス事務所を町役場周辺に移動して、

見やすいところにおいて管理したらどうかと

思うのですが。 事故を起こした最終バスが

夜、車庫に戻ってきて自分でガンガンやって

も全然分からないでしょう。これは町民の税

金で運用しているわけですから、簡単なこと

ではないと思いますよ。これだけの財産です

から。

ぶつけて分からなかったとか、故障してほ

ったらかして、はいじゃあ違う予備のバスを
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出そうとか、そういう管理は問われるできで

はないでしょうか。このへんもよく皆さんで

検討して、いい方向に町営バスを運営しても

らいたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

大田治雄副町長。

○ 副町長 大田治雄

ただいまの質問に関連しまして、先だって

私が直接出向いて、管理の面等についてはま

めに、例えばサビがおきてる場合はそれをグ

リースアップをするなり、サビ止めを塗るな

りやるようにということで、以前みたいに古

くなったから替えましょうという時代はもう

過ぎたと。バスでしたら耐用年数以上もたす

ような自助努力すれば倍の年数も可能だし、

そのへんは強く言っております。

そして、場所の変更については今後、今ご

意見があるようなかたちでより身近において

やった方がいいのか、それはまたいろいろ財

政の問題もありますが、再度検討しながら進

めていきたいと思います。

○ 議長 山里昌輝

４番宇江原総清議員。

○ ４番 宇江原総清議員

今回の台風で特に木造建てが倒壊、あるい

はまた一部損壊しております。そしてそれに

伴って家屋をカーラヤーをそのまま潰してい

く、あるいはこれからも壊されていくだろう

という家屋があります。これを町で購入して、

骨格とか柱とか、そういったものを購入して

保存しておいて、これをまた他に希望があれ

ば、特に町内、この材木を資材を買いたいと、

赤瓦を再生させたいという人があれば、そこ

に売却するというシステムがあればいいんで

すが、なければそういうような将来的にシス

テムをつくる考えがあるのかどうか。これに

ついて担当課長でもいいですから答弁お願い

します。

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午前 10時48分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 10時50分）

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

ただいまの宇江原議員の質問にお答え致し

ます。現在のところそういう被災された家屋

を町が買い取って保存するというのは今のと

ころ考えはないんですけれども、沖縄らしい

赤瓦というのが年々無くなっていくという現

状の中では、やっぱり何かのかたちで保存す

るのもいいんではないかなという思いがしま

す。

一方で今、定住促進の観点から本土から久

米島あるいは沖縄に定住したいという方々の

希望はやっぱり赤瓦の家に住みたいという希

望が多いということで、その関連からすると

町が何かの手を打って空いてる空き家を借り

て定住希望者に貸すということもひとつの考

えとして内部ではいろんな話し合いをしてい

るところですが、いま議員から提案あったの

も含めて検討するに値するんじゃないかと考

えますが、今のところはないんですが今後検

討していきたいと考えています。

○ 議長 山里昌輝

４番宇江原総清議員。

○ ４番 宇江原総清議員

数年前の台風の時に私もある部落の倒壊し

た赤瓦の骨格を買ってどうにかできないもの

かということで保存していましたけれど、島

内からの知り合いからの要望はなくて、読谷



- 90 -

のある字から譲ってくれないかということで

ありましたのでこれを譲ったわけであります

けれども、なるべくはやっぱり町内に残して

そういったものの昔の赤瓦を再生していきた

いなと、こういうふうに考えております。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから議案第67号、平成19年度久米島町

一般会計補正予算についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手多数）

○ 議長 山里昌輝

挙手多数です。従って、議案第67号、平成

19年度久米島町一般会計補正予算（第５号）

については、原案のとおり可決されました。

しばらく休憩します。

（午前 10時53分）

○ 議長 山里昌輝

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前 11時06分）

日程第４ 平成19年度久米島町国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）

について

○ 議長 山里昌輝

日程第４、議案第68号、平成19年度久米島

町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

議案第68号の平成19年度久米島町国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）の概要につ

いてご説明申し上げます。予算書の１ページ

をお開きになって下さい。

平成19年度久米島町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）は、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ1億968万円を増額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ11億9千184万6千円と定

める。

主な概要につきましてご説明申し上げま

す。予算書の６ページをお開きになって下さ

い。

歳入は財政調整交付金の当初申請を参考に

国庫補助金355万5千円の増、保険事業費の歳

出減にかかる国庫補助金がマイナス152万1千

円の減、そして療養給付費交付金は退職被保

険者等に係るもので社会保険診療報酬支払基

金が負担するものでありますが、給付費の増

額見込みにより交付金も3千219万円増額とな

っております。また、県補助金で沖縄県財政

調整交付金として交付される収納率向上特別

対策事業分として571万7千円の増、一般会計

繰入金についても保険基金安定繰入金288万3

千円の減、職員給与費等繰入金2千934万4千

円の増、国保財政安定化支援事業の繰入金70

8万7千円の増、その他一般会計繰入金が1千3

19万1千円となっております。そして保険給

付費が増加していることによる対応として、

国民健康保険特別給付費準備基金から繰入が

2千300万円の増額補正としているものであり

ます。



- 91 -

続きまして８ページをお開きになって下さ

い。歳出については、１款の総務費について

は収納率向上特別対策事業費に係るものが主

で、一般管理費181万8千円の増額、賦課徴収

費58万2千円の増となっておりますが、県補

助金を新たに引き出したことによる財源組み

替えが主なものであります。

９ページ目に入ります。２款の保険給付費

については平成18年度及び平成19年度の保険

給付費の執行状況を勘案し、1億184万8千円

の増となっております。６款の保険施設費は

賃金と備品購入費の減により計152万1千円の

減額となっております。

以上が平成19年度国民健康保険特別会計補

正予算(第３号)の概要となっております。

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

ご審議、よろしくお願いします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

９番上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

６ページに県支出金で571万7千円、収納率

向上特別対策事業ということになっているん

ですが、現在の久米島町の収納率はどのよう

になっているのか。

○ 議長 山里昌輝

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

パーセンテージとしては数字は分かりませ

んが、10月末の県の報告の数字においては前

年度並みで推移していると。ですから今数字

はないんですが、後でパーセンテージは示し

たいと思います。

○ 議長 山里昌輝

９番上里総功議員。

○ ９番 上里総功議員

確かその収納率は70％いかなかったと思

う。それで収納率が悪いと補助金のペナルテ

ィもあるということなんですが、そのペナル

ティのために一生懸命頑張らなきゃならない

という状況にあるんですが、その対策として

はどのように努めているのかを聞きたい。

○ 議長 山里昌輝

山城保雄企画財政課長。

○ 企画財政課長 山城保雄

お答えします。収納対策会議を設けて、こ

れまで全庁的に職員を全員網羅して戸別訪問

をするというようなことを去年２回やってお

ります。今後においても特に今回は税務課に

おいて県の職員２人、兼任発令職員がこちら

に来ておりますので、この人たちと意見交換

しながら町の対策をとっていって、この収納

向上に努めていきたいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから議案第68号、平成19年度久米島町

国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に

ついてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手多数）



- 92 -

○ 議長 山里昌輝

挙手多数です。従って、議案第68号、平成

19年度久米島町国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）については、原案のとおり可決

されました。

日程第５ 平成19年度久米島町下水道事業

特別会計補正予算（第２号）に

ついて

○ 議長 山里昌輝

日程第５、議案第69号、平成19年度久米島

町下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

議案第69号、平成19年度下水道事業特別会

計補正予算（第２号）の概要についてご説明

申し上げます。予算書１ページをお開きにな

って下さい。

平成19年度下水道事業特別会計補正予算

（第２号）の予算概要は、歳入歳出それぞれ

394万4千円を追加し、総額2億8千260万1千円

と定めます。

主な概要といたしまして、予算書４ページ

をお開きになって下さい。歳入としては、１

款１項下水道使用料72万6千円、３款１項繰

入金で321万8千円、合計394万4千円の増額と

なっております。

続きまして７ページをお開きになって下さ

い。歳出としては、一般管理費マイナス10万

円、下水道維持管理費は現行執行状況からの

不足見込額152万円、台風被害等により浄化

センターの各設備等が運転不調及び故障し正

常運転管理に支障をきたしているので、修繕

費252万4千円、早急に修繕が必要であるため

今回補正予算にて、合計394万4千円を計上し

ております。

以上が平成19年度下水道事業特別会計補正

予算（第２号）の概要となっております。

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

ご審議よろしくお願いします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 山里昌輝

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

４ページの使用料ですが、下水道事業につ

きましては私の記憶では５年間免除とという

ことで進んでいると思いますが、使用料とい

うことでありますので、そのへんの説明と、

最近、下水道工事が割りと多くなってるんじ

ゃないかと思っております。このあたりにつ

いても喜ばしいことではあるんですが、しか

し、まだまだ充分というのが聞けませんので、

そのへんの進捗状況ともし免除措置を５年間

を延長する考えがあるか、そのへんのところ

をお伺いします。

○ 議長 山里昌輝

又吉敏雄上下水道課長。

○ 上下水道課長 又吉敏雄

ただいまの質問にお答え致します。使用料

につきましては、

（テープＢ面へ）

過年度分になります。過年度分というのは水
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道の方が月締めで行っております。下水道料

金は水道の予算に入ってきます。そして月締

めで行いまして、特別会計の締め切りが５月

いっぱいで締めます。そして５月分が水道か

ら下水道の方に振り込みするのが６月になり

ます。そういうことでその使用料については

５月分の過年度分の使用水量ということにな

ります。

それから、接続率についてでございますが、

現在イーフ地区が62％、そして振興地区が47

％、全体で57％の接続率となっております。

減免措置についてでございますが、接続可

能の地域については平成22年の３月で終わり

ます。現在また美崎地区が今施工中でありま

すが、接続可能になった年度からまた５カ年

のうちに接続すれば、その間はまた免除にな

ります。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

（「進行」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから議案第69号、平成19年度久米島町

下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

全員挙手です。従って、議案第69号、平成

19年度久米島町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）については、原案のとおり可決さ

れました。

日程第６ 平成19年度久米島町水道事業会

計補正予算（第３号）について

○ 議長 山里昌輝

日程第６、議案第70号、平成19年度久米島

町水道事業会計補正予算（第３号）について

を議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

平成19年度久米島町水道事業会計補正予算

（第３号）の概要を説明致したいと思います。

平成19年度久米島町水道事業会計補正予算

（第３号）、１ページをご覧下さい。

第３条予算収益的収入について。第２項営

業外収益、１目受取利息及び配当金への預金

利息として、普通預金利息20万円の年２回、

定期預金利息2万5千円の年１回の収益を見込

み差額分を増額しております。

２ページをご覧下さい。収益的支出につい

ては、水道事業経営におきまして、配水管等

の老朽化に伴う漏水による修理用資材、道路

路面復旧に費用を要するため、組み替えによ

る補正予算を計上しておりますが、人事配置

替え等もあり手当て、法定福利費については

予算現額にしてあります。

以上のことにより、１ページの収益的収入

については１款水道事業収益の２項営業外収

益へ38万円を増額し、２ページの収益的支出

については、１款水道事業費用の１項営業費

用を85万円の減額。内訳として源水及び浄水

費160万円の減額、排水及び給水費150万円の

増額、総係費75万円の減額、合計85万円の減
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額として補正予算を計上しております。

別紙として貸借対照表、損益計算書を添付

しております。よろしくご審議お願いします。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから議案第70号、平成19年度久米島町

下水道事業会計補正予算（第３号）について

を採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

全員挙手です。従って、議案第70号、平成

19年度久米島町水道事業会計補正予算（第３

号）については、原案のとおり可決されまし

た。

日程第７ 中山間地域総合整備事業（比屋

定・大岳地区）計画について

○ 議長 山里昌輝

日程第７、議案第71号、中山間地域総合整

備事業（比屋定大岳地区）計画についてを

議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

議案第71号、中山間地域総合整備事業（比

屋定大岳地区）計画について。

中山間地域総合整備事業（比屋定大岳地

区）計画について、別紙のとおり議会の議決

を求める。

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

提案理由

中山間地域総合整備事業（比屋定大岳地

区）計画について、土地改良法第96条の２第

２項の規定により、議会の議決を必要とする

ものであります。これがこの議案を提出する

理由であります。

別紙において実施計画概要表、そして全体

計画平面図を添付しております。ご参照下さ

い。ご審議よろしくお願いします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

この中山間地ということで比屋定、大岳と

なっております。これは特に道路整備を主な

ものとしているんでしょうか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

お答えします。この工事の概要は農道整備

とか排水路、農地勾配修正、法面の保護とか

集落内の排水路等々含めて51カ所の部分の整

備計画になっております。

○ 議長 山里昌輝

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員
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農道排水整備で、排水路の改修が400ｍは

短いと思いますが。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

今回の整備内容に関しましては、各地域に

アンケートを取りまして、整備の必要な部分

を挙げていただきました。整備に関しては今

回予定している部分の数倍のカ所が上がって

きたんですが、国、県調整しまして補助事業

で該当する部分を抜き出して最終的に絞った

ものがこの箇所でございます。

以前にやられた分とか、採択要件がいろい

ろありまして、その中で審査した結果が、そ

ういうかたちになっております。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから議案第71号、中山間地域総合整備

事業（比屋定大岳地区）計画についてを採

決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 山里昌輝

挙手全員です。従って、議案第71号、中山

間地域総合整備事業（比屋定大岳地区）計

画については、原案のとおり可決されました。

日程第８ 町道の路線変更について

○ 議長 山里昌輝

日程第８、議案第72号、町道の路線変更に

ついてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

議案第72号、町道の路線変更について、次

のとおり町道の路線の変更を道路法第10条第

３項の規定により、議会の議決を求めます。

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

変更する路線でありますが、整理番号１番、

２番、３番。路線名が枠内にありますとおり

新旧記入しております。起点、終点について

も表の通りであります。

提案理由

中山間地域総合整備事業（比屋定大岳地

区）の農道事業で道路整備を行うため、路線

を変更する必要があるためであります。

別紙において平面図をそれぞれ添付してお

ります。ご審議よろしくお願いします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

○ 議長 山里昌輝

５番山城宗太郎議員。

○ ５番 山城宗太郎議員

これから見ると、起点、終点が違いますが、

その残った農道の道路番号はどうなのか、お

願いします。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。
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○ 建設課長 盛本實

現在、町道として認定されている分が青い

部分でございます。赤い部分が整備された部

分で今回残そうという部分です。青い部分と

赤い部分の差の部分が整備されていない部分

です。町道整備ではかなり難しい部分があっ

て、今回中山間事業において整備していくと。

現在の町道の部分を縮小して残りの分を農道

認定をします。農道認定に関しては特に議会

の議決は必要はありません。これは県の方と

調整して農道認定というかたちになりますの

で、まず今回の議決を得まして、残りの部分

の農道認定は今後県の方と調整して農道認定

というかたちにして整備を行っていきたいと

考えております。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

(｢進行｣の声あり)

○ 議長 山里昌輝

質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから議案第72号、町道の路線変更につ

いてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手全員）

○ 議長 山里昌輝

全員挙手です。従って、議案第72号、町道

の路線変更については、原案のとおり可決さ

れました。

日程第９ 町道の路線廃止について

○ 議長 山里昌輝

日程第９、議案第73号、町道の路線廃止に

ついてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

議案第73号、町道の路線廃止について、次

のとおり町道の路線の廃止を道路法第10条第

３項の規定により、議会の議決を求めます。

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

１、廃止する路線、下の枠内にありますと

おり、路線名が宇江城15号線、路線番号が16

8、起点が宇江城1177-1、終点が宇江城1355-

1。

提案理由

中山間地域総合整備事業（比屋定大岳地

区）の農道事業で道路整備を行うため、路線

を廃止する必要があるためであります。

別紙で平面図を添付しております。ご審議

よろしくお願いします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

○ 議長 山里昌輝

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

15号線廃止となりますが、廃止になった場

合、町が整備とか今後はできないということ

になりますか。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實
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お答えします。この路線は現在は町道なん

ですが、町道での整備は今後かなり難しいの

で、今回、中山間事業において町道を廃止し

て農道認定して整備しようということで、今

回廃止というかたちをとっております。

○ 議長 山里昌輝

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

中山間地の事業によって廃止して、その事

業に取り上げていくということなんですが、

確実に事業に乗っかるのか、伺いたいと思い

ます。

○ 議長 山里昌輝

盛本實建設課長。

○ 建設課長 盛本實

中山間事業の整備計画の中に組み込まれて

おりますので、これは確実に整備を行ってい

きます。６カ年間の事業ですので、時期的な

分に関しては今後優先順位を決めて、どこか

ら先にするかという分を含めて検討していき

たいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

12番翁長学議員。

○ 12番 翁長学議員

周辺住民の重要な道でありますので、なる

べく早めにその事業を進めていただきたいと

思います。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから議案第73号、町道の路線廃止につ

いてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（挙手全員）

○ 議長 山里昌輝

挙手全員です。従って、議案第73号、町道

の路線廃止については、原案のとおり可決さ

れました。

日程第10 久米島町地域集会施設及び農村

公園条例の一部を改正する条例

について

○ 議長 山里昌輝

日程第10、議案第76号、久米島町地域集会

施設及び農村公園条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。

本案について、提案理由の説明を求めます。

大田治雄副町長。

（大田治雄副町長登壇）

○ 副町長 大田治雄

議案第76号、久米島町地域集会施設及び農

村公園条例の一部を改正する条例、上記議案

を提出する。

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

久米島町地域集会施設及び農村公園条例の

一部を改正する条例

久米島町地域集会施設及び農村公園条例の

一部を次のように改正する。

第２条の表を次のとおり改める。

嘉手刈公民館の項の次に次の１項を加え

る。「宇江城地区会館、久米島町字宇江城79

8番地」

附則



- 98 -

この条例は交付の日から施行する。

提案理由

宇江城地区会館の改築に伴い地方自治法第

244条の２第１項の規定に基づき、本条例を

制定する必要がある。これがこの条例案を提

出する理由であります。

次ページにおいて、新旧対照表が２枚あり

ます。その左側の下の方に、宇江城地区会館、

アンダーラインが入っておりますが、その部

分が変更の対象となります。ご審議よろしく

お願いします。

（大田治雄副町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで、提案理由の説明を終わります。

これから質疑を行います。

13番平良義徳議員。

○ 13番 平良義徳議員

これは施設の名称とかは県の方で作成する

んですか。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

各公民館の名称につきましては、基本的に

町の設置者の方で制定致します。その場合、

補助事業の種別によってある一定の制約があ

る部分もございますが、基本的には公民館と

付けたり、あるいは事業名称の一部を付けた

りいたしております。名称の命名につきまし

ては町の方で行います。

○ 議長 山里昌輝

６番仲村昌慧議員。

○ ６番 仲村昌慧議員

名称についてでありますが、以前この一部

改正の時に山里の構造改善センターになって

おりますが、約20年前に造られたもので、そ

ろそろ名称を公民館と付け替えてもいいんじ

ゃないかということで提案しまして、可能で

あると言っておりましたが、今回の一部条例

改正で名称変更がされていないのはどうして

なのか。そしてまた名称を変更するためには

どのような手続きが必要なのかお伺いしま

す。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

ただいま仲村議員からあったとおり名称変

更は可能であります。名称変更するには地元

との協議を経て町の方で条例改正をして名称

変更をするということになります。山里の公

民館につきましても地元の方からそういう要

請が出ております。今回の改正には間に合わ

なかったんですが、再度地元の方の意向を区

長を通して確認いたしまして、次の改正で対

応したいと考えております。

○ 議長 山里昌輝

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

公民館が町の施設管理下にあるということ

で質問します。宇江城公民館を建築する際に

補助事業の絡みもありまして、町の方に管理

委託したのが良いということでやったと思

う。役場庁舎と同じような災害保険ははいっ

てないということなんですが、今後各字の施

設につきましては、庁舎と同じような取り扱

いをする考えはないか、そのへんを聞きたい

と思います。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

各字の公民館の建設につきましては、これ
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まで過去の公民館建設の慣例、あるいは補助

事業の補助要件等を踏まえまして、今現在地

元負担ということである一定の割合を負担し

ていただいております。

それから設置後の維持管理については全て

地元でお願いしますというようなかたちでや

っておりますので、保険についても基本的に

は地元の方でお願いしたいと考えておりま

す。

○ 議長 山里昌輝

７番喜久里猛議員。

○ ７番 喜久里猛議員

町の財産管理になっていますよね、町は公

民館は字がやりましょうということで字に任

すというのは問題ではないかと思いますが、

再度お伺いします。

○ 議長 山里昌輝

仲村渠一男総務課長。

○ 総務課長 仲村渠一男

法律的には町の財産でございます。それは

指定管理者制度でその管理を各字に任すとい

うことでございますので、各字で保険に入る

ことも可能であります。

今おっしゃる懸念事項については再度問題

提起として財産管理のあり方として再度検討

は致します。

○ 議長 山里昌輝

他に質疑はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

これで質疑を終わります。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから議案第76号、久米島町地域集会施

設及び農村公園条例の一部を改正する条例に

ついてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手願います。

（全員挙手）

○ 議長 山里昌輝

挙手全員です。従って、議案第76号、久米

島町地域集会施設及び農村公園条例の一部を

改正する条例については、原案のとおり可決

されました。

日程第11 監査委員の選任について

○ 議長 山里昌輝

日程第11、同意第３号、監査委員の選任に

ついてを議題と致します。

地方自治法第117条の規定によって、仲村

昌慧議員の退場を求めます。

（仲村昌慧議員退場）

○ 議長 山里昌輝

本案について提案理由の説明を求めます。

平良朝幸町長。

（平良朝幸町長登壇）

○ 町長 平良朝幸

同意第３号、監査委員の選任について、下

記の者を久米島町監査委員に選任したいか

ら、地方自治法第196条第１項の規定により、

議会の同意を求める。

住 所 久米島町字山里89番地

氏 名 仲村昌慧

生年月日 昭和30年１月20日

平成19年12月18日提出

久米島町長 平良朝幸

提案理由

監査委員の選任について、地方自治法第19

6条第１項の規定により、議会の同意を得る
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必要がある。これがこの議案を提出する理由

である。

よろしくご審議をお願いします。

（平良朝幸町長降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで提案理由の説明を終わります。

本案については質疑を省略したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

(多数の｢異議なし｣の声あり)

異議なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから同意第３号、監査委員の選任につ

いてを採決します。

本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。

（全員挙手）

挙手全員です。従って、同意第３号、監査

委員の選任について同意を求める件は、同意

することに決定されました。

○ 議長 山里昌輝

仲村昌慧議員の入場を許可します。

（仲村昌慧議員入場）

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午前 11時52分）

○ 議長 山里昌輝

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午前 11時55分）

日程第12 地方の道路整備と道路特定財源

に関する意見書

○ 議長 山里昌輝

日程第12、発議第13号、地方の道路整備道

路特定財源に関する意見書についてを議題と

します。

本案について提案理由の説明を求めます。

山城宗太郎議員。

（山城宗太郎議員登壇）

○ ５番 山城宗太郎議員

発議第13号 平成19年12月19日

久米島町議会議長 山里昌輝殿

提出者 久米島町議会議員 山城宗太郎

賛成者 久米島町議会議員 喜久里猛

地方の道路整備と道路特定財源に

関する意見書

上記議案を、別紙のとおり会議規則第14条

の規定により提出します。

提案理由

地方の活性化には継続的な道路整備が必要

であり、道路整備財源の安定的な確保充実

に不可欠な現行の暫定税率を求めるため、本

案を提出する。

地方の道路整備と道路特定財源に

関する意見書

地方においては、移動手段を自動車に依存

している地域が多く、高速道路など主要な幹

線道路のネットワークの形成をはじめ、防災

対策、通勤通学、さらには救急医療など生

活道路の面においても、まだまだ道路整備は

不十分である。

一方、都市部においても、交通渋滞の解消

やバリアーフリー化、電線類の地中化など、

良好な都市環境の整備を進める必要がある。

さらに、道路の維持管理においては、今後、

急速な老朽化が懸念される橋梁、トンネル等

において維持補修費の増大が見込まれる。

このような中、地方は毎年、道路特定財源



- 101 -

を上回る多くの一般財源を投入し、道路整備

を行っている。

そこで、国においては、以下の施策を講じ

られるよう、要望致します。

記

１ 地方が必要な道路整備を行うにあたっ

て、道路特定財源のみでは財源が不足してい

ることに款がみ、道路特定財源の地方への配

分割合を高めること等により、地方における

道路整備財源の充実に努めること。

２ 暫定税率による上乗せ分を含め、現行の

税率水準を維持することにより、道路整備の

安定的かつ確実な財源を確保すること。

３ 現在取り組みが進められている中期計画

の策定にあたっては、地方の道路整備の実情

に十分配慮し、地方が真に必要としている道

路整備を確実に盛り込むことにより、地方の

道路整備が遅れることのないようにするこ

と。

以上、地方自治法第第99条の規定により意

見書を提出する。

平成19年12月19日

沖縄県島尻郡久米島町議会

提出先

内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣

国土交通大臣、金融担当大臣

沖縄及び北方対策担当大臣

（山城宗太郎議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで提案理由の説明を終わります。

本案については質疑を省略したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

休憩します。（午前 12時01分）

○ 議長 山里昌輝

再開します。（午前 12時01分）

これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

４番宇江原総清議員。

○ ４番 宇江原総清議員

本件については、今国会で議論されている

ところでありますけれども、地方分権そうい

ったところの関係等から明確にできない部分

も多い。そういうようなことにおいて今賛成

することはできません。反対します。

○ 議長 山里昌輝

次に、原案に賛成者の発言を許します。

他に討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

これで討論を終わります。

これから発議第13号、地方の道路整備と道

路特定財源に関する意見書についてを採決し

ます。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手を願います。

（挙手多数）

○ 議長 山里昌輝

挙手多数です。従って、発議第13号、地方

の道路整備と道路特定財源に関する意見書に

ついては、原案のとおり可決されました。

日程第13 未成年者の飲酒防止に関する決

議について

○ 議長 山里昌輝

日程第13、発議第14号、未成年者の飲酒防

止に関する決議についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

２番宮田勇議員。

（宮田勇議員登壇）
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○ ２番 宮田勇議員

発議第14号 平成19年12月19日

久米島町議会議長 山里昌輝殿

提出者 久米島町議会議員 宮田勇

賛成者 久米島町議会議員 幸地良雄

未成年者の飲酒防止に関する宣言決議

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14

条の規定により提出します。

提案理由

本県で飲酒で補導される少年は全国平均の

約10倍であり、今年も10月末現在2,997人（う

ち女子856人）の中高生が補導されている。

子どもは大人の後ろ姿を見て育つと言われ

ており、未成年者の飲酒を防止するためには、

まず大人が襟を正し範を示すことが求められ

ている。

よって、本会は憂慮すべき状況にある未成

年者の飲酒問題に対し、危機感を持って臨み、

関係期間等の連携強化を図り未成年者の飲酒

を防止するため本案を提出する。

未成年者の飲酒防止に関する宣言決議

本県の少年の不良行為による歩道人員は、

昨年3万8,000人と過去最多となった。特に飲

酒による補導人員は、人口比で全国平均の約

10倍という高い水準にあり、今年は中高生等

が連日のように集団飲酒で補導されるなど、

未成年者の飲酒問題は極めて憂慮すべき状態

にある。

未成年者の飲酒は、身体への悪影響を及ぼ

すだけでなく、急性アルコール中毒による生

命への危険性や、事件事故の当事者となり得

るなど、未成年者自身のみならず、地域社会

への影響もはかり知れないものがある。

子どもは大人の後ろ姿を見て育つと言われ

ており、未成年者の飲酒を防止するためには、

まず大人が襟を正し範を示すことが求められ

ている。

未成年者の飲酒防止を推進するためには、

過程、学校及び地域はもちろんのこと、酒類

を販売提供する業界とも連携し、実効性の

ある取り組みを図ることが求められている。

過程では、未成年者の夜間の外出を抑制する

等基本的生活習慣の確立に努め、学校では、

未成年者の飲酒が心身に及ぼす影響を学習さ

せるとともに、学校のきまりや社会のルール

を守ることの大切さを指導し、地域では、地

域の子どもは地域で育てるという認識のも

と、未成年者の善導に努めることが必要であ

る。また、酒類を販売提供する業者は、販

売時に年齢確認を徹底し、未成年者には酒類

を販売提供しないよう努めることが必要で

ある。

よって、本町議会は、憂慮すべき状況にあ

る未成年者の飲酒問題に対し危機感を持って

臨み、関係機関団体との連携強化等により、

未成年者の飲酒を防止する社会づくりに率先

して取り組むことを宣言する。

以上決議する。

平成19年12月19日

沖縄県島尻郡久米島町議会

○ 議長 山里昌輝

これで提案理由の説明を終わります。

本案については質疑を省略したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。

これから討論を行います。

まず、原案に反対者の発言を許します。

○ 議長 山里昌輝
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次に、原案に賛成者の発言を許します。

○ 議長 山里昌輝

これで討論を終わります。

これから発議第14号、未成年者の飲酒防止

に関する決議についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手を願います。

（挙手多数）

○ 議長 山里昌輝

挙手多数です。従って、発議第14号、未成

年者の飲酒防止に関する決議については、原

案のとおり可決されました。

日程第14 後期高齢者医療制度の実施中止

と抜本的な見直しを求める意見

書

○ 議長 山里昌輝

日程第14、発議第15号、後期高齢者医療制

度の実施中止と抜本的な見直しを求める意見

書についてを議題とします。

本案について提案理由の説明を求めます。

８番幸地良雄議員。

（幸地良雄議員登壇）

○ ８番 幸地良雄議員

発議第15号 平成19年12月19日

久米島町議会議長 山里昌輝殿

提出者 久米島町議会議員 幸地良雄

賛成者 久米島町議会議員 仲村昌慧

後期高齢者医療制度の実施中止と

抜本的な見直しを求める意見書

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14

条の規定により提出します。

提案理由

後期高齢者医療制度は被扶養者を含む75歳

以上の全ての高齢者から保険料を徴収する高

齢者に限りのない負担を強いる内容の制度で

ある。

よって2008年４月実施を中止し、制度の抜

本的な見直しを求めるため、本案を提出する。

後期高齢者医療制度の実施中止と

抜本的な見直しを求める意見書

2008年４月実施予定の後期高齢者医療制度

は、その内容が明らかになるにつれ、この制

度の実施を中止して抜本的な見直しを求める

声が広がっています。

この制度は被扶養者を含む75歳以上の全て

の高齢者から保険料を徴収する高齢者に限り

ない負担を強いる内容の制度です。沖縄県広

域連合が試算した平均保険料は年間6万2千円

で、高齢者が増えて医療費が上がれば更に保

険料を引き上げる仕組みになっています。

現在徴収されている介護保険料と合わせて

月１万円以上が徴収されることになり、高齢

者からは「これ以上負担できない」など、悲

痛の声があがっています。しかもこの制度は

75歳以上の高齢者の診療報酬を「包括制」と

するため、必要な医療が受けられなくなる差

別的な医療が実施される恐れがあり、世界で

も例のない制度です。

政府厚生労働省は、全国各地の地方議会

などから次々寄せられる「制度の抜本的見直

し」要請を受けて、制度の一部手直しを行い

ましたが、それでは問題の解決になりません。

つきましては、高齢者がいつでも、どこで

も安心して医療が受けられるよう、下記の事

項を要請します。

記

後期高齢者医療制度の2008年４月実施を中

止し、制度の抜本的見直しを求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見
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書を提出する。

平成19年12月19日

沖縄県島尻郡久米島町議会

提出先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

厚生労働省

（幸地良雄議員降壇）

○ 議長 山里昌輝

これで提案理由の説明を終わります。

本案については質疑を省略したいと思いま

すが、ご異議ありませんか。

（多数の「異議なし」の声あり）

○ 議長 山里昌輝

異議なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

○ 議長 山里昌輝

討論なしと認めます。

これから発議第15号、後期高齢者医療制度

の実施中止と抜本的な見直しを求める意見書

についてを採決します。

本案は、原案のとおり決定することに賛成

の方は挙手を願います。

（全員挙手）

○ 議長 山里昌輝

挙手多数です。従って、発議第15号、後期

高齢者医療制度の実施中止と抜本的な見直し

を求める意見書については、原案のとおり可

決されました。

○ 議長 山里昌輝

以上で、本定例会に付議された事件は全て

終了しました。

これで平成19年第８回久米島町議会定例会

を閉会します。

お疲れ様でした。

(午前 12時14分)
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。
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署名議員（議席番号５番） 山 城 宗太郎

署名議員（議席番号６番） 仲 村 昌 慧


